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（1）

な
ぜ
日
本
の
政
府
債
務
は
世
界
最
悪
に
な
っ
た
か

〜
平
成
元
年
以
降
の
財
政
構
造
分
析
〜

中
島
　
将
隆

は
じ
め
に

ギ
リ
シ
ャ
の
財
政
危
機
が
契
機
と
な
っ
て
、
主
要
国
で
は
財
政
健
全
化
の
目
標
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
本
年
６
月
のG

20

ト
ロ
ン

ト
サ
ミ
ッ
ト
宣
言
で
は
、「
強
固
で
持
続
可
能
か
つ
均
衡
あ
る
成
長
の
た
め
の
枠
組
み
を
つ
く
る
」
た
め
、
先
進
国
は
二
〇
一
三
年

ま
で
に
少
な
く
と
も
赤
字
を
半
減
さ
せ
、
二
〇
一
六
年
ま
で
に
政
府
債
務
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
安
定
化
ま
た
は
低
下
さ
せ
る
財
政
計
画
を

作
成
す
る
こ
と
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
は
例
外
扱
い
で
、
財
政
状
態
は
最
悪
だ
か
ら
、
日
本
の
財
政
健
全
化
目
標
は
先
延
ば
し

に
し
て
よ
ろ
し
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
な
ん
と
も
、
不
名
誉
な
こ
と
で
あ
る
。

な
ぜ
、
日
本
の
政
府
債
務
は
世
界
最
悪
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
平
成
二
年
度
に
は
赤
字
国
債
依
存
体
制

を
脱
却
し
、
平
成
三
年
か
ら
平
成
五
年
ま
で
の
間
、
赤
字
国
債
発
行
額
が
ゼ
ロ
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
年
度
の
赤
字
国
債
発
行

額
は
約
三
八
兆
円
、
赤
字
国
債
発
行
比
率
は
八
六
％
、
国
債
依
存
度
は
実
に
四
八
％
で
あ
る
。
こ
の
間
、
政
府
債
務
残
高
は
急
増
し
、

今
年
度
に
は
国
と
地
方
を
合
わ
せ
た
政
府
債
務
残
高
は
八
六
二
兆
円
と
な
る
。
今
日
で
は
、
持
続
可
能
な
財
政
制
度
の
維
持
が
不
可

能
、
と
深
刻
な
議
論
が
続
い
て
い
る
。
僅
か
一
五
年
余
の
間
に
、
な
ぜ
、
か
く
も
財
政
赤
字
が
拡
大
し
、
政
府
債
務
残
高
が
途
方
も

な
い
金
額
に
膨
れ
上
が
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。



急
激
な
財
政
膨
張
と
財
政
赤
字
の
拡
大
は
、
通
常
、
戦
争
や
テ
ロ
対
策
、
経
済
危
機
な
ど
国
家
が
危
機
的
状
況
に
置
か
れ
た
時
に

発
生
す
る
。
今
日
で
は
冷
戦
体
制
が
終
了
し
て
も
テ
ロ
対
策
や
国
家
主
権
を
守
る
た
め
、
各
国
は
軍
事
費
を
削
減
す
る
こ
と
が
で
き

ず
軍
事
費
の
膨
張
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
場
合
、
軍
事
費
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
一
％
で
あ
り
、
世
界
中
で
最
低
水
準
に
あ
る
。
日

本
は
軍
事
費
の
膨
張
か
ら
開
放
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
拡
張
的
財
政
政
策
が
採
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は

日
本
だ
け
で
な
く
各
国
と
も
共
通
し
て
い
る
。
む
し
ろ
日
本
の
場
合
、
海
外
と
比
較
し
て
財
政
支
出
は
過
大
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な

い
。日

本
の
財
政
は
軍
事
費
の
膨
張
か
ら
開
放
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
財
政
赤
字
は
拡
大
を
続
け
て
い
る
。
日
本
の
政
府
債

務
が
世
界
最
悪
と
な
っ
た
原
因
、
こ
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
財
政
構
造
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
歳
出
構
造
と
歳
入

構
造
を
分
析
し
、
な
ぜ
、
財
政
資
金
を
金
融
市
場
か
ら
調
達
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
、
こ
の
点
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
で

は
、
一
般
会
計
に
焦
点
を
当
て
、
平
成
年
代
に
お
け
る
財
政
構
造
の
特
徴
を
分
析
し
て
い
く
。

１
　
平
成
元
年
以
降
に
み
る
財
政
構
造
の
特
徴

図
表
１
は
、
昭
和
五
〇
年
以
降
と
平
成
元
年
以
降
の
財
政
構
造
を
鳥
瞰
し
た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
五
〇
年
以
降
と
平
成
元
年
以
降

を
比
較
す
る
と
、
一
般
会
計
歳
出
は
何
れ
も
右
上
が
り
で
増
加
を
続
け
て
い
る
。
財
政
規
模
は
膨
張
を
続
け
、
昭
和
五
〇
年
度
と
平

成
二
二
年
度
を
比
較
す
る
と
、
歳
出
は
約
五
倍
に
な
っ
て
い
る
。

歳
入
構
造
を
み
る
と
、
そ
こ
に
決
定
的
な
相
違
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
税
収
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
〇
年
代
の
税

収
は
一
貫
し
て
増
加
し
、
か
つ
、
歳
出
と
パ
ラ
レ
ル
に
増
加
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
元
年
以
降
に
な
る
と
、
こ
の
動
き
は
完

全
に
逆
転
す
る
。
歳
出
は
右
上
が
り
で
増
加
す
る
が
、
税
収
は
右
下
が
り
と
な
り
減
少
す
る
。
税
収
入
が
減
少
し
た
原
因
は
、
ひ
と

（2）



つ
に
は
、
景
気
後
退
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
平
成

一
九
年
度
の
税
収
は
五
一
兆
円
で
あ
っ
た
が
、
平
成

二
二
年
度
に
三
七
・
四
兆
円
に
激
減
し
て
い
る
。
と

は
い
え
、
税
収
入
は
平
成
元
年
以
降
、
一
貫
し
て
減

少
を
続
け
て
い
る
か
ら
、
税
収
減
の
原
因
は
、
単
に

循
環
的
要
因
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
構
造
的
要
因
に

起
因
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

国
債
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
〇
年
度
以
降
、
大
量

国
債
発
行
の
時
代
と
な
る
。
と
は
い
え
、
昭
和
五
〇

年
代
と
平
成
時
代
と
で
は
大
き
な
相
違
点
が
あ
る
。

ま
ず
、
発
行
額
に
つ
い
て
で
あ
る
。
平
成
年
代
の

国
債
発
行
額
は
昭
和
五
〇
年
代
の
発
行
額
と
比
較
に

な
ら
な
い
ほ
ど
巨
額
で
あ
る
。
図
表
１
で
み
る
よ
う

に
、
昭
和
五
五
年
度
の
国
債
発
行
額
は
一
四
・
二
兆

円
と
な
っ
た
が
、
五
〇
年
代
で
は
こ
の
額
を
超
え
る

年
度
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
五
年
度
以
降
に
な

る
と
、
ど
の
年
度
を
み
て
も
昭
和
五
五
年
度
の
ピ
ー

ク
を
大
幅
に
上
回
り
、
平
成
二
一
年
度
の
国
債
発
行

（3）

図表１　平成元年以降の財政膨張の構造
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（出所）財務省「日本の財政関係資料」平成22年８月



額
は
五
二
兆
円
に
達
し
た
。
そ
し
て
、
新
規
国
債
発
行
額
が
税
収
入
を
大
幅
に
上
回
る
に
至
っ
た
。
こ
の
状
態
は
平
成
二
二
年
度
も

継
続
し
て
い
る
。

次
に
、
発
行
さ
れ
る
国
債
の
種
類
が
異
な
る
。
昭
和
五
〇
年
代
で
は
建
設
国
債
が
中
心
で
あ
り
、
五
五
年
度
の
み
赤
字
国
債
が
僅

か
に
上
回
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
年
代
に
入
る
と
建
設
国
債
と
赤
字
国
債
の
発
行
額
は
逆
転
す
る
。
平
成
九
年
度
か
ら
赤
字
国
債

発
行
額
が
建
設
国
債
を
上
回
り
、
以
後
、
赤
字
国
債
が
圧
倒
的
と
な
る
。
平
成
二
二
年
度
の
赤
字
国
債
発
行
比
率
は
、
実
に
八
五
・

七
％
に
達
し
、
国
債
発
行
は
赤
字
国
債
発
行
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
昭
和
五
〇
年
代
と
平
成
年
代
の
財
政
構
造
を
比
較
す
る
と
、
財
政
支
出
は
一
貫
し
て
増
加
し
て
い
る

点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
だ
が
、
歳
入
構
造
は
決
定
的
に
異
な
る
こ
と
が
明
白
で
あ
っ
た
。
昭
和
五
〇
年
代
は
大
量
国
債
発
行
の
時

代
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
昭
和
五
〇
年
代
中
ご
ろ
以
降
、
国
債
発
行
額
は
毎
年
、
減
額
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
年
代
で
は

小
泉
内
閣
の
時
期
を
除
い
て
発
行
額
は
膨
張
を
続
け
、
政
府
債
務
は
途
方
も
な
い
金
額
に
膨
れ
上
が
っ
た
。
な
ぜ
財
政
構
造
が
異
な

る
の
か
、
そ
の
原
因
を
突
き
と
め
る
た
め
、
財
政
構
造
を
歳
出
構
造
と
歳
入
構
造
の
二
つ
の
側
面
か
ら
分
析
し
て
い
く
。
日
本
の
政

府
債
務
が
短
期
間
で
世
界
最
悪
と
な
っ
た
原
因
は
、
こ
の
分
析
か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

２
　
な
ぜ
財
政
支
出
は
膨
張
し
て
い
る
か

（
１
）
歳
出
構
造
の
変
化

図
表
２
は
、
一
般
会
計
歳
出
総
額
と
一
般
歳
出
の
主
要
経
費
の
推
移
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
一
般
会
計
歳
出
総
額
は
一
貫
し
て
増

加
し
て
い
る
が
、
平
成
年
代
で
は
二
一
年
、
二
二
年
が
突
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
政
権
交
代
と
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
よ
る
も
の
で
、
次

節
以
下
で
検
討
す
る
。
図
表
２
で
は
平
成
一
〇
年
前
後
の
財
政
膨
張
が
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
次
節
で
補
足
す

（4）



る
。一

般
歳
出
と
は
、
一
般
会

計
歳
出
総
額
か
ら
国
債
費
と

地
方
交
付
税
を
差
し
引
い
た

財
政
支
出
で
あ
る
。
昭
和
六

〇
年
以
降
、
歳
出
総
額
に
占

め
る
一
般
歳
出
の
比
率
は
低

下
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
国

債
費
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ

る
。一

般
歳
出
の
う
ち
、
歳
出

の
一
〇
％
を
超
え
る
主
要
経

費
項
目
を
拾
い
上
げ
て
み
る

と
、
ま
ず
、
社
会
保
障
費
が

圧
倒
的
で
あ
る
。
社
会
保
障

費
は
歳
出
の
約
半
分
を
占

め
、
伸
び
率
も
他
を
圧
し
て

い
る
。
次
い
で
公
共
事
業
関

（5）

図表２　一般会計歳出予算主要経費別内訳の推移
金額：億円

比率：％

（注）一般歳出＝一般会計歳出総額－国債費－地方交付税等
（出所）財務省「財政関係基礎データ」平成22年６月より作成

伸び率：％

昭和30 40 50 60 平成７ 15 16 17 18 19 20 21 22
一 般 会 計 歳 出 総 額 9,915 36,581 212,888 524,996 709,871 817,891 821,109 821,829 796,860 829,088 830,613 885,480 922,992
一 般 歳 出 8,107 29,198 158,408 325,854 445,504 475,922 476,320 472,829 463,660 469,784 472,845 517,310 534,542
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防 衛 関 係 費 1,328 3,014 13,273 31,371 47,236 49,530 49,030 48,564 48,139 48,017 47,797 47,741 47,903
公 共 事 業 関 係 費 1,466 6,886 29,095 63,689 92,406 80,971 78,159 75,310 72,015 69,473 67,352 70,701 57,731
その他の事項経費 2,215 5,637 27,027 43,245 45,079 51,306 52,784 52,167 51,222 51,945 49,071 50,642 51,968

一 般 会 計 歳 出 総 額 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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その他の事項経費 27.3 19.3 17.1 13.3 10.1 10.8 11.1 11.0 11.0 11.1 10.4 9.8 9.7

30→40

平均

伸び率

40→50

平均

伸び率

50→60

平均

伸び率

60→70

平均

伸び率

14→15

伸び率

15→16

伸び率

16→17

伸び率

17→18

伸び率

18→19

伸び率

19→20

伸び率

20→21

伸び率

21→22

伸び率

一 般 会 計 歳 出 総 額 13.9 19.3 9.4 3.1 0.7 0.4 0.1 ▲ 3.0 4.0 0.2 6.6 4.2
一 般 歳 出 13.7 18.4 7.5 3.2 0.1 0.1 ▲ 0.7 ▲ 1.9 1.3 0.7 9.4 3.3

社 会 保 障 関 係 費 17.7 22.5 9.3 3.9 3.9 4.2 2.9 0.9 2.8 3.0 14.0 9.8
文教及び科学振興費 15.0 18.7 6.3 2.3 ▲ 3.4 ▲ 5.2 ▲ 6.7 ▲ 8.0 0.1 0.7 ▲ 0.0 5.2
防 衛 関 係 費 8.5 16.0 9.0 4.2 ▲ 0.1 ▲ 1.0 ▲ 1.0 ▲ 0.9 ▲ 0.3 ▲ 0.5 ▲ 0.1 0.3
公 共 事 業 関 係 費 16.7 15.5 8.1 3.8 ▲ 3.9 ▲ 3.5 ▲ 3.6 ▲ 4.4 ▲ 3.5 ▲ 3.1 5.0 ▲ 18.3
その他の事項経費 － 16.9 4.8 0.5 1.0 2.9 ▲ 1.2 ▲ 1.8 1.4 ▲ 5.5 3.2 2.6



係
費
で
あ
り
、
平
成
二
二
年
度
で
は
歳
出
の
約
一
〇
％
で
あ
る
。
以
前
に
は
公
共
事
業
費
は
膨
張
を
続
け
て
い
た
が
、
近
年
に
な
る

と
減
少
し
て
い
る
。
社
会
保
障
費
と
公
共
事
業
関
係
費
に
つ
い
て
は
、
次
節
で
更
に
詳
し
く
検
討
す
る
。
文
教
お
よ
び
科
学
振
興
費

は
歳
出
の
一
〇
％
を
占
め
て
い
る
が
、
昭
和
年
代
と
比
較
す
る
と
比
率
、
伸
び
率
共
に
激
減
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
平
成
二
二
年
度

で
は
五
％
の
伸
び
率
で
あ
る
。

防
衛
費
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
図
表
２
で
み
る
と
一
般
歳
出
に
占
め
る
防
衛
費
の
割
合
は
、
昭
和
四
〇
年
以
降
、
約
一
〇
％
と
一

定
し
て
い
る
。
日
本
の
防
衛
費
は
、
昭
和
五
一
年
の
閣
議
決
定
で
防
衛
費
枠
は
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
一
％
以
内
と
決
定
さ
れ
た
（
三
木
内
閣
）。

昭
和
六
二
年
の
中
曽
根
内
閣
の
時
、
一
％
枠
は
撤
廃
さ
れ
て
総
額
明
示
方
式
に
転
換
し
た
が
、
防
衛
費
が
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
一
％
を
超
え

た
こ
と
は
な
い
。
総
務
省
統
計
局
の
「
世
界
の
統
計
二
〇
〇
八
」
に
よ
る
と
、
日
本
の
防
衛
費
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
は
〇
・
九
％
で
世
界

各
国
の
中
で
最
低
水
準
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ア
メ
リ
カ
は
四
％
、
イ
ギ
リ
ス
二
・
九
％
、
韓
国
二
・
七
％
、
ス
イ
ス
一
・
八
％
と

な
っ
て
い
る
。
諸
外
国
と
比
較
す
る
と
、
日
本
は
永
世
中
立
国
の
ス
イ
ス
よ
り
も
低
く
、
防
衛
費
の
重
圧
に
よ
る
財
政
圧
迫
か
ら
開

放
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
防
衛
費
の
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
が
先
進
国
並
み
の
水
準
に
な
れ
ば
、
日
本
の
財
政
は
瞬
時
に
し
て
破
綻
を
免
れ
な
い

だ
ろ
う
。

（
２
）
な
ぜ
社
会
保
障
関
係
費
が
増
加
す
る
か

社
会
保
障
関
係
費
は
金
額
、
比
率
、
伸
び
率
共
に
最
大
の
支
出
項
目
で
あ
っ
た
。
金
額
で
み
る
と
、
毎
年
、
税
収
の
如
何
に
か
か

わ
ら
ず
、
一
兆
円
強
ず
つ
増
加
し
て
い
る
。
比
率
、
伸
び
率
共
に
、
平
成
年
代
に
は
年
を
追
っ
て
増
加
し
て
い
る
。

社
会
保
障
関
係
費
と
は
介
護
・
福
祉
、
医
療
、
年
金
等
の
社
会
保
障
給
付
費
の
う
ち
政
府
負
担
の
財
政
支
出
で
あ
る
。
社
会
保
障

給
付
金
が
増
加
す
る
の
は
、
過
去
に
前
例
の
な
い
ス
ピ
ー
ド
で
少
子
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
日
本
の
少
子
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高
齢
化
の
ス
ピ
ー
ド
は
諸
外
国
で
も
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
。
社
会
保
障
給
付
金
の
財
源
は
主
と
し
て
地
方
税
、
国
税
、
社
会
保
険

料
だ
が
、
問
題
は
社
会
保
障
給
付
金
は
増
加
し
て
い
る
の
に
、
社
会
保
険
料
収
入
が
増
加
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。

具
体
的
に
数
字
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
昭
和
六
〇
年
度
、
平
成
七
年
度
、
平
成
一
五
年
度
、
平
成
二
二
年
度
を
比
較
す
る
と
、
社
会

保
障
給
費
は
三
四
兆
円
、
六
一
兆
円
、
八
四
兆
円
、
一
〇
六
兆
円
と
急
増
し
て
い
る
が
、
社
会
保
険
料
収
入
は
二
八
兆
円
、
五
一
兆

円
、
五
五
兆
円
、
五
九
兆
円
で
あ
り
、
給
付
金
の
急
増
に
対
し
て
保
険
料
収
入
が
対
応
し
て
い
な
い
。
保
険
料
収
入
の
停
滞
は
、
年

金
制
度
に
対
す
る
不
信
か
ら
年
金
積
立
金
の
不
払
い
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
に
も
よ
る
が
、
最
大
の
原
因
は
少
子
化
に
よ
る
保
険
料

負
担
人
口
の
減
少
で
あ
る
。
保
険
料
収
入
が
停
滞
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
齢
化
の
進
展
で
給
付
費
は
増
大
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
こ
の
差
額
は
地
方
税
と
国
税
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
、
こ
の
間
の
一
般
会
計
の
負
担
額
は
、
六
兆
円
、
一
四
兆
円
、
一
九
兆
円
、

二
七
兆
円
と
飛
躍
的
に
激
増
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

現
在
の
社
会
保
障
制
度
の
維
持
を
前
提
に
す
れ
ば
、
社
会
保
障
関
係
費
は
従
来
と
同
じ
ベ
ー
ス
で
増
加
し
て
い
く
。
社
会
保
障
関

係
費
の
増
加
は
不
可
避
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
３
）
公
共
事
業
関
係
費
は
国
際
水
準
と
比
較
す
る
と
高
水
準

公
共
事
業
関
係
費
は
、
前
掲
の
図
表
２
で
み
た
よ
う
に
、
金
額
・
比
率
・
伸
び
率
共
に
低
下
し
、
こ
と
に
近
年
は
伸
び
率
も
マ
イ

ナ
ス
と
な
っ
て
い
る
。
昭
和
の
時
代
に
公
共
事
業
関
係
費
が
社
会
保
障
関
係
費
を
上
回
る
時
期
も
あ
っ
た
。
平
成
時
代
に
な
る
と
公

共
事
業
費
は
相
対
的
に
低
下
し
て
い
く
が
、
こ
の
低
下
は
一
様
で
は
な
い
。

図
表
３
は
、
平
成
時
代
の
公
共
事
業
関
係
費
の
推
移
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
平
成
五
年
、
七
年
、
一
〇
年
に
は
当
初
予
算
を
上
回

る
補
正
予
算
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
平
成
一
〇
年
度
の
公
共
事
業
関
係
費
は
当
初
予
算
の
九
兆
円
か
ら
補
正
段
階
で
は
一
五

（7）
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図表３　公共事業費の推移
公共事業関係費の推移

一般政府の総固定資本形成（対ＧＤＰ比）の推移

（出典）日本は「国民経済計算」（内閣府）（年度ベース）、諸外国は「National Accounts 2008」
（OECD）（暦年ベース）

（出所）財務省「日本の財政関係資料」平成22年８月
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兆
円
と
な
っ
た
。
こ
の
時
期
、
公
共
事
業
関
係
費
が
膨
張
し
た
の
は
連
立
政
権
に
よ
る
政
局
の
不
安
定
化
と
バ
ブ
ル
崩
壊
の
対
応
策

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
大
型
公
共
予
算
が
編
成
さ
れ
、
無
条
件
の
予
算
要
求
が
容
認
さ
れ
、
加
え
て
公
共
事
業
一
律
三
五
％
予

算
要
求
拡
大
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
公
共
事
業
関
係
費
が
著
し
く
膨
張
し
た
。
近
年
、
公
共
事
業
費
は
縮
小
さ
れ
て
は
い
る
が
、

国
際
水
準
と
比
較
す
る
と
、
な
お
、
高
水
準
を
維
持
し
て
い
る
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
４
）
政
権
交
代
と
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

平
成
二
一
年
度
、
二
二
年
度
は
、
政
権
交
代
と
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
よ
り
、
一
般
歳
出
は
更
に
膨
張
し
て
い
る
。
子
供
手
当
、
農
業

の
戸
別
所
得
保
障
、
高
校
の
実
質
無
償
化
、
高
速
道
路
の
無
料
化
等
の
新
規
の
政
策
が
登
場
し
た
か
ら
で
あ
る
。
政
権
交
代
に
よ
っ

て
、
財
政
が
一
段
と
膨
張
を
続
け
て
い
る
。
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
が
変
更
さ
れ
な
い
限
り
、
財
政
膨
張
は
新
た
な
局
面
に
入
っ
た
と
言
わ

ざ
る
を
え
な
い
。

３
　
な
ぜ
税
収
入
は
減
少
を
続
け
て
い
る
か

（
１
）
相
次
ぐ
減
税
と
恒
久
的
減
税

一
般
会
計
の
歳
入
構
造
を
み
る
と
、
冒
頭
に
み
た
よ
う
に
、
税
収
入
の
減
少
が
平
成
時
代
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
税
収
入
が
減

少
し
た
一
つ
の
要
因
と
し
て
景
気
後
退
を
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
経
済
変
動
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
時

代
に
な
る
と
税
収
入
は
一
貫
し
て
減
少
を
続
け
て
い
る
。
こ
の
点
に
格
段
の
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
税
収
の
減
少
要
因
は
、
単

に
循
環
要
因
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
構
造
的
要
因
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
。

図
表
４
は
、
政
府
税
制
調
査
会
で
提
出
さ
れ
た
減
税
に
関
す
る
資
料
の
転
載
で
あ
る
（
石
弘
光
『
消
費
税
の
政
治
経
済
学
』
日
本
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経
済
新
聞
社
　
二
〇
〇
九
年
　
二
〇
二
頁
よ
り
引
用
）。
平
成
六
年
以
降
の
減
税
措
置
を
み
る
と
、
ま
ず
、
特
別
減
税
で
あ
る
。
個

人
所
得
に
対
す
る
特
別
減
税
は
平
成
六
年
、
平
成
七
年
、
平
成
一
〇
年
に
実
施
さ
れ
た
。
次
い
で
、
平
成
一
一
年
に
は
恒
久
的
減
税

が
実
施
さ
れ
た
。
個
人
所
得
に
対
し
て
は
最
高
税
率
の
引
き
下
げ
と
定
率
減
税
で
あ
る
。
法
人
に
対
し
て
は
、
基
本
税
率
の
引
き
下

げ
が
実
施
さ
れ
、
法
人
税
、
法
人
事
業
税
が
引
き
下
げ
ら
れ
、
実
効
税
率
は
四
六
・
三
六
％
か
ら
四
〇
・
八
五
％
に
引
き
下
げ
ら
れ

た
。
特
別
減
税
は
単
年
度
の
減
税
だ
が
、
恒
久
的
減
税
は
次
年
度
以
降
に
も
波
及
す
る
。
恒
久
的
減
税
は
そ
の
後
の
税
収
入
減
少
の

大
き
な
要
因
と
な
っ
た
。

（
２
）
累
進
税
率
の
フ
ラ
ッ
ト
化

所
得
税
及
び
資
産
課
税
の
累
進
税
率
も
大
幅
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
所
得
税
の
税
率
の
推
移
を
み
る
と
、
昭
和
六
二
年
に
は

住
民
税
と
合
わ
せ
た
最
高
税
率
は
七
八
％
で
あ
っ
た
が
、
平
成
元
年
に
は
六
五
％
、
平
成
一
一
年
に
は
五
〇
％
に
引
き
下
げ
ら
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
税
率
の
刻
み
数
は
一
二
、
五
、
四
と
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
刻
み
数
が
少
な
い
こ
と
は
高
額
所
得
者
に
有
利
で
あ

り
、
所
得
税
率
の
改
正
は
高
所
得
者
ほ
ど
有
利
な
税
率
構
造
と
な
っ
て
い
る
（
財
務
省
「
各
種
税
金
の
資
料
」
参
照
）。

資
産
課
税
率
に
つ
い
て
み
る
と
、
ま
ず
、
相
続
税
の
課
税
割
合
は
昭
和
六
三
年
の
改
正
で
七
・
九
％
か
ら
六
・
八
％
に
な
っ
た
。

更
に
、
平
成
四
年
度
の
改
正
、
平
成
六
年
度
の
改
正
、
平
成
一
五
年
度
の
改
正
に
よ
っ
て
、
六
％
か
ら
四
・
五
％
へ
、
更
に
四
・

二
％
に
軽
減
さ
れ
た
。
ま
た
、
税
率
構
造
も
そ
れ
ぞ
れ
一
三
段
階
か
ら
九
段
階
、
六
段
階
と
な
り
、
こ
こ
で
も
高
額
相
続
者
に
有
利

な
税
制
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
（
財
務
省
「
各
種
税
金
の
資
料
」
参
照
）。

贈
与
税
の
税
率
推
移
を
み
る
と
、
昭
和
六
三
年
に
は
一
一
・
六
％
で
あ
っ
た
が
、
平
成
五
年
に
は
九
・
一
％
、
平
成
一
四
年
に
は

五
・
五
％
と
な
っ
た
。
平
成
一
五
年
に
は
相
続
時
清
算
制
度
が
導
入
さ
れ
、
清
算
時
の
課
税
分
は
平
成
二
〇
年
で
二
％
と
な
っ
て
い

（10）



主
な
動
き

個
人
所
得
課
税

法
人
課
税

消
費
課
税

資
産
課
税
等

1994年
（
平
成
６
年
）

特
別
減
税
（
▲

5.5兆
円
）

・
相
続
税
の
減
税

・
固
定
資
産
税
評
価
の
均
衡

化
・
適
正
化
（
地
価
公
示
価

格
の
７
割
評
価
）

1995年
（
平
成
７
年
）

＋
特
別
減
税
（
▲

2.0兆
円
）

1996年
＋
特
別
減
税
（
▲

2.0兆
円
）

・
土
地
譲
渡
益
課
税
の
軽
減

1997年
（
平
成
９
年
）
（
財
政
構
造
改
革

法
成
立
）

・
負
担
水
準
の
均
衡
化
を
重
視

し
た
固
定
資
産
税
負
担
の
調

整
措
置
の
導
入

1998年
（
平
成

10年
）
（
財
政
構
造
改
革

法
凍
結
）

＋
特
別
減
税
（
▲

2.0兆
円
）

当
初
分
（
▲

2.0兆
円
）

追
加
分
（
▲

2.0兆
円
）

・
基
本
税
率
引
き
下
げ

（
法
人
税
　

37.5％
→

34.5％
）

（
法
人
事
業
税
　

12％
→

11％
）

（
実
効
税
率
　

49.98％
→

46.36％
）

・
課
税
ベ
ー
ス
の
適
正
化

・
地
価
税
の
課
税
停
止

・
土
地
譲
渡
益
課
税
の
軽
減

1999年
（
平
成

11年
）

・
消
費
税
（
国
分
）
の
福
祉
目
的

化
・
有
価
証
券
取
引
税
、
取
引
所

税
の
廃
止

2000年
2001年

・
企
業
組
織
再
編
成
に
係
る
税
制
の
整
備

図
表
４
　
平
成
６
年
以
降
の
特
別
減
税
と
恒
久
的
減
税

（
出
所
）
政
府
税
調
提
出
資
料
。

（
引
用
）
石
　
弘
光
『
消
費
税
の
政
治
経
済
学
』
日
本
経
済
新
聞
社
　

2009年
　

202頁

先
行
減
税
の
実
施（
▲

3.5兆
円
）

制
度
減
税

消
費
税
率
引
き
上
げ
等
の
実
施

地
方
消
費
税
の
実
施

個
人
所
得
課
税
（
▲

4.1兆
円
）

法
人
課
税
（
▲

2.5兆
円
）

・
最
高
税
率
引
き
下
げ

・
基
本
税
率
引
き
下
げ

（
65％

→
50％

）
（
法
人
税
　

34.5％
→

30％
）

・
定
率
減
税

（
法
人
事
業
税
　

11％
→

9.6％
）

（
実
効
税
率
　

46.36％
→

40.87％
）

恒
久
的
な
減
税

恒
久
的
な
減
税

法
人
税
改
革

税
制
改
革

消
費
税
率
引
き
上
げ
等
の
法
定

消
費
税
率
の
引
き
上
げ

（
３
％
→
４
％
）

中
小
特
例
措
置
縮
減
等

地
方
消
費
税
創
設
（
１
％
）

制
度
減
税
の
法
定

税
率
構
造
の
累
進
緩
和

課
税
最
低
限
の
引
き
上
げ

（11）



る
。
い
ず
れ
も
、
高
額
贈
与
を
受
け
る
側
に
と
っ
て
は
有
利
な
税
制
改
正
と
い
え
る
だ
ろ
う
（
財
務
省
「
各
種
税
金
の
資
料
」
参

照
」）。

平
成
時
代
に
入
っ
て
大
幅
な
税
制
改
正
が
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
、
所
得
税
や
資
産
課
税
の
累
進
税
率
が
著
し
く
フ
ラ
ッ
ト
化
し
た
。

同
時
に
、
課
税
額
の
刻
み
が
少
な
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
税
収
入
構
造
が
変
化
し
て
大
幅
な
税
収
減
と
な
っ
た
。
ま
た
、
刻
み
の

縮
小
に
よ
り
高
額
所
得
者
ほ
ど
有
利
な
税
制
上
の
扱
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

（
３
）
消
費
税
の
導
入
と
問
題
点

消
費
税
は
平
成
元
年
に
導
入
さ
れ
、
平
成
九
年
に
は
税
率
が
三
％
か
ら
五
％
へ
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
消
費
税
は
導
入
の
直
後
か
ら

様
々
の
問
題
を
内
包
し
て
い
る
。
ま
ず
、
導
入
の
経
緯
で
あ
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
消
費
税
は
減
税
と
ワ
ン
セ
ッ
ト
で
導
入
さ
れ

た
点
で
あ
る
。
石
弘
光
『
消
費
税
の
政
治
経
済
学
』
で
は
、
こ
の
間
の
経
緯
が
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
要
点
だ

け
を
紹
介
す
る
。
主
税
局
は
消
費
税
の
導
入
に
際
し
て
税
制
改
革
に
よ
る
増
減
収
額
試
算
を
行
っ
て
い
る
。
試
算
で
は
、
消
費
税
を

導
入
し
て
も
所
得
税
や
相
続
税
・
贈
与
税
、
法
人
税
の
減
税
を
行
え
ば
、
減
税
分
が
消
費
税
増
税
分
を
上
回
る
と
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
消
費
税
を
導
入
す
る
た
め
「
所
得
税
・
法
人
税
を
か
な
り
の
規
模
で
減
税
し
、
税
収
の
中
立
性
以
上
に
減
税
を
し
、
国
民
の

支
持
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
」
の
で
あ
る
（
石
弘
光
『
消
費
税
の
政
治
経
済
学
』
日
本
経
済
新
聞
社
　
二
〇
〇
九
年
　
一
六
四
、
一

六
五
頁
）。
こ
れ
で
は
、
何
の
た
め
の
消
費
税
導
入
か
、
全
く
理
解
で
き
な
い
。

次
に
、
日
本
の
消
費
税
は
諸
外
国
と
比
較
し
て
導
入
時
期
が
遅
い
だ
け
で
な
く
、
税
率
が
一
番
低
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
図
表
５

は
諸
外
国
の
付
加
価
値
税
率
の
推
移
を
み
た
も
の
だ
が
、
付
加
価
値
税
は
日
本
の
消
費
税
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
図
表
で
明
ら

か
な
よ
う
に
、
ま
ず
、
消
費
税
の
導
入
は
カ
ナ
ダ
と
並
ん
で
日
本
が
一
番
遅
い
。
次
に
、
日
本
の
税
率
は
諸
外
国
よ
り
低
く
、
カ
ナ

（12）
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図
表
５
　
諸
外
国
の
付
加
価
値
税
率
の
推
移

（
年
）

2010
2008

2006
2004

2002
2000

1998
1996

1994
1992

1990
1988

1986
1984

1982
1980

1978
1976

1974
1972

1970
1968
0 5 10 15 20 25
23.4623

20
20.63

23.46
23.46

21.51
20.25

17.65
18.6

17.5
18

19

25

20.620
19.6

16

19

15 17.5

17

18

15
15

12.5
11.11

1514
13

12

8

14
12.5

5
5

6

14

17.6

22

税
率

（
％
）

フ
ラ
ン
ス

1968年
導
入

20

イ
タ
リ
ア

1973年
導
入

12

イ
ギ
リ
ス

1973年
導
入

10

韓
国

1977年
導
入

10

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

1986年
導
入

10

カ
ナ
ダ

1991年
導
入

7
（
参
考
）

日
本

1989年
導
入

3

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

1969年
導
入

11.11

デ
ン
マ
ー
ク

1967年
導
入

10

ド
イ
ツ

1968年
導
入

10

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
　
25

（
2010年

１
月
現
在
）

デ
ン
マ
ー
ク
　
25

イ
タ
リ
ア
　
20

フ
ラ
ン
ス
　
19.6

ド
イ
ツ
　
19

イ
ギ
リ
ス
　
17.5

中
国
　
17

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
　
12.5

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
　
10

韓
国
　
10

カ
ナ
ダ
　
5

日
本
　
5

Ｅ
Ｃ
指
令
に
お
け
る

標
準
税
率
の
下
限

中
国

1994年
導
入

15

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

2000年
導
入

10

（
注
）

E
U
に
お
い
て
は
、

1992年
の

E
C
指
令
の
改
正
に
よ
り
、

1993年
以
降
付
加
価
値
税
の
標
準
税
率
を

15％
以
上
と
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。

（
出
所
）
財
務
省
「
各
種
税
金
の
資
料
」



ダ
と
並
ん
で
最
低
水
準
で
あ
る
。
諸
外
国
の
付
加
価
値
税
率
の
水
準
を
み
る
と
き
、
ま
た
、
日
本
よ
り
二
〇
年
以
上
前
に
導
入
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
み
る
と
き
、
付
加
価
値
税
が
税
収
入
の
太
宗
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
Ｅ
Ｕ
に
お
い
て
は
、
一
九
九
二
年
の

Ｅ
Ｃ
指
令
の
改
正
に
よ
り
、
一
九
九
三
年
以
降
付
加
価
値
税
の
標
準
税
率
を
一
五
％
以
上
と
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
た
。

問
題
点
は
、
さ
ら
に
、
消
費
税
と
選
挙
の
関
係
で
あ
る
。
消
費
税
引
き
上
げ
を
訴
え
た
政
党
は
選
挙
で
何
時
も
敗
れ
て
い
る
。
今

回
の
選
挙
で
も
、
民
主
党
は
唐
突
に
消
費
税
の
引
き
上
げ
を
持
ち
出
し
て
、
選
挙
で
大
敗
し
た
。
持
続
可
能
な
財
政
制
度
を
維
持
す

る
た
め
、
今
日
、
国
民
は
消
費
税
の
引
き
上
げ
を
承
認
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
今
回
の
選
挙
で
み
る
特
筆
す
べ
き
変
化
と
言
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
主
党
の
主
張
を
認
め
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。
税
体
系
の
全
体
を
見
直
す
作
業
を
せ
ず
、
消
費

税
増
税
だ
け
を
問
題
に
し
た
か
ら
、
国
民
の
信
頼
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
政
府
の
財
政
膨
張
政

策
と
税
制
改
革
に
対
す
る
国
民
の
根
強
い
不
信
感
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
歳
出
膨
張
と
減
税
政
策
が
招
い
た
政
府
債
務
の
膨
張

（
１
）
な
ぜ
政
府
債
務
は
急
膨
張
し
た
か

平
成
時
代
に
み
る
財
政
支
出
の
膨
張
は
、
ま
ず
、
社
会
保
障
関
係
費
の
膨
張
で
あ
っ
た
。
次
い
で
、
平
成
五
年
か
ら
ほ
ぼ
一
三
年

ま
で
の
公
共
事
業
費
の
驚
く
べ
き
増
額
で
あ
る
。
平
成
五
年
か
ら
ほ
ぼ
一
三
年
ま
で
の
間
、
公
共
事
業
費
の
補
正
予
算
は
当
初
予
算

を
大
幅
に
上
回
っ
た
。
平
成
二
一
年
度
・
二
二
年
度
に
は
政
権
交
代
と
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
に
よ
っ
て
財
政
支
出
は
更
に
膨
張
し
、
財
政

膨
張
は
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。

財
政
支
出
の
膨
張
と
対
照
的
に
税
収
入
は
減
少
を
続
け
て
い
る
。
重
ね
て
強
調
す
る
が
、
税
収
入
の
減
少
は
単
に
循
環
的
要
因
に

よ
る
だ
け
で
な
く
、
構
造
的
要
因
に
起
因
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
相
次
ぐ
特
別
減
税
と
恒
久
的
減
税
、
所
得
税
と
資
産
税
の
累
進

（14）



税
率
の
引
き
下
げ
で
あ
る
。
更
に
、
消
費
税
は
政
治
経
済
学
の
問
題
と
な
り
、
歳
出
構
造
と
歳
入
構
造
、
税
体
系
の
中
で
消
費
税
を

位
置
づ
け
る
議
論
が
全
く
な
さ
れ
て
い
な
い
。
今
日
、
消
費
税
の
引
き
上
げ
の
議
論
は
タ
ブ
ー
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

財
政
支
出
が
膨
張
し
、
租
税
収
入
が
減
少
す
れ
ば
、
不
足
す
る
財
源
は
国
債
発
行
で
調
達
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
日
本
の
政
府
債
務

が
短
期
間
で
世
界
最
悪
に
な
っ
た
根
本
原
因
は
、
財
政
支
出
拡
大
の
放
置
、
お
よ
び
、
税
収
入
を
確
保
す
る
努
力
を
放
棄
し
た
帰
結
、

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
今
日
、
財
源
調
達
問
題
を
棚
上
げ
に
し
、
消
費
税
の
引
き
上
げ
問
題
を
タ
ブ
ー
視
し
、
更
な
る
財

政
膨
張
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
政
府
債
務
の
膨
張
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
。
政
府
債
務
が
世
界
最
悪
に
な
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た

財
政
構
造
の
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る
。

（
２
）
財
務
省
の
「
国
債
残
高
の
増
加
要
因
」
分
析

財
務
省
は
本
年
八
月
、
国
債
残
高
の
増
加
要
因
を
分
析
し
た
興
味
あ
る
チ
ャ
ー
ト
を
公
表
し
た
。
こ
の
チ
ャ
ー
ト
が
図
表
６
で
あ

る
。
図
表
６
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
り
、
国
債
残
高
の
増
加
要
因
に
つ
い
て
数
字
を
あ
げ
て
具
体
的
に
検
討
し
て
み
た
い
。

平
成
二
年
度
か
ら
二
二
年
度
末
ま
で
の
公
債
残
高
増
加
額
は
四
七
一
兆
円
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
公
表
さ
れ
て
い
る
財
務
省

資
料
で
簡
単
に
算
出
で
き
る
。
ま
た
、
公
債
残
高
増
加
額
に
は
平
成
二
年
度
の
収
支
差
分
に
よ
る
影
響
、
そ
の
他
要
因
が
含
ま
れ
て

い
る
の
で
、
そ
れ
を
差
し
引
け
ば
純
増
額
が
算
出
で
き
る
。

公
債
残
高
増
加
額
＝
平
成
二
二
年
度
国
債
残
高

平
成
二
年
度
国
債
残
高
＝
六
三
七
兆
円

一
六
六
兆
円
＝
四
七
一
兆
円

純
増
額
＝
増
加
額

平
成
二
年
度
収
支
差
分

そ
の
他
要
因
＝
四
七
一
兆
円

五
七
兆
円

五
三
兆
円
＝
三
六
一
兆
円

（15）



こ
の
間
の
国
債
純

増
額
三
六
一
兆
円

は
、
平
成
二
年
度
を

基
準
に
し
た
各
年
の

歳
出
増
加
額
、
そ
れ

と
相
次
ぐ
減
税
に
よ

っ
て
税
収
入
が
減
少

し
た
分
の
和
で
計
算

で
き
る
。
前
者
の
歳

出
増
加
要
因
は
公
共

事
業
費
と
社
会
保
障

費
の
増
加
分
で
あ

る
。
税
収
減
は
景
気

低
迷
や
特
別
減
税
、

恒
久
的
減
税
、
累
進

税
率
の
フ
ラ
ッ
ト
化

に
よ
る
税
収
入
の
減

少
で
あ
る
。
財
務
省

（16）

図表６　国債残高の増加要因
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10.7 12.9 9.4
12.2

16.3 16.8 14.1
9.9 8.0 6.1

12.8

18.4 19.7

0.0 0.3
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
（年度）

（兆円）

1.5
1.0 1.0 0.6

7.1

1.72.7
6.7 6.3 5.8 5.4 4.1

6.1
6.0 5.0 3.9

2.2 2.4 1.3 1.5
0.9 0.4

1.5

0.0

1.3
1.9 2.1 3.1 3.6 3.9

4.2 7.5 6.2 7.8
8.2 8.2 9.0 10.0 10.6 11.2 12.6

0.1

18.7

17.3

0.5

0.7
0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
（年度）

（兆円）

平成２年度末から22年度末にかけての公債残高増加額：約471兆円

歳出の増加要因：＋約192兆円

税収等の減少要因：＋約169兆円

平成２年度の収支差分による影響：＋約57兆円

その他の要因（国鉄等債務承継など）：＋約53兆円

景気の低迷や累次の減税等による税収減

経済対策の実施時は増加、
近年は減少

高齢化等により一貫して増加

公共事業関係費（＋約62兆円）
社会保障関係費（＋約148兆円）

税収（＋約211兆円）

（注）平成21年度までは決算、22年度は当初予算による。
（出所）財務省「日本の財政関係資料」平成22年８月



の
チ
ャ
ー
ト
で
は
「
税
収
等
の
減
少
要
因
」
の
項
目
で
「
そ
の
他
収
入
」
を
図
示
し
て
い
る
が
、
図
表
６
で
は
煩
雑
に
な
る
た
め

「
そ
の
他
収
入
」
を
割
愛
し
て
い
る
。
な
お
、「
歳
出
の
増
加
要
因
」
の
項
目
で
も
、「
そ
の
他
歳
出
」
の
額
は
僅
少
の
た
め
割
愛
し
て

い
る
。純

増
加
額
内
訳
＝
歳
出
の
増
加
要
因
＋
税
収
減
＝
一
九
二
兆
円
＋
一
六
九
兆
円
＝
三
六
一
兆
円

歳
出
の
増
加
要
因
＝
公
共
事
業
費
増
加
分
＋
社
会
保
障
費
増
加
分

そ
の
他
歳
出
＝
約
六
二
兆
円
＋
約
一
四
八
兆
円

一
八
兆

円
＝
一
九
二
兆
円

税
収
減
＝（
景
気
低
迷
＋
特
別
減
税
と
恒
久
的
減
税
＋
累
進
税
率
の
フ
ラ
ッ
ト
化
）

そ
の
他
収
入
＝
二
一
一
兆
円

四
一
兆

円
＝
一
六
九
兆
円

財
務
省
の
分
析
が
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
税
制
改
革
に
よ
る
減
税
が
な
け
れ
ば
、
ま
た
、
公
共
事
業
費
の
増
加
を
抑
え
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
、
政
府
債
務
の
膨
張
は
避
け
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
言
え
ば
、
社
会
保
障
費
増
加
分
に
対
応
す
る
消
費
税

の
引
き
上
げ
が
あ
れ
ば
、
健
全
財
政
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

去
る
一
一
月
二
〇
日
の
ロ
ン
ド
ン
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
誌
は
「
未
知
の
領
域
に
踏
み
込
む
日
本
」
と
題
す
る
日
本
特
集
を
組
ん
だ
。
そ

し
て
、
少
子
高
齢
化
と
財
政
問
題
が
大
き
な
問
題
と
指
摘
し
て
い
る
。
改
め
て
現
在
の
財
政
構
造
を
分
析
し
、
歳
出
構
造
と
歳
入
構

造
の
特
徴
と
問
題
点
を
洗
い
出
し
、
こ
こ
で
の
問
題
点
を
広
く
共
有
す
る
こ
と
が
必
要
な
課
題
と
思
わ
れ
る
。

（
な
か
じ
ま
　
ま
さ
た
か
・
特
別
嘱
託
研
究
員
）

（17）
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１
　
は
じ
め
に

米
国
の
金
融
規
制
改
革
法
（financial-reform

bill

、D
odd-F

rank
W

allStreet
R

eform
and

Protection
A

ct

）
で
は
、
従
来

投
資
顧
問
業
（R

egistered
In

vestm
en

t
A

dviser

以
下
「
Ｒ
Ｉ
Ａ
」
と
い
う
）
に
の
み
適
用
さ
れ
て
き
た
受
託
者
責
任

（fiduciary
duty

）
を
登
録
外
務
員
（R

egistered
R

epresentative

以
下
「
Ｒ
Ｒ
」
と
い
う
）
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

前
号
で
は
、
米
国
で
証
券
リ
テ
ー
ル
の
担
当
者
の
う
ち
Ｒ
Ｒ
が
ア
ド
バ
イ
ス
を
提
供
し
た
場
合
、
証
券
業
務
に
付
随
す
る
ア
ド
バ

イ
ス
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
業
と
し
て
対
価
を
得
る
Ｒ
Ｉ
Ａ
の
業
務
の
境
目
が
明
確
で
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
ま
で
長
期
に
わ
た
る
議
論

が
展
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
。
二
〇
一
〇
年
七
月
の
金
融
規
制
改
革
法
に
よ
り
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
証
券
会
社
の
フ
ィ
ー
型
証
券
口
座
に
よ
る

投
資
勧
誘
規
制
に
受
託
者
責
任
の
導
入
に
至
っ
た
経
緯
や
背
景
、
米
国
の
証
券
リ
テ
ー
ル
の
担
い
手
で
あ
る
Ｒ
Ｉ
Ａ
と
Ｒ
Ｒ
に
つ
い

て
の
概
要
等
に
つ
い
て
述
べ
た
。

本
号
で
は
、
そ
の
後
、
Ｒ
Ｉ
Ａ
の
監
督
機
関
を
め
ぐ
っ
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
州
の
監
督
範
囲
や
自
主
規
制
機
関
は
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
（
金
融

取
引
業
規
制
機
構
）
が
適
当
な
の
か
に
つ
い
て
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
議
論
の
紹
介
と
こ
れ
ま
で
の
受
託
者
責
任

に
関
す
る
我
が
国
に
お
け
る
法
制
化
の
経
緯
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

Ｓ
Ｅ
Ｃ
、
登
録
外
務
員
（
Ｒ
Ｒ
）
に
受
託
者
責
任
（fiduciary

duty

）
を
適
用
（
２
）

坂
下
　
　
晃



２
　
Ｒ
Ｉ
Ａ
の
監
督
機
関
を
め
ぐ
る
最
近
の
議
論

二
〇
一
〇
年
七
月
に
金
融
規
制
改
革
法
が
成
立
し
た
後
、
こ
れ
ま
で
に
受
託
者
責
任
の
導
入
に
関
し
様
々
な
意
見
が
出
さ
れ
て
い

る
。
ブ
ロ
ー
カ
ー
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
中
に
は
Ｒ
Ｒ
に
対
す
る
受
託
者
責
任
の
適
用
に
つ
い
て
の
不
満
が
多
く
残
っ
て
い
る
。
ま
た
、

予
算
の
制
約
か
ら
く
る
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
州
の
管
轄
範
囲
の
問
題
や
、
前
号
で
触
れ
た
よ
う
に
Ｒ
Ｉ
Ａ
に
対
す
る
検
査
を
め
ぐ
っ
て
の
Ｆ
Ｉ

Ｎ
Ｒ
Ａ
と
の
歴
史
的
な
確
執
か
ら
く
る
自
主
規
制
機
関
に
対
す
る
不
満
や
反
対
意
見
が
多
い
の
で
、
そ
の
あ
た
り
を
中
心
に
見
て
み

る
こ
と
と
す
る
。

（
１
）
Ｒ
Ｒ
に
対
す
る
受
託
者
責
任
の
適
用
に
つ
い
て
反
対
す
る
意
見

Ｎ
Ａ
Ｉ
Ｆ
Ａ
（N

ationalA
ssociation

of
Insurance

and
F

inancialA
dvisors

全
米
保
険
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
協
会
）
は
、
こ
れ
ま
で
Ｒ
Ｒ
に
関
す
る
投
資
勧
誘
規
制
の
中
心
を
な
し
て
い
た
適
合
性
の
原
則
は
投
資
者
保
護
上
適
切
で
重

要
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
受
託
者
責
任
の
Ｒ
Ｒ
に
対
す
る
適
用
は
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
コ
ス
ト
の
上
昇
を
招
き
、
そ
れ
は
顧
客
に

転
嫁
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
意
見
表
明
を
し
た
。

Ｎ
Ａ
Ｉ
Ｆ
Ａ
は
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
Ｒ
Ｒ
が
金
融
商
品
を
販
売
し
、
手
数
料
収
入
を
得
る
こ
と
は
必
ず
し
も
受
託
者

責
任
に
違
反
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
金
融
商
品
販
売
に
受
託
者
責
任
の
適
用
は
必
要
で
は
な
い
と
Ｓ
Ｅ
Ｃ
を
批
判
し
て
い
る
。

（
２
）
Ｒ
Ｉ
Ａ
に
対
す
る
規
制
監
督
権
限
の
一
部
を
州
へ
移
管
す
る
こ
と
に
関
す
る
意
見

二
〇
一
〇
年
一
〇
月
コ
ロ
ラ
ド
州
デ
ン
バ
ー
市
で
開
催
さ
れ
た
Ｆ
Ｐ
協
会
（F

inancial
Planning

A
ssociation

）
の
年
次
総
会

に
お
い
て
、
規
制
機
関
が
〝
切
り
替
え
（Sw

itch

）〞
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

（19）



Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
二
〇
一
一
年
七
月
二
一
日
か
ら
こ
れ
ま
で
預
か
り
資
産
二
五
〇
〇
万
ド
ル
以
上
で
あ
っ
た
Ｒ
Ｉ
Ａ
の
監
督
範
囲
を
一

億
ド
ル
以
上
の
預
か
り
資
産
の
Ｒ
Ｉ
Ａ
と
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
現
在
の
登
録
Ｒ
Ｉ
Ａ
二
万
六
〇
〇
〇
人
の
う
ち
Ｓ
Ｅ

Ｃ
に
一
万
四
〇
〇
〇
人
が
、
州
に
一
万
二
〇
〇
〇
人
が
そ
れ
ぞ
れ
登
録
し
て
い
る
が
、
こ
の
改
革
に
よ
り
多
く
の
Ｒ
Ｉ
Ａ
が
Ｓ
Ｅ
Ｃ

か
ら
州
登
録
に
移
管
さ
れ
、
そ
の
結
果
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
七
三
〇
〇
人
の
Ｒ
Ｉ
Ａ
を
、
州
は
一
万
九
〇
〇
〇
人
の
Ｒ
Ｉ
Ａ
を
監
督
す
る
こ
と

に
な
る
（
１
）

。

（
３
）
Ｒ
Ｉ
Ａ
に
対
す
る
自
主
規
制
機
関
に
関
す
る
意
見

Ｆ
Ｐ
協
会
の
年
次
総
会
に
お
い
て
、
Ｒ
Ｉ
Ａ
に
対
す
る
自
主
規
制
機
関
の
設
置
、
と
り
わ
け
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
を
自
主
規
制
機
関
（
Ｓ

Ｒ
Ｏ
）
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
透
明
性
（transparency

）
の
欠
如
、
説
明
義
務
（accountability

）
の
不
足
、
Ｒ
Ｉ
Ａ
の
記
録
保

持
の
問
題
、
と
り
わ
け
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
は
Ｒ
Ｉ
Ａ
に
対
す
る
規
則
を
ブ
ロ
ー
カ
ー
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
モ
デ
ル
に
合
わ
せ
る
の
で
は
な
い

か
と
の
懸
念
や
反
対
意
見
が
相
次
い
だ
。

こ
れ
に
対
し
、
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
の
会
長
兼
チ
ー
フ
・
エ
ク
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ケ
ッ
チ
ャ
ム
（R

ichard
K

etchum

）
氏

は
、
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
は
こ
こ
数
か
月
間
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
と
Ｒ
Ｉ
Ａ
の
規
則
の
調
整
に
努
力
し
て
い
る
議
会
に
協
力
し
て

き
た
と
し
て
「
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
は
金
融
業
の
プ
ロ
の
Ｓ
Ｅ
Ｃ
へ
の
登
録
が
Ｒ
Ｒ
で
あ
る
か
Ｒ
Ｉ
Ａ
で
あ
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
Ｒ
Ｉ
Ａ

が
よ
り
良
い
投
資
家
保
護
を
行
う
よ
う
に
監
視
す
る
た
め
に
、
一
つ
も
し
く
は
複
数
の
独
立
機
関
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
自
主
規
制
機
関
と
し

て
指
名
す
る
こ
と
を
議
会
が
承
認
す
る
と
信
じ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
Ｒ
Ｉ
Ａ
に
は
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
は
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
よ
う
な
高
度
な
専
門
的
知
識
・
技
能

（expertise

）
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
特
に
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
の
諸
規
則
は
Ｒ
Ｉ
Ａ
ビ
ジ
ネ
ス
の
プ
リ
ン
シ
パ
ル
を
基
底
と
し
て
い
な

（20）



い
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
こ
れ
ま
で
六
〇
年
間
Ｒ
Ｉ
Ａ
を
監
督
し
て
き
て
お
り
監
督
の
基
盤
に
な
る
経
験
を
有
し
て
い
る
の
で
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
Ｒ

Ｉ
Ａ
の
単
独
の
監
督
機
関
と
し
て
今
後
も
留
ま
る
の
が
望
ま
し
い
と
し
た
意
見
が
あ
る
。

ま
た
、
金
融
規
制
改
革
法
は
Ｆ
Ｐ
に
対
し
て
よ
り
厳
し
い
規
制
を
要
求
し
て
い
る
が
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
ボ
ー
ド
（
２
）

は
、
Ｆ
Ｐ
の
能
力
と
倫
理

の
指
導
基
準
を
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
報
告
す
る
た
め
の
監
督
機
構
を
設
け
る
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

（
４
）
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
の
見
解

Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
Ｒ
Ｉ
Ａ
に
対
す
る
検
査
（exam

inations

）
は
一
〇
年
ご
と
に
実
施
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
長

年
に
わ
た
り
検
査
を
一
度
も
受
け
て
い
な
い
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
。
金
融
規
制
改
革
法
案
で
は
、
Ｒ
Ｉ
Ａ
に
対
す
る
検
査
を
よ
り
頻

繁
に
す
る
こ
と
と
、
一
つ
又
は
二
つ
の
自
主
規
制
機
関
が
Ｓ
Ｅ
Ｃ
検
査
を
補
完
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
調
査
書
に
織
り
込

む
よ
う
に
要
請
し
て
い
る
。

Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
の
ケ
ッ
チ
ャ
ム
会
長
は
、
金
融
規
制
改
革
法
に
よ
り
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
一
億
ド
ル
以
上
の
預
か
り
資
産
を
保
有
す
る
Ｒ
Ｉ

Ａ
を
管
轄
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
予
算
は
こ
れ
ま
で
の
一
二
億
ド
ル
か
ら
二
〇
一
一
年
は
倍
の
二
二
億
五
千
万
ド
ル
に

な
る
と
み
ら
れ
て
い
る
（
３
）

こ
と
か
ら
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
は
予
算
等
の
限
界
が
あ
り
、
一
つ
又
は
二
つ
の
自
主
規
制
機
関
が
こ
こ
数
年
の
Ｒ
Ｉ

Ａ
に
対
す
る
検
査
の
不
満
足
な
状
況
、
と
り
わ
け
検
査
回
数
を
改
善
す
る
た
め
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
監
督
の
下
で
Ｒ
Ｉ
Ａ
を
検
査
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
は
、
違
反
者
の
処
分
手
続
き
を
含
め
て
検
査
が
効
果
を
あ
げ
る
に
必
要
な
数
多
く
の
事
例
を
持
ち
合
わ
せ

て
い
る
。
ブ
ロ
ー
カ
ー
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
場
合
は
毎
年
、
半
数
以
上
が
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
の
検
査
を
受
け
て
い
る
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ

に
よ
る
Ｒ
Ｉ
Ａ
の
検
査
は
年
に
全
体
の
九
％
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
は
、
自
ら
が
Ｓ
Ｅ
Ｃ
検
査
を
補
完
す
る
用
意
が

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
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ケ
ッ
チ
ャ
ム
氏
は
、
さ
ら
に
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
は
ス
ピ
ー
デ
ィ
か
つ
効
率
的
に
監
督
す
る
実
用
的
で
規
模
を
抑
え
た
検
査
機
構
を
構
築

す
る
用
意
が
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
用
の
受
託
者
責
任
管
理
体
制
を
そ
の
ま
ま
Ｒ
Ｉ
Ａ
に
課
す
こ
と

は
適
切
で
は
な
く
公
益
に
そ
ぐ
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ト
・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
協
会
（Investm

ent
A

dviser
A

ssociation

）
は
、
Ｓ
Ｅ

Ｃ
が
最
も
適
切
な
Ｒ
Ｉ
Ａ
の
規
制
機
関
で
あ
り
、
自
主
規
制
機
関
で
は
な
く
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
適
切
な
検
査
を
効
果
的
に
実
施
で
き
る
よ
う

に
と
Ｓ
Ｅ
Ｃ
検
査
の
継
続
を
支
持
し
て
、
Ｒ
Ｉ
Ａ
を
対
象
と
す
る
自
主
規
制
機
関
の
設
置
に
つ
い
て
反
対
し
て
い
る
。
ま
た
、
検
査

回
数
に
つ
い
て
も
増
加
を
避
け
る
よ
う
に
と
主
張
し
て
い
る
（
４
）。

３
　
我
が
国
に
お
け
る
受
託
者
責
任
に
関
す
る
法
制
化
の
経
緯
と
現
状

神
田
教
授
は
、
い
わ
ゆ
る
「
受
託
者
責
任
」
は
、
金
融
ビ
ッ
グ
・
バ
ン
に
伴
う
規
制
緩
和
や
競
争
激
化
が
進
展
す
る
中
で
、
将
来

の
日
本
の
金
融
法
制
に
お
い
て
金
融
仲
介
業
者
（
金
融
サ
ー
ビ
ス
業
者
）
に
と
っ
て
基
本
と
な
る
べ
き
ル
ー
ル
の
重
要
な
柱
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
受
託
者
責
任
は
、
業
者
が
誰
で
は
な
く
、
何
が
行
わ
れ
る
か
に
応
じ
て
、
横
断
的
な
ル
ー
ル
と
し
て
存
在
す
る
必
要

が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
存
す
る
日
本
の
法
体
系
の
も
と
で
は
、
こ
の
受
託
者
責
任
の
存
否
や
具
体
的
な
内
容
が
必
ず
し
も
明
確
で
あ

る
と
は
い
え
な
い
（
５
）、

と
し
て
金
融
分
野
に
お
け
る
受
託
者
責
任
の
導
入
、
明
確
化
の
必
要
性
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
日
本
に
お
け
る

「
受
託
者
責
任
」
は
未
成
熟
と
い
う
か
未
発
達
で
、
不
明
確
な
点
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
（
６
）。

こ
れ
ま
で
、
我
が
国
の
受
託
者
責
任
に
関
す
る
法
制
で
は
、
民
法
に
お
け
る
委
任
契
約
の
受
任
者
の
善
管
注
意
義
務
の
規
定
以
外

に
は
信
託
法
で
注
意
義
務
、
忠
実
義
務
、
自
己
執
行
義
務
及
び
分
別
管
理
義
務
を
規
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
神
田
教
授
は

フ
ィ
デ
ュ
ー
シ
ャ
リ
ー
（fiduciary

）
と
は
、
信
託
（trust

）
に
お
け
る
受
託
者
（trustee

）
よ
り
も
広
い
概
念
で
あ
る
。
一
般
的
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に
い
え
ば
「
他
人
の
た
め
に
仕
事
を
す
る
者
」
で
あ
る
。
非
常
に
広
い
意
味
で
は
医
者
と
か
弁
護
士
と
か
も
す
べ
て
含
ま
れ
る
。
金

融
分
野
で
は
、
た
と
え
ば
金
融
資
産
を
運
用
す
る
立
場
に
あ
る
者
は
す
べ
て
フ
ィ
デ
ュ
ー
シ
ャ
リ
ー
に
含
ま
れ
る
。
ま
た
、
一
般
に

受
託
者
は
法
律
上
い
ろ
い
ろ
な
義
務
を
負
う
が
、
な
か
で
も
の
注
意
義
務
、
忠
実
義
務
、
自
己
執
行
義
務
、
分
別
管
理
義
務
の
四
つ

が
中
心
的
な
義
務
で
あ
り
、
も
っ
と
も
重
要
な（７
）義

務
（
８
）

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
最
近
で
は
、
一
般
に
受
託
者
責
任
と
は
、

英
米
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
他
者
の
信
任
を
得
て
一
定
範
囲
の
任
務
を
遂
行
す
べ
き
も
の
が
負
う
責
任
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ

は
、
誠
実
義
務
、
忠
実
義
務
、
善
管
注
意
義
務
、
分
別
管
理
義
務
、
自
己
執
行
義
務
等
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
９
）、

と
し
て
誠
実
義
務
を
加
え
る
意
見
が
多
い
。「
注
意
義
務
」
と
は
、
委
託
を
受
け
た
以
上
専
門
家
と
し
て
、
で
き
る
限
り
の
こ
と
を

全
力
で
尽
く
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
資
産
運
用
の
場
合
に
お
い
て
は
資
産
運
用
に
あ
た
っ
て
は
相
当
の
注
意
を
要
求
さ
れ
る
と
い

う
も
の
で
、
受
託
者
責
任
の
最
も
重
要
な
義
務
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、「
忠
実
義
務
」
は
、
単
に
利
益
相
反
を
起
こ
さ
な
い
義
務

で
は
な
く
、
利
益
相
反
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
状
況
に
「
自
ら
の
身
を
置
か
な
い
」
こ
と
が
本
質
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
（
10
）。

こ
れ
に

対
し
、「
誠
実
義
務
」
は
顧
客
の
最
大
の
利
益
を
図
る
た
め
、
誠
実
か
つ
公
正
に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
か

ら
は
適
合
性
の
原
則
や
商
品
説
明
義
務
が
導
か
れ
て
い
る
義
務
と
い
わ
れ
る
。

証
券
市
場
へ
の
受
託
者
責
任
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
七
年
投
資
信
託
法
で
忠
実
義
務
の
規
定
が
導
入
さ
れ
、
一
九
九
八
年

投
資
信
託
法
で
は
証
券
投
資
信
託
や
証
券
投
資
法
人
の
運
営
に
あ
た
っ
て
忠
実
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
投
信
法

で
は
こ
れ
に
加
え
て
、
新
た
に
善
管
注
意
義
務
も
課
せ
ら
れ
た
。
投
資
信
託
お
よ
び
投
資
法
人
で
は
、
従
来
規
定
さ
れ
て
い
た
忠
実

義
務
に
加
え
、
二
〇
〇
〇
年
の
改
正
で
、
善
管
注
意
義
務
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
受
託
者
責
任
の
規
定
が
幅
広
く
網
羅
さ
れ

た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
11
）。

こ
の
よ
う
に
、
我
が
国
証
券
市
場
で
は
、
ま
ず
、
顧
客
の
資
産
を
運
用
す
る
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人

に
対
し
て
当
然
と
い
え
ば
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
受
託
者
責
任
が
適
用
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
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証
券
取
引
法
に
注
意
義
務
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
証
券
監
督
者
国
際
機
構
（
Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
）
が
一
九
九
〇
年
一
一
月
、
サ
ン
チ
ャ

ゴ
総
会
に
お
い
て
、
七
つ
の
原
則
か
ら
な
る
行
為
規
範
原
則
を
採
択
し
た
こ
と
に
よ
る
。
行
為
規
範
と
は
、「
顧
客
利
益
の
保
護
及

び
市
場
の
健
全
性
の
目
的
を
も
っ
て
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
者
の
活
動
を
規
制
す
る
諸
原
則
」
で
あ
る
。

Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
が
国
際
的
な
レ
ベ
ル
で
の
行
為
規
制
を
明
ら
か
に
し
た
背
景
に
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
来
の
世
界
の
金
融
・
資
本
市

場
の
国
際
化
が
あ
る
。
規
制
対
象
と
な
る
仲
介
者
の
活
動
の
国
際
化
、
国
境
を
越
え
た
投
資
の
増
加
な
ど
の
問
題
に
直
面
し
て
い
た
。

そ
こ
で
、
市
場
及
び
業
者
の
健
全
性
を
確
保
し
、
投
資
者
の
信
頼
感
を
増
進
さ
せ
る
た
め
に
は
、
業
者
の
国
際
的
な
レ
ベ
ル
で
の
行

為
規
範
の
形
成
が
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
き
、
①
誠
実
・
公
正
、
②
注
意
、
③
能
力
、
④
顧
客
に
関
す
る
情
報
、
⑤
顧
客
に

対
す
る
情
報
、
⑥
利
益
相
反
、
⑦
順
守
の
七
項
目
の
原
則
に
よ
る
行
為
規
範
が
作
成
さ
れ
た
（
12
）。

我
が
国
で
は
、
一
九
九
一
年
六
月
の
証
券
取
引
審
議
会
報
告
「
証
券
監
督
者
国
際
機
構
（
Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
）
の
行
為
規
範
原
則
の
我

が
国
へ
の
適
用
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
業
者
規
制
の
国
際
的
調
和
を
図
っ
て
い
く
観
点
も
踏
ま
え
つ
つ
、
七
つ
の
原
則
の
観
点
か

ら
、
体
系
的
な
検
討
を
加
え
、
所
要
の
見
直
し
を
行
う
と
い
う
提
言
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
提
言
を
受
け
、
一
九
九
二
年
の
証
券
取
引

法
改
正
で
導
入
さ
れ
た
の
が
、
業
務
の
状
況
に
か
か
る
規
則
（
四
三
条
）
と
顧
客
に
対
す
る
誠
実
義
務
（
三
三
条
）
で
あ
る
。

二
〇
〇
五
年
一
二
月
の
金
融
審
議
会
金
融
分
科
会
第
一
部
会
報
告
で
は
、「『
投
資
サ
ー
ビ
ス
業
（
仮
称
）』
の
行
為
規
制
の
全
体
像
」

で
、「
行
為
規
制
に
つ
い
て
は
『
中
間
整
理
』
を
踏
ま
え
、
証
券
取
引
法
及
び
証
券
投
資
顧
問
業
法
に
お
け
る
規
制
を
基
本
と
し
つ

つ
、
対
象
と
な
る
投
資
商
品
を
規
制
す
る
既
存
の
規
制
な
ど
を
勘
案
の
上
、
受
託
者
責
任
及
び
こ
れ
を
具
体
化
し
た
義
務
の
履
行
が

販
売
・
勧
誘
、
資
産
運
用
・
助
言
、
資
産
管
理
と
い
っ
た
各
業
務
に
お
い
て
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
機
能
別
・
横
断
的
に
整
理
す
る
こ

と
が
適
当
と
考
え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
を
受
け
て
、
金
融
商
品
取
引
法
で
は
、
受
託
者
責
任
の
理
念
や
こ
れ
を
受
け
た
具
体
的
な
規
定
が
整
備
さ
れ
た
。「
金
融
商
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品
取
引
業
者
並
び
に
そ
の
役
員
及
び
使
用
人
は
、
顧
客
に
対
し
て
誠
実
か
つ
公
正
に
、
そ
の
業
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
三
六
条
）
と
顧
客
に
対
す
る
誠
実
義
務
を
規
定
し
た
。
金
融
商
品
取
引
業
者
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
役
員
及
び
使
用
人
に
つ
い
て
も

規
制
の
対
象
と
し
て
い
る
。
誠
実
公
正
義
務
は
、
金
融
商
品
取
引
業
者
並
び
に
そ
の
役
員
及
び
使
用
人
が
共
通
に
課
せ
ら
れ
る
基
本

的
な
義
務
で
あ
り
、
単
な
る
訓
示
規
定
で
は
な
く
、
法
定
義
務
で
あ
る
か
ら
違
反
が
あ
れ
ば
法
令
違
反
と
な
り
、
行
政
処
分
の
対
象

に
な
る
（
13
）。

金
融
商
品
取
引
法
で
は
、
受
託
者
責
任
を
基
本
原
則
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
れ
を
具
体
化
し
た
も
の
を
各
個
別
の
行
為
規
制
と
し

て
位
置
付
け
た
。
さ
ら
に
一
部
の
金
融
商
品
取
引
業
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
は
特
則
を
設
け
て
い
る
こ
と
か
ら
（
14
）、

金
融
商
品
取
引

業
者
全
体
に
対
す
る
受
託
者
と
し
て
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
顧
客
に
対
す
る
誠
実
義
務
（
三
六
条
）
が
適
用
さ
れ
る
。

投
資
助
言
業
務
に
つ
い
て
、
金
融
商
品
取
引
法
で
は
、
有
価
証
券
の
価
値
等
ま
た
は
金
融
商
品
の
価
値
等
の
分
析
に
基
づ
く
投
資

判
断
に
関
し
、
助
言
を
行
う
こ
と
を
約
し
、
相
手
方
が
そ
れ
に
対
し
報
酬
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
契
約
（
投
資
顧
問
契
約
）
を
締

結
し
、
当
該
契
約
に
基
づ
き
助
言
を
業
と
し
て
行
う
こ
と
（
二
条
八
項
一
一
号
）
を
投
資
助
言
業
務
と
い
う
（
二
八
条
六
項
）
と
規

定
し
て
い
る
。

投
資
顧
問
契
約
と
は
、
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
に
対
し
て
、
有
価
証
券
の
価
値
等
に
関
し
、
ま
た
は
金
融
商
品
の
価
値
等
の
分

析
に
基
づ
く
投
資
判
断
に
関
し
、
口
頭
、
文
書
（
新
聞
、
雑
誌
、
書
籍
そ
の
他
不
特
定
多
数
の
者
に
販
売
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

発
行
さ
れ
る
も
の
で
、
不
特
定
多
数
の
者
に
よ
り
随
時
に
購
入
可
能
な
も
の
を
除
く
）
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
助
言
を
行
う
こ
と
を

約
し
、
相
手
方
が
そ
れ
に
対
し
報
酬
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
契
約
で
あ
る
。
投
資
一
任
契
約
と
異
な
り
、
投
資
判
断
自
体
は
助
言

を
受
け
た
者
が
行
う
。

有
価
証
券
の
価
値
、
有
価
証
券
関
連
オ
プ
シ
ョ
ン
の
対
価
の
額
又
は
有
価
証
券
指
標
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
当
該
価
値
に
関
す
る
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助
言
が
あ
れ
ば
投
資
顧
問
契
約
に
該
当
し
（
二
条
八
項
一
一
号
イ
）、
金
融
商
品
の
価
値
等
（
金
融
商
品
の
価
値
等
、
オ
プ
シ
ョ
ン

の
対
価
の
額
又
は
金
融
指
標
の
動
向
）
の
分
析
に
基
づ
く
投
資
判
断
（
投
資
の
対
象
と
な
る
有
価
証
券
の
種
類
、
銘
柄
、
数
及
び
価

格
並
び
に
売
買
の
別
、
方
法
及
び
時
期
に
つ
い
て
の
判
断
）
が
投
資
顧
問
契
約
の
助
言
内
容
に
な
る
（
同
号
ロ
）。

こ
の
よ
う
に
投
資
助
言
業
務
は
、
顧
客
と
投
資
助
言
業
者
と
の
間
で
投
資
顧
問
契
約
を
締
結
し
、
そ
の
契
約
内
容
に
し
た
が
っ
て

投
資
助
言
を
行
う
が
、
そ
れ
に
基
づ
く
実
際
の
投
資
判
断
と
有
価
証
券
の
売
買
・
発
注
は
顧
客
が
判
断
し
て
行
う
。
ま
た
、
顧
客
は

こ
の
投
資
助
言
に
対
し
て
投
資
助
言
料
を
支
払
う
。
無
償
の
投
資
助
言
に
つ
い
て
は
投
資
顧
問
業
規
制
の
対
象
と
な
ら
な
い
。
投
資

助
言
業
者
等
に
対
し
て
は
忠
実
義
務
（
四
一
条
一
項
）。
善
管
注
意
義
務
（
四
一
条
二
項
）
を
規
定
し
て
い
る
が
、
自
己
執
行
義
務

に
つ
い
て
は
売
買
・
発
注
は
顧
客
自
ら
が
行
う
こ
と
か
ら
適
用
さ
れ
な
い
。
分
別
管
理
業
務
に
つ
い
て
も
同
様
の
理
由
か
ら
適
用
さ

れ
な
い
（
金
融
商
品
取
引
業
者
は
四
三
条
の
二
項
に
よ
り
分
別
管
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。
ま
た
、
誠
実
義
務
に
つ
い
て

は
前
述
の
よ
う
に
、
金
融
商
品
取
引
業
者
及
び
そ
の
役
職
員
全
体
に
規
制
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
金
融
商
品
取
引
法
は
投

資
助
言
業
務
に
受
託
者
責
任
を
適
用
し
て
い
る
。

４
　
結
び
に
か
え
て

前
号
で
も
触
れ
た
が
、「
受
託
者
責
任
」
に
つ
い
て
は
、
受
託
者
た
る
も
の
は
そ
の
道
の
深
い
知
見
を
有
す
る
こ
と
が
前
提
と
な

っ
て
お
り
、
特
に
金
融
に
関
係
す
る
業
務
の
中
で
は
中
心
的
な
課
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
米
国
で
は
金
融
規
制
改
革
法
に
よ
り
進
展

す
る
こ
と
に
な
る
が
、
今
後
、
米
国
に
と
ど
ま
ら
ず
に
近
年
進
展
が
著
し
い
金
融
資
本
市
場
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
、
そ
れ
に
あ
わ
せ

て
市
場
を
規
制
す
る
諸
制
度
が
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
調
和
す
る
方
向
に
一
層
の
ス
ピ
ー
ド
を
も
っ
て
変
化
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。
受
託
者
責
任
が
、
米
国
証
券
市
場
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
し
て
い
る
中
に
お
い
て
我
が
国
を
含
め

（26）



て
ど
の
よ
う
な
波
及
を
及
ぼ
す
の
か
、
二
〇
一
一
年
一
月
に
Ｓ
Ｅ
Ｃ
が
提
出
す
る
規
則
案
は
言
う
に
及
ば
ず
、
米
国
に
お
け
る
今
後

の
展
開
に
深
く
留
意
し
て
お
く
べ
き
と
み
ら
れ
る
。

我
が
国
に
お
い
て
も
「
貯
蓄
か
ら
投
資
へ
」
の
動
き
が
進
展
す
れ
ば
、
資
産
管
理
営
業
が
根
付
こ
と
が
期
待
で
き
、
フ
ァ
イ
ナ
ン

シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
や
投
資
顧
問
業
が
大
き
な
役
割
を
演
ず
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
に
は
「
受
託
者
責
任
」
の
重
要
性
が
よ
り

認
識
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
実
効
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

受
託
者
責
任
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
法
律
的
な
義
務
に
つ
い
て
の
整
理
や
米
国
の
受
託
者
責
任
と
の
比
較
等
に
つ
い
て
多
く
の

研
究
課
題
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
、
各
位
に
よ
る
ご
叱
責
と
ご
教
示
を
お
願
い
し
た
い
。

（
注
）

（
１
）

「F
inancialadvisers,brokers

in
fiduciary-study

rum
ble

」Investm
entN

ew
s

二
〇
一
〇
年
八
月
二
二
日
。

（
２
）

Ｃ
Ｆ
Ｐ
資
格
認
定
制
度
の
確
立
や
、
Ｃ
Ｆ
Ｐ
商
標
の
保
護
・
普
及
を
行
う
目
的
で
一
九
八
五
年
に
設
立
さ
れ
た
。

（
３
）

「F
inancialadvisers,brokers

in
fiduciary-study

rum
ble

」Investm
entN

ew
s

二
〇
一
〇
年
一
〇
月
一
一
日
。

（
４
）

「Self-R
egulator

R
eady

to
Step

U
p

on
Investm

entA
dvisers

」T
he

W
allStreetJournal

二
〇
一
〇
年
一
一
月
八
日
。

（
５
）

神
田
秀
樹
「
い
わ
ゆ
る
受
託
者
責
任
に
つ
い
て：

金
融
サ
ー
ビ
ス
法
へ
の
構
想
」『
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
レ
ビ
ュ
ー
』
財
務
省
財
務
総
合
政

策
研
究
所
　M

arch-2001

、
九
八
頁
。

（
６
）

神
田
　
前
掲
書
　
一
〇
〇
頁
。

（
７
）

神
田
　
前
掲
書
　
九
八
、
九
九
頁
。

（
８
）

樋
口
範
雄
教
授
は
、
受
託
者
責
任
は
注
意
義
務
、
忠
実
義
務
及
び
説
明
義
務
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
し
て
い
る
（『
投
資
信
託
事
情
』
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一
九
九
九
年
一
一
月
号
、
一
〇
頁
）。

（
９
）

野
村
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
株
）
編
著
『
投
資
信
託
の
法
務
と
実
務
』
第
四
版
、
二
七
頁
、
金
融
財
政
事
情
研
究
会
　
二
〇
〇
八
年
。

（
10
）

河
村
賢
治
、
西
山
　
寛
、
村
岡
佳
紀
『
投
資
顧
問
業
の
法
務
と
実
務
』
二
〇
〇
六
年
　
三
五
頁
　
金
融
財
政
事
情
研
究
会
。

（
11
）

野
村
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
株
）

前
掲
書
二
七
頁
。

（
12
）

1990
IO

SC
O

"W
O

R
K

IN
G

PA
R

T
Y

N
o.8

T
H

E
T

E
C

H
N

IC
A

L
C

O
M

M
IT

T
E

E
O

F
IN

T
E

R
N

A
T

IO
N

A
L

O
R

G
A

N
IZA

T
IO

N
O

F

SE
C

U
R

IT
IE

S
C

O
M

M
ISSIO

N
S-IN

T
E

R
N

A
T

IO
N

A
L

C
O

N
D

U
C

T
O

F
B

U
SIN

E
SS

PR
IN

C
IPA

LS".

（
13
）

神
田
秀
樹
、
黒
沼
悦
郎
、
松
尾
直
彦
、
田
中
　
浩
「
座
談
会
　
新
し
い
投
資
サ
ー
ビ
ス
法
制
」『
商
事
法
務
』
Ｎ
ｏ．

一
七
七
四
　
二
八
頁

二
〇
〇
六
年
八
月
。

（
14
）

神
田
、
黒
沼
、
松
尾
、
田
中
　
前
掲
書
　
二
八
頁
。

参
考
文
献

・
河
村
賢
治
、
西
山
　
寛
、
村
岡
佳
紀
『
投
資
顧
問
業
の
法
務
と
実
務
』
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
〇
六
年

・
野
村
ア
セ
ッ
ト
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
株
）『
投
資
信
託
の
法
務
と
実
務
第
四
版
』
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
〇
八
年

・
金
融
審
議
会
金
融
分
科
会
第
一
部
会
報
告
「
投
資
サ
ー
ビ
ス
法
（
仮
称
）
に
向
け
て
」
二
〇
〇
五
年

・
神
田
秀
樹
「
い
わ
ゆ
る
受
託
者
責
任
に
つ
い
て：

金
融
サ
ー
ビ
ス
法
へ
の
構
想
」『
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
レ
ビ
ュ
ー
』

M
arch-2001

財
務
省
財
務
総
合
政
策
研
究
所

・
（
社
）
日
本
証
券
投
資
顧
問
業
協
会
　
投
資
顧
問
業
法
研
究
会
「
投
資
サ
ー
ビ
ス
法
（
仮
称
）
に
向
け
て
の
提
言
〜
―
資
産
運
用
の
見
地
か
ら
〜
」

（
社
）
日
本
投
資
顧
問
業
協
会
　
二
〇
〇
六
年
一
月
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・
（
社
）
日
本
証
券
投
資
顧
問
業
協
会
　
投
資
顧
問
業
者
の
注
意
義
務
研
究
会
「
投
資
顧
問
業
者
の
注
意
義
務
に
つ
い
て
」（
社
）
日
本
投
資
顧
問
業

協
会
　
二
〇
〇
一
年
九
月

・
（
社
）
日
本
証
券
投
資
顧
問
業
協
会
「
米
国
の
証
券
業
者
の
行
う
投
資
ア
ド
バ
イ
ス
提
供
が
投
資
顧
問
業
法
適
用
除
外
と
な
る
範
囲
に
つ
い
て
」

二
〇
〇
五
年
四
月
　
（
社
）
日
本
証
券
投
資
顧
問
業
協
会

・
河
本
一
郎
、
大
武
泰
南
『
金
融
商
品
取
引
法
読
本
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年

・
岸
田
雅
雄
監
修
『
注
釈
金
融
商
品
取
引
法
』
第
二
巻
　
金
融
財
政
事
情
研
究
会
、
二
〇
〇
九
年

・
野
村
資
本
市
場
研
究
所
編
『
総
解
説
　
米
国
の
投
資
信
託
』
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年

・
証
券
取
引
審
議
会
報
告
「
証
券
監
督
者
国
際
機
構
（
Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
）
の
行
為
規
範
原
則
の
我
が
国
へ
の
適
用
に
つ
い
て
」（
財
）
資
本
市
場
研
究
会

一
九
九
一
年

（
さ
か
し
た
　
あ
き
ら
・
客
員
研
究
員
）

（29）



（30）

は
じ
め
に

近
年
、
農
林
業
へ
の
注
目
が
高
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
資
源
価
格
の
急
騰
が
世
界
的
な
注
目
を
浴
び
た
よ
う
に
、
世

界
的
な
穀
物
・
資
源
不
足
に
対
す
る
危
機
感
の
高
ま
り
が
あ
る
。
特
に
、
日
本
は
先
進
諸
国
の
中
で
も
、
食
料
自
給
率
が
低
い
た
め
、

今
後
安
定
的
な
食
料
供
給
に
大
き
な
影
響
が
生
じ
る
こ
と
も
懸
念
さ
れ
る
。
ま
た
、
国
内
で
は
、
食
の
安
全
性
に
対
す
る
懸
念
が
広

が
っ
て
お
り
、
安
全
・
安
心
な
食
品
へ
の
注
目
は
高
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
地
域
再
生
の
観
点
か
ら
も
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
へ
の
注
目

は
高
ま
っ
て
い
る
。
農
業
は
単
に
食
料
を
生
産
す
る
だ
け
で
な
く
、
環
境
保
全
や
国
土
保
全
の
面
で
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
、
地

域
再
生
に
取
り
組
む
上
で
不
可
欠
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
変
化
を
背
景
に
、
異
業
種
か
ら
の
農
業
参
入
も
相
次
い
で
い
る
（
１
）。

例
え
ば
、
二
〇
〇
二
年
に
、
ワ
タ
ミ
が
ワ
タ
ミ
フ

ァ
ー
ム
を
設
立
し
、
各
地
で
農
場
経
営
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、
二
〇
〇
三
年
に
は
阪
急
百
貨
店
（
現
、
阪
急
阪
神

百
貨
店
）
も
農
業
生
産
法
人
を
立
ち
上
げ
、
泉
南
市
で
有
機
野
菜
の
生
産
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
ま
た
、
イ
ト
ー
ヨ
ー
カ
堂
や
イ
オ

ン
も
、
農
業
生
産
法
人
を
設
立
し
、
露
地
で
野
菜
類
の
生
産
を
開
始
し
、
吉
野
家
も
農
業
生
産
法
人
を
設
立
し
、
牛
丼
用
の
玉
ね
ぎ

の
生
産
を
開
始
し
た
。
豊
田
通
商
は
、
大
手
商
社
で
初
め
て
農
業
生
産
に
参
入
し
、
宮
城
県
で
農
業
生
産
法
人
を
設
立
し
、
露
地
で

パ
プ
リ
カ
を
生
産
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
最
近
で
は
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
、
中
電
工
な
ど
も
農
業
参
入
し
て
い
る
。
こ
れ
以
外
に
も
、
各

種
メ
ー
カ
ー
が
、
植
物
工
場
を
設
立
す
る
事
例
も
相
次
い
で
い
る
。

農
林
業
再
生
と
金
融
機
関
・
投
資
フ
ァ
ン
ド

松
尾
　
順
介



他
方
、
銀
行
・
証
券
会
社
や
投
資
フ
ァ
ン
ド
な
ど
に
よ
る
農
林
業
再
生
へ
の
取
り
組
み
も
始
ま
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
野
村
グ
ル

ー
プ
は
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
、
農
業
専
門
会
社
を
立
ち
上
げ
、
地
域
経
済
再
生
の
観
点
か
ら
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
へ
の
取
り
組
み
を
開

始
し
た
。
ま
た
、
地
方
銀
行
の
中
で
は
、
北
洋
銀
行
や
愛
媛
銀
行
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、
す
で
に
農
業
フ
ァ
ン
ド
を
立
ち
上
げ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
民
間
の
フ
ァ
ン
ド
と
し
て
は
、
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
ズ
や
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
・
イ
ン
ベ
ス
タ
ー
な
ど

が
、
農
業
フ
ァ
ン
ド
や
森
林
フ
ァ
ン
ド
を
立
ち
上
げ
、
一
般
の
個
人
投
資
家
か
ら
出
資
を
集
め
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
紹
介
し
た
上
で
、
農
林
業
再
生
に
お
け
る
金
融
機
関
の
役
割
を
考
察
す
る
。

１
　
農
業
フ
ァ
ン
ド

農
業
に
関
連
す
る
フ
ァ
ン
ド
を
概
観
す
る
と
、
以
下
の
農
業
フ
ァ
ン
ド
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
投
資
育
成
株
式
会
社
の
農
業
フ
ァ
ン
ド

ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
投
資
育
成
株
式
会
社
は
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
に
設
立
（
資
本
金
約
四
〇
億
円
）
さ
れ
、
株
主
は
、
日
本
政
策

金
融
公
庫
（
四
九
・
八
八
％
）、
農
林
中
央
金
庫
（
一
九
・
九
八
％
）、
全
国
農
業
協
同
組
合
連
合
会
（
一
五
・
〇
六
％
）、
全
国
共
済

農
業
協
同
組
合
連
合
会
（
一
五
・
〇
六
％
）、
全
国
農
業
協
同
組
合
中
央
会
（
〇
・
〇
二
％
）
と
な
っ
て
い
る
。
主
た
る
事
業
内
容

は
、
①
農
業
法
人
へ
の
投
資
育
成
業
、
②
農
林
水
産
業
に
関
連
す
る
企
業
へ
の
投
資
育
成
業
、
③
投
資
先
へ
の
経
営
コ
ン
サ
ル
タ
ン

ト
業
、
で
あ
る
。
同
社
の
投
資
実
績
は
、
二
〇
〇
二
年
度
か
ら
二
〇
〇
九
年
度
ま
で
の
八
年
間
で
、
六
一
件
、
一
七
億
三
五
〇
〇
万

円
と
な
っ
て
お
り
、
一
件
平
均
二
八
四
四
万
円
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
出
資
は
、
主
に
設
備
投
資
や
運
転
資
金
へ
の
充
当
お
よ

び
財
務
安
定
化
を
支
援
す
る
も
の
で
あ
る
。
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（
２
）
地
方
銀
行
の
農
業
フ
ァ
ン
ド

地
方
銀
行
の
農
業
フ
ァ
ン
ド
設
立
の
動
き
も
広
が
っ
て
お
り
、
主
な
も
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
北
洋
銀
行
の
「
農
業
者
関
連
事
業
者
向
け
の
出
資
フ
ァ
ン
ド
」（
二
〇
〇
六
年
六
月
）
は
、
総
額
一
億
円
で
、
投
資
対
象

は
、
農
産
物
の
加
工
・
流
通
会
社
、
農
機
具
・
肥
料
関
係
（
農
地
法
に
よ
る
規
制
で
、
農
業
生
産
法
人
は
対
象
外
）
と
し
て
お
り
、

一
社
当
た
り
一
〇
〇
〇
万
円
以
内
の
投
資
を
行
っ
て
い
る
。
投
資
実
績
と
し
て
は
、「
エ
バ
ー
ウ
イ
ン
」（
肥
料
製
造
販
売
）
が
あ
り
、

同
社
は
食
品
製
造
会
社
か
ら
出
る
食
品
残
さ
や
家
畜
農
家
の
糞
尿
を
集
め
て
有
機
肥
料
や
堆
肥
に
リ
サ
イ
ク
ル
す
る
事
業
を
行
っ
て

い
る
（
２
）。

次
に
、
愛
媛
銀
行
「
え
ひ
め
ガ
イ
ヤ
フ
ァ
ン
ド
」（
二
〇
〇
六
年
一
一
月
）
は
、
県
内
の
農
林
水
産
業
関
連
企
業
向
け
の
フ
ァ
ン

ド
で
あ
り
、
投
資
総
額
五
億
円
規
模
、
運
用
期
間
は
、
二
〇
一
五
年
末
（
二
年
の
延
長
あ
り
）
ま
で
と
さ
れ
て
お
り
、
投
資
額
は
一

社
当
た
り
五
〇
〇
万
円
〜
三
〇
〇
〇
万
円
程
度
、
最
高
五
〇
〇
〇
万
円
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
出
資
は
、
愛
媛
銀
行
、
中
小
企
業
基

盤
整
備
機
構
、
日
立
キ
ャ
ピ
タ
ル
な
ど
で
あ
る
。
な
お
、
二
〇
〇
八
年
八
月
一
日
現
在
の
投
資
先
は
一
一
先
、
二
億
四
七
〇
〇
万
円

の
投
資
額
と
な
っ
て
い
る
（
３
）。

ま
た
、
同
フ
ァ
ン
ド
の
投
資
第
一
号
は
、
み
か
ん
職
人
武
田
屋
、
活
媛
で
あ
り
、
前
者
は
か
ん
き
つ
類

を
有
機
低
農
薬
で
栽
培
し
、
個
人
宅
配
な
ど
直
販
を
行
っ
て
い
る
農
業
生
産
法
人
で
あ
り
、
後
者
は
ア
ナ
ゴ
を
養
殖
・
販
売
す
る
ほ

か
、
加
工
販
売
も
手
掛
け
て
い
る
（
４
）。

第
三
に
、
鹿
児
島
銀
行
は
、
投
資
会
社
ド
ー
ガ
ン
・
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ツ
お
よ
び
鹿
児
島
県
下
の
企
業
六
社
と
提
携
し
、「
ア
グ

リ
ク
ラ
ス
タ
ー
フ
ァ
ン
ド
」（
二
〇
〇
八
年
八
月
）
を
立
ち
上
げ
て
い
る
。
フ
ァ
ン
ド
の
総
額
は
七
億
円
、
運
営
は
ド
ー
ガ
ン
・
イ

ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ツ
が
行
い
、
鹿
児
島
県
、
宮
崎
県
、
熊
本
県
を
中
心
と
し
た
農
業
生
産
法
人
や
中
小
企
業
に
投
資
す
る
（
５
）。

二
〇
〇
九

年
九
月
時
点
で
、
合
計
五
件
の
投
資
を
行
っ
て
い
る
。
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最
後
に
、
宮
崎
銀
行
・
宮
崎
太
陽
銀
行
、
高
鍋
信
用
金
庫
、
都
城
信
用
金
庫
、
延
岡
信
用
金
庫
は
、
県
下
の
メ
ー
カ
ー
な
ど
と
提

携
し
、「
宮
崎
ネ
オ
ア
グ
リ
フ
ァ
ン
ド
」（
二
〇
〇
九
年
七
月
）
を
設
立
し
て
い
る
（
６
）。

同
フ
ァ
ン
ド
の
無
限
責
任
組
合
員
は
、
宮
銀
ベ

ン
チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル
で
あ
り
、
宮
崎
県
下
の
農
業
法
人
、
食
品
加
工
（
製
造
）
業
、
食
品
流
通
（
販
売
）
業
に
投
資
す
る
。
一
社

当
た
り
の
投
資
上
限
額
は
二
億
円
、
フ
ァ
ン
ド
存
続
期
間
は
二
〇
〇
九
年
七
月
か
ら
二
〇
一
七
年
六
月
末
（
八
年
間
）
で
あ
る
。
な

お
、
第
一
号
投
資
先
は
、
有
田
牧
畜
産
業
（
肉
牛
業
）
で
あ
り
、
同
社
は
仔
牛
の
時
か
ら
薬
品
や
抗
生
物
質
を
一
切
使
わ
ず
、
肥
育

す
る
技
術
を
確
立
し
て
い
る
。

（
３
）
メ
ガ
バ
ン
ク
の
農
業
フ
ァ
ン
ド

上
述
の
よ
う
な
地
方
銀
行
に
よ
る
農
業
フ
ァ
ン
ド
設
立
が
相
次
ぐ
中
、
メ
ガ
バ
ン
ク
に
よ
る
農
業
フ
ァ
ン
ド
の
設
立
も
見
ら
れ

た
。三

菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
は
、
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
キ
ャ
ピ
タ
ル
、
三
菱
総
合
研
究
所
と
と
も
に
「
Ｍ
Ｕ
Ｆ
Ｊ
ア
グ
リ
ベ
ン
チ
ャ
ー
フ
ァ
ン

ド
」（
二
〇
〇
九
年
二
月
）
を
設
立
し
た
。
投
資
対
象
は
、
新
た
な
技
術
や
独
自
の
生
産
方
式
を
用
い
た
農
業
法
人
や
農
業
関
連
の

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
な
ど
で
、
一
件
当
た
り
の
投
資
上
限
は
一
〇
〇
〇
万
円
、
総
額
五
億
円
規
模
で
あ
る
（
７
）。

（
４
）
政
府
系
金
融
機
関
の
農
業
フ
ァ
ン
ド

農
林
中
央
金
庫
は
、
日
本
ア
ジ
ア
投
資
と
と
も
に
「
ア
グ
リ
・
エ
コ
サ
ポ
ー
ト
投
資
事
業
有
限
責
任
組
合
」（
二
〇
〇
八
年
八
月
）

を
設
立
し
た
（
８
）。

投
資
対
象
は
、
農
業
関
連
を
中
心
に
、
農
業
振
興
・
環
境
貢
献
に
資
す
る
取
り
組
み
を
行
う
企
業
（
非
上
場
）
で
、

投
資
総
額
は
二
一
億
円
で
あ
る
。
な
お
、
二
〇
〇
九
年
九
月
時
点
で
の
投
資
先
は
計
一
〇
件
で
あ
る
。
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（
５
）
公
的
機
関
に
よ
る
農
業
フ
ァ
ン
ド

京
都
府
は
、
農
商
工
連
携
の
支
援
拠
点
と
し
て
「
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
セ
ン
タ
ー
京
都
」
を
設
立
す
る
と
と
も
に
、「
き
ょ
う
と
農
商

工
連
携
応
援
フ
ァ
ン
ド
」（
二
〇
〇
九
年
九
月
）
を
設
立
し
た
。
同
フ
ァ
ン
ド
は
、
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
二
〇
億
円
、
京
都
府

二
億
円
、
地
元
金
融
機
関
等
三
・
二
億
円
の
無
利
子
貸
付
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
総
額
二
五
・
二
億
円
で
あ
る
。
対

象
事
業
は
、
府
内
の
農
林
漁
業
者
と
中
小
企
業
者
の
連
携
体
で
あ
る
。
フ
ァ
ン
ド
の
運
用
を
行
う
の
は
、
財
団
法
人
京
都
産
業
21
で

あ
り
、
同
財
団
は
こ
の
フ
ァ
ン
ド
総
額
を
運
用
し
、
そ
の
運
用
益
（
年
一
・
三
九
％
を
想
定
、
年
三
五
〇
〇
万
円
）
に
よ
っ
て
、
対

象
事
業
に
対
し
助
成
を
行
う
。
助
成
額
は
三
〇
〇
万
円
以
内
で
あ
る
。
ま
た
、
同
財
団
は
対
象
事
業
に
対
し
専
門
家
派
遣
な
ど
の
ハ

ン
ズ
オ
ン
支
援
も
行
う
。
同
フ
ァ
ン
ド
は
、
二
〇
〇
九
お
よ
び
二
〇
一
〇
年
度
で
合
計
一
九
件
、
総
額
五
〇
〇
〇
万
円
の
助
成
を
行

っ
た
。
な
お
、
助
成
金
は
交
付
さ
れ
る
。

（
６
）
民
間
投
資
フ
ァ
ン
ド
の
農
業
フ
ァ
ン
ド

民
間
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
運
用
会
社
の
農
業
フ
ァ
ン
ド
と
し
て
は
、
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
ズ
が
運
用
す
る
フ
ァ
ン
ド
が

挙
げ
ら
れ
る
。
同
社
は
、
二
〇
〇
一
年
設
立
の
投
資
フ
ァ
ン
ド
運
用
会
社
で
あ
り
、
音
楽
Ｃ
Ｄ
制
作
・
販
売
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
の
音
楽
事
業
を
行
う
一
方
、
音
楽
フ
ァ
ン
ド
を
設
立
し
、
注
目
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
音
楽
フ
ァ
ン
ド
は
、
数
百

万
円
か
ら
数
千
万
円
規
模
で
、
六
〇
本
（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
現
在
）
が
設
立
さ
れ
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
育
成
・
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

の
た
め
の
投
資
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
音
楽
フ
ァ
ン
ド
以
外
に
も
、
後
述
す
る
森
林
フ
ァ
ン
ド
、
酒
蔵
フ
ァ
ン
ド
、
放
牧
豚
フ

ァ
ン
ド
、
ジ
ー
ン
ズ
フ
ァ
ン
ド
な
ど
を
運
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
社
の
フ
ァ
ン
ド
は
、
基
本
的
に
ネ
ッ
ト
に
よ
る
直
接
販
売
で
あ

る
。
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図
表
１

  

申
請
選
考

20億
円

無
利
子
貸
付

運
用
期
間
：
10年

間
運
用
益
：
年
3,500万

円
（
利
率
を
年
1.39％

で
想
定
。
）

助
成
事
業
費
：
3,500万

円

中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構

農
林
漁
業
者

中
小
企
業
者

き
ょ
う
と
農
商
工
連
携
応
援
フ
ァ
ン
ド
　
ス
キ
ー
ム
図

京
都
府
に
お
け
る
農
商
工
連
携
を
積
極
的
に
進
め
る
こ
と
を
目
的
に
、
農
林
漁
業
者
と
中
小
企
業
者
が
連
携
し
た
事
業
を
支
援
す
る

た
め
、「
き
ょ
う
と
農
商
工
連
携
応
援
フ
ァ
ン
ド
」
を
設
置
す
る
。

3.2億
円

無
利
子
貸
付

22億
円

無
利
子

貸
付

京
都
府

2億
円
を
追
加

地
元
金
融

機
関
等

財
団
法
人

京
都
産
業
21

管
理
運
営
法
人

支
援
機
関

フ
ァ
ン
ド
総
額

25.2億
円

運
用
益
で

助
成

ハ
ン
ズ
オ
ン
支
援

（
専
門
家
派
遣
な
ど
）

連
携
体
に
よ
る
創
業
等
を
助
成

京
都
産
業
21

農
業
ビ
ジ
ネ
ス
セ
ン
タ
ー
京
都

●
対
象
事
業
：
農
林
漁
業
者
と
中
小
企
業
社
が
連
携
体
と
し
て

　
　
　
　
　
　
創
業
等
に
必
要
と
な
る
事
業

●
助
成
率
：
２
／
３
以
内

●
助
成
額
：
300万

円
以
内

●
事
業
期
間
：
原
則
1年
　
最
大
2年
以
内

●
事
業
目
標
：
3年
以
内
に
事
業
化

　
　
　
　
　
　
以
後
当
該
事
業
の
毎
年
1％
の
成
長

審
査
方
法
：
書
面
審
査
及
び
面
接
審
査

採
択
の
考
え
方
：
●
新
規
性
　
●
市
場
性
　
●
成
長
性
　
●
地
域
力
再
生
へ
の
波
及
効
果
な
ど

・
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
仕
掛
け
づ
く
り

・
情
報
提
供
（
交
流
会
な
ど
）

・
農
業
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム

巡
回
訪
問
・
掘
り
起
こ
し

マ
ッ
チ
ン
グ

・
異
業
種
交
流
会

・
経
営
相
談
へ
の
助
言
・
指
導

・
講
演
会
・
セ
ミ
ナ
ー

連
絡
調
整

山
城
管
内

現
地
農
商
工

連
携
チ
ー
ム

現
地
農
商
工

連
携
チ
ー
ム

現
地
農
商
工

連
携
チ
ー
ム

現
地
農
商
工

連
携
チ
ー
ム

南
丹
管
内

中
丹
管
内

丹
後
管
内

連
携
体

（
出
所
）
京
都
府
Ｈ
Ｐ
：

http://w
w

w
.pref.kyoto.jp/nougyo-business/resources/1270607455487.pdf#

search=
'き
ょ
う
と
農
商
工
連
携
応
援
フ
ァ
ン
ド

'



投
資
先
の
ぶ
っ
た
農
産
は
、
石
川
県
野
々
市
町
に
あ
る
農
業
法
人
で
、
創
業
者
は
江
戸
後
期
か
ら
続
く
農
業
者
で
、
同
社
は
米
作

り
を
中
心
と
し
た
農
作
物
の
生
産
・
加
工
・
販
売
を
手
掛
け
て
い
る
。
同
社
の
特
徴
は
、
生
産
か
ら
加
工
・
販
売
を
行
う
と
と
も
に
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
た
消
費
者
へ
の
直
接
販
売
、
特
別
栽
培
米
の
請
負
も
手
掛
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
〇
一
年
、

農
業
法
人
と
し
て
初
の
株
式
会
社
化
を
行
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
社
の
取
り
組
み
は
、
二
〇
〇
八
年
農
林
水
産
省
か

ら
第
一
回
「
農
業
技
術
の
匠
」
に
選
定
さ
れ
、
二
〇
〇
九
年
に
は
、
北
陸
三
県
で
初
め
て
Ｊ
Ｇ
Ａ
Ｐ
（Japan

G
ood

A
gricultural

Practice

）
認
証
を
受
け
て
い
る
。

こ
こ
で
運
用
さ
れ
て
い
る
フ
ァ
ン
ド
は
、「
ぶ
っ
た
農
産
特
別
栽
培
コ
シ
ヒ
カ
リ
フ
ァ
ン
ド
二
〇
〇
九
」
お
よ
び
「
ぶ
っ
た
農
産

特
別
栽
培
コ
シ
ヒ
カ
リ
フ
ァ
ン
ド
二
〇
一
〇
」
で
あ
る
。
前
者
は
、
既
に
償
還
を
向
か
え
、
二
・
〇
五
％
の
利
回
り
で
分
配
を
行
っ

て
い
る
。
後
者
の
フ
ァ
ン
ド
の
概
要
は
、
一
口
五
万
円
、
募
集
金
額
は
一
〇
九
〇
万
円
（
最
大
）
で
あ
り
、
出
資
金
は
、
一
〇
ヘ
ク

タ
ー
ル
で
コ
メ
を
生
産
す
る
た
め
の
苗
や
肥
料
等
の
購
入
資
金
、
作
業
人
件
費
、
地
代
、
フ
ァ
ン
ド
手
数
料
等
に
充
当
さ
れ
る
。

ま
た
、
収
穫
さ
れ
た
コ
メ
の
販
売
量
に
応
じ
て
、
出
資
者
に
は
金
銭
と
コ
メ
で
分
配
さ
れ
る
。
分
配
例
と
し
て
は
、
販
売
量
四
八

八
o
／
一
〇
〇
〇
g
の
場
合：

約
五
万
一
六
〇
〇
円
（
利
回
り
＋
約
三
％
）、
販
売
量
三
一
五
o
／
一
〇
〇
〇
g
の
場
合：

五
万
円

（
元
本
）、
販
売
量
二
八
〇
o
／
一
〇
〇
〇
g
の
場
合：
四
万
四
四
〇
〇
円
（
元
本
毀
損
）
＋
コ
メ
約
八
o
、
と
な
る
。
な
お
、
収
穫

量
が
三
一
五
o
／
一
〇
〇
〇
g
を
下
回
っ
た
場
合
、
現
物
分
配
さ
れ
な
い
場
合
が
生
じ
る
。
た
だ
し
、
ぶ
っ
た
農
産
の
過
去
一
七
年

間
の
平
均
収
穫
量
は
、
約
四
九
〇
o
／
一
〇
〇
〇
g
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
出
資
者
特
典
と
し
て
、
出
資
一
口
あ
た
り
コ
シ
ヒ
カ
リ
一
・
五
キ
ロ
の
送
付
（
無
料
）、
コ
シ
ヒ
カ
リ
一
〇
％
割
引
購

入
券
（
購
入
上
限
金
額
五
万
円
／
口
）、
田
植
え
・
収
穫
ツ
ア
ー
（
田
植
え：
五
月
、
収
穫：

九
月
）、
ぶ
っ
た
農
産
と
の
食
事
会
イ

ベ
ン
ト
の
ご
招
待
（
交
通
費
、
食
費
等
は
出
資
者
負
担
）
な
ど
が
あ
る
。

（36）



な
お
、
同
フ
ァ
ン
ド
の
手
数
料
は
、
取
扱
手
数
料：

出
資
金
の
五
・
五
％
の
ほ
か
、
運
営
手
数
料：

一
万
五
〇
〇
円
／
月
×
運
用

期
間
一
八
ヶ
月
分
（
最
大
調
達
時
）
が
あ
り
、
こ
れ
は
出
資
金
の
一
・
七
％
（
一
八
ヶ
月
）
に
相
当
す
る
。
ま
た
、
監
査
手
数
料：

一
〇
万
五
〇
〇
〇
円
（
最
大
調
達
時
）
が
課
せ
ら
れ
、
こ
れ
は
出
資
金
の
一
・
〇
％
（
一
八
ヶ
月
）
に
相
当
す
る
。
さ
ら
に
、
成
功

報
酬：

リ
ク
ー
プ
後
販
売
量
×
六
八
円
／
o
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
収
穫
量
の
損
益
分
岐
点
（
三
一
五
o
／
一
〇
〇
〇
g
）
を

上
回
っ
た
収
穫
量
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

２
　
野
村
グ
ル
ー
プ
の
農
業
専
門
会
社

野
村
グ
ル
ー
プ
は
、
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
、
野
村
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
の
一
〇
〇
％
出
資
（
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
）
に
よ
っ
て
、

野
村
ア
グ
リ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
＆
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
株
式
会
社
（
Ｎ
Ａ
Ｐ
Ａ
）
を
設
立
し
た
。
同
社
は
、
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
を
軸
に
、

地
域
活
性
化
を
通
じ
て
、
日
本
経
済
の
発
展
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

同
社
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
は
、
野
村
証
券
の
支
店
網
な
ど
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
て
、
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
分
野
で
の
様
々
な

ニ
ー
ズ
を
調
査
・
分
析
し
、
最
適
な
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
や
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
を
提
供
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

提
供
先
と
し
て
は
、
農
業
生
産
者
、
事
業
会
社
、
地
方
自
治
体
、
地
元
大
学
、
地
域
金
融
機
関
、
経
済
団
体
な
ど
で
あ
る
。
具
体
的

な
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
内
容
と
し
て
は
、
地
域
活
性
化
策
の
策
定
支
援
、
産
官
学
・
地
域
間
連
携
の
支
援
、
地
域
ブ
ラ
ン
ド
開
発
・

育
成
支
援
、
事
業
戦
略
支
援
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
提
供
、
調
査
・
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
支
援
、
補
助
金
受
託
支
援
事

業
な
ど
で
あ
る
。

ま
た
、
Ｎ
Ａ
Ｐ
Ａ
は
、
事
業
部
を
有
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
生
産
事
業
と
し
て
、
農
案
物
の
仕
入
・
販
売
・
加
工
・
小
売
、
農
業

資
材
の
研
究
開
発
お
よ
び
仲
介
、
店
舗
経
営
な
ど
を
手
掛
け
る
こ
と
を
構
想
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
太
陽
光
利
用
型
植
物
工
場
で

（37）



の
農
作
物
の
生
産
・
加
工
・
販
売
な
ど
、
次

世
代
農
業
へ
の
取
り
組
み
が
含
ま
れ
て
い
る

（
図
表
２
お
よ
び
図
表
３
参
照
）。

さ
ら
に
Ｎ
Ａ
Ｐ
Ａ
は
、
一
〇
〇
％
子
会
社

と
し
て
、
野
村
フ
ァ
ー
ム
を
設
立
し
、
農
産

物
の
生
産
に
か
か
わ
り
つ
つ
、
情
報
・
ノ
ウ

ハ
ウ
を
蓄
積
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

Ｎ
Ａ
Ｐ
Ａ
は
、
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
の
将
来

展
望
と
し
て
、
次
の
二
つ
の
モ
デ
ル
を
想
定

し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
他
の
ビ
ジ
ネ
ス
と

の
融
合
で
の
成
長
す
る
モ
デ
ル
で
あ
り
、
具

体
的
に
は
、
医
療
・
健
康
ビ
ジ
ネ
ス
、
観
光

ビ
ジ
ネ
ス
、
環
境
ビ
ジ
ネ
ス
、
水
資
源
ビ
ジ

ネ
ス
な
ど
と
の
融
合
を
想
定
し
て
い
る
。
も

う
ひ
と
つ
は
、
急
成
長
す
る
中
国
や
イ
ン
ド

な
ど
海
外
市
場
へ
の
進
出
に
よ
る
外
需
獲
得

モ
デ
ル
で
あ
り
、
海
外
で
の
持
続
可
能
な
循

環
型
農
業
の
実
施
や
海
外
で
の
食
材
生
産
基

（38）

図表２　野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社の組織図

■組織図

株主総会

監査役

取締役会

取締役社長

調査部 コンサルティング部 事業部 企画・総務部

■アグリビジネス
に関する調査及
び分析、並びに
情報提供
■顧客とのアグリ
ビジネス推進に
係る企画立案
■顧客からのアグ
リビジネスに関
するマ－ケティ
ング等の調査依
頼の受託

■アグリビジネス
全般にわたる調
査及び分析に基
づくコンサルテ
ーション

■顧客の経営・財
務戦略の策定及
び支援

■顧客との総合的
取引に係わる企
画立案及びその
推進

■子会社の管理
■農産物の仕入・
販売、食品の流
通・加工・小売
■農業資材の研究
開発及び仲介
■店舗運営

■NAPAの事業戦
略の企画立案・
開発
■金融ソリュ－シ
ョンの企画立
案・開発
■NAPAの資本政
策、財務戦略
■総務全般

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社説明資料、2010年10月、３ページ。



地
の
建
設
・
運
営
な
ど
を
想
定
し
て
い
る
。

現
在
、
Ｎ
Ａ
Ｐ
Ａ
は
設
立
直
後
で
あ
り
、
具
体
的
な
取
り
組
み
事
例

は
報
道
さ
れ
て
い
な
い
が
、
今
後
の
取
り
組
み
が
注
目
さ
れ
る
。

３
　
森
林
フ
ァ
ン
ド

欧
米
で
は
、
森
林
投
資
が
機
関
投
資
家
の
注
目
を
集
め
、
米
国
で
の

投
資
残
高
は
、
二
〇
〇
五
年
時
点
で
一
八
〇
億
ド
ル
に
達
し
、
米
国
の

投
資
用
不
動
産
に
占
め
る
割
合
で
は
、
森
林
・
農
地
が
二
・
八
％
に
達

し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
大
学
基
金
な
ど
の
機

関
投
資
家
が
、
イ
ン
フ
レ
懸
念
に
対
応
す
る
実
物
資
産
保
有
が
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
９
）。

ま
た
、
米
国
で
は
、
機
関
投
資
家
が
森
林
投

資
を
行
う
場
合
、
Ｔ
Ｉ
Ｍ
Ｏ
（T

im
berlan

d
In

vestm
en

t

M
anagem

ent
O

rganization

）
と
い
わ
れ
る
専
門
の
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に

運
用
委
託
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（
10
）。

日
本
の
場
合
、
欧
米
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
森
林

フ
ァ
ン
ド
が
設
立
・
運
用
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
を
紹
介
す

る
。

（39）

図表３　野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社のビジネスモデル

ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
の
専
門
家

業務提携
顧問契約

調査・
コンサル
ティング

野村ホールディングス

100％出資

100％出資

100％出資

地方自治体
地元大学
地域金融機関
事業会社
農業生産者
経済団体　　等

ネットワーク
野村證券

農産物を生産 植物工場等

（出所）野村アグリプランニング＆アドバイザリー株式会社ＨＰ：http://www.nomuraholdings.com/
jp/company/group/napa/



（
１
）
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
ズ
の
森
林
フ
ァ
ン
ド

ま
ず
、
森
林
フ
ァ
ン
ド
に
つ
い
て
も
、
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
ズ
が
運
用
す
る
フ
ァ
ン
ド
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
社
が
森
林
フ
ァ
ン
ド
と
し
て
設
立
し
た
の
は
、「
西
粟
倉
村
共
有
の
森
フ
ァ
ン
ド
二
〇
〇
九
」
お
よ
び
「
西
粟
倉
村
共
有
の
森
フ

ァ
ン
ド
二
〇
一
〇
」
で
あ
る
。

両
フ
ァ
ン
ド
の
対
象
事
業
は
、
西
粟
倉
村
、
美
作
森
林
組
合
、
株
式
会
社
ト
ビ
ム
シ
が
共
同
で
実
施
す
る
西
粟
倉
村
の
森
林
（
最

大
一
五
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
を
対
象
に
し
た
長
期
森
林
管
理
お
よ
び
木
材
生
産
に
資
す
る
施
業
・
販
売
事
業
で
あ
り
、
こ
れ
ら
事
業

の
う
ち
、
ト
ビ
ム
シ
が
実
施
す
る
施
業
お
よ
び
販
売
支
援
業
務
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
の
一
部
を
出
資
者
に
分
配
す
る
。

ト
ビ
ム
シ
は
環
境
リ
サ
イ
ク
ル
や
地
域
再
生
事
業
な
ど
を
手
が
け
る
ア
ミ
タ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
（
Ｊ
Ａ
Ｓ
Ｄ
Ａ
Ｑ
上
場
）
の
一

〇
〇
％
子
会
社
で
あ
り
、
林
業
再
生
に
特
化
し
て
い
る
。
日
本
で
も
っ
と
も
施
業
技
術
の
あ
る
三
重
県
尾
鷲
の
「
速
水
林
業
」
と
の

資
本
提
携
も
行
い
、
林
業
の
川
上
か
ら
川
下
ま
で
の
ト
ー
タ
ル
な
支
援
事
業
を
日
本
全
国
で
展
開
し
て
い
る
。

ま
た
、
両
フ
ァ
ン
ド
対
象
資
金
使
途
は
、
森
林
管
理
に
係
る
生
産
性
の
向
上
と
施
業
費
用
を
低
減
す
る
高
性
能
林
業
機
械
の
購
入

費
用
、
持
続
可
能
な
森
林
経
営
の
証
明
で
あ
り
、
木
材
の
品
質
と
付
加
価
値
を
高
め
る
Ｆ
Ｓ
Ｃ
認
証
取
得
費
用
な
ど
で
あ
る
。

具
体
的
な
ス
キ
ー
ム
は
、
図
表
４
の
通
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
運
用
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
フ
ァ
ン
ド
の
う
ち
、「
西
粟
倉
村
共
有
の
森
フ
ァ
ン
ド
二
〇
一
〇
」
の
フ
ァ
ン
ド
の
概
要
は
、

募
集
金
額：

二
四
二
〇
万
円
（
最
大
）、
一
口
五
万
円
（
上
限：

一
〇
口
五
〇
万
円
）
で
あ
り
、
す
で
に
「
同
フ
ァ
ン
ド
二
〇
〇
九
」

に
お
い
て
二
五
二
〇
万
円
の
募
集
を
完
了
し
て
お
り
、
両
フ
ァ
ン
ド
合
計
は
、
四
九
四
〇
万
円
と
な
る
。

出
資
者
へ
の
分
配
金
は
、
①
美
作
森
林
組
合
へ
の
施
業
支
援
に
関
す
る
林
業
機
械
レ
ン
タ
ル
収
入
（
見
込
）：

年
平
均
六
三
一
万

七
〇
〇
〇
円
×
八
年
四
ヶ
月
契
約
＝
五
三
〇
六
万
二
八
〇
〇
円
（
会
計
期
間
中
二
ヶ
月
は
積
雪
の
た
め
レ
ン
タ
ル
収
入
な
し
）、
②
木

（40）



材
の
販
売
支
援
に
関
す

る
販
売
支
援
収
入：

木

材
販
売
売
上
高
×
一

〇
％
＋
施
業
収
益
分
配

金
、
で
あ
る
。
な
お
、

こ
の
木
材
販
売
売
上
高

は
、
営
業
者
が
新
規
に

開
拓
し
た
販
路
（
11
）

に
お
け

る
売
上
高
を
対
象
と

し
、
想
定
販
売
価
格
・

販
売
数
量
の
減
少
に
よ

り
、
営
業
者
の
販
売
支

援
報
酬
率
（
現
状
一

〇
％
）
が
低
下
す
る
可

能
性
が
あ
る
。
ま
た
、

施
業
収
益
分
配
金
と

は
、
西
粟
倉
村
が
主
体

と
し
て
受
取
る
販
売
売

（41）

図表４　「西粟倉村共有の森ファンド2010」のスキーム

　ファンド資金の流れ
　事業売上の流れ

モノ・サービスノ流れ

美作森林組合
西粟倉村
百年の

森林創造事業

製材会社
木材市場
工務店等

林業機械
メーカー

森林所有者

FSC
認証機関

出資者

（株）トビムシ
（営業者）
西粟倉共有の森
ファンド2009
（匿名組合勘定）

ミュージック
セキュリティーズ（株）
セキュリテ

施業委託費
木材販売
木材販売売上

木材販売売上木材販売

販売支援

販売支援報酬
施業収益分配金 施業収益

分配金

・林業機械レンタル
・施業支援
・販売支援

林業機械
レンタル料

FSC
認証費用

委託報酬
出資 分配

出資 分配

ファンド
・取扱
・運営
・監査

林業機械
購入

（出所）ミュージックセキュリティーズＨＰ：http://www.musicsecurities.com/communityfund/
details.php?st=i&fid=145



上
高
か
ら
美
作
森
林
組
合
へ
の
施
業
委
託
費
、
ト
ビ
ム
シ
へ
の
販
売
支
援
支
払
、
原
木
市

場
手
数
料
、
森
林
保
険
料
な
ど
の
経
費
を
差
し
引
き
、
利
益
が
残
っ
た
場
合
、
森
林
所
有

者
と
ト
ビ
ム
シ
に
施
業
収
益
分
配
金
と
し
て
配
分
さ
れ
る
。
具
体
的
な
収
益
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
は
、
図
表
５
で
あ
る
。

な
お
、
出
資
者
へ
の
特
典
と
し
て
、
①
西
粟
倉
村
の
森
の
学
校
施
設
内
に
出
資
者
名
を

記
載
し
た
プ
レ
ー
ト
の
設
置
、
②
西
粟
倉
村
の
木
の
家
（
モ
デ
ル
ハ
ウ
ス
）
無
料
宿
泊
お

よ
び
温
泉
入
浴
権
の
付
与
、
③
西
粟
倉
村
森
の
村
振
興
公
社
の
施
設
利
用
割
引
な
ど
が
あ

る
。

（
２
）
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
・
イ
ン
ベ
ス
タ
ー
「
森
林
フ
ァ
ン
ド
・
一
号
投
資
事
業
匿
名

組
合
」（
二
〇
〇
六
年
）

ま
ず
、
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
・
イ
ン
ベ
ス
タ
ー
は
、
エ
コ
バ
リ
ュ
ー
ア
ッ
プ
投
資
事
業
、

森
林
再
生
事
業
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
バ
ン
ク
型
投
資
顧
問
事
業
、
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
・
イ
ン

ベ
ス
タ
ー
（
持
続
可
能
な
投
資
家
）
育
成
事
業
、
企
業
価
値
向
上
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
事

業
、
Ｍ
＆
Ａ
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
事
業
を
営
ん
で
お
り
、
経
営
陣
は
野
村
証
券
、
野
村
プ
リ

ン
シ
パ
ル
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
な
ど
金
融
機
関
出
身
者
で
あ
る
。
す
で
に
、
二
〇
〇
六
年
七

月
、
エ
コ
バ
リ
ュ
ー
ア
ッ
プ
・
フ
ァ
ン
ド
・
一
号
投
資
事
業
匿
名
組
合
を
募
集
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
環
境
対
策
に
優
れ
た
法
人
、
将
来
的
に
環
境
改
善
の
可
能
性
が
高
い
法
人
、
環

（42）

図表５　「西粟倉村共有の森ファンド2010」の収益シミュレーション

（出所）ミュージックセキュリティーズＨＰ、http://www.musicsecurities.com/communityfund/
details.php?st=i&fid=145

事業収益 出資者収益
機械レンタル
収入（円）

販売支援
収入（円）

１口払戻額
（円）

利回り
源泉徴収後

１口受取額（円) 利回り
53,062,800 0 42,966 －14.10% 42,966 －14.10%
53,062,800 5,000,000 45,496 －9.00% 45,496 －9.00%
53,062,800 10,000,000 48,027 －3.90% 48,027 －3.90%
53,062,800 13,899,520 50,000 0.00% 50,000 0.00%
53,062,800 15,000,000 50,256 0.50% 50,205 0.40%
53,062,800 20,000,000 51,420 2.80% 51,136 2.30%
53,062,800 25,000,000 52,584 5.20% 52,067 4.10%



境
改
善
の
寄
与
度
の
高
い
技
術
や
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を
有
す
る
法
人

の
発
行
す
る
有
価
証
券
に
投
資
す
る
フ
ァ
ン
ド
（
募
集
総
額
二
億
七

八
一
〇
万
円
）
で
あ
る
。

同
社
が
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
か
ら
二
〇
〇
七
年
三
月
に
か
け
て

募
集
し
た
の
が
、「
森
林
フ
ァ
ン
ド
・
一
号
投
資
事
業
匿
名
組
合
」

で
あ
る
。
こ
の
フ
ァ
ン
ド
で
は
、
募
集
総
額
の
半
分
は
山
梨
県
三
富

に
一
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
東
京
都
檜
原
（
ひ
の
は
ら
）
村
に
一
〇
ヘ
ク

タ
ー
ル
の
山
林
を
購
入
し
、
残
り
は
格
付
け
の
高
い
外
貨
建
て
債
券

な
ど
で
運
用
し
、
運
用
益
を
草
刈
り
や
間
伐
の
費
用
に
充
て
る
こ
と

に
し
て
い
る
（
図
表
６
）。

出
資
は
、
一
口
一
〇
万
円
で
、
募
集
総
額
七
三
〇
〇
万
円
、
全
国

八
四
人
の
投
資
家
が
出
資
し
た
。
運
用
期
間
は
一
四
年
（
二
〇
二
〇

年
八
月
末
）
で
、
損
益
は
、
木
材
等
お
よ
び
土
地
の
売
却
損
益
で
あ

る
。
な
お
、
出
資
者
に
は
、
植
樹
会
な
ど
が
開
催
さ
れ
る
。

手
数
料
は
、
申
込
手
数
料：

五
％
、
管
理
報
酬：

年
二
・
一
％
、

成
功
報
酬：

毎
期
の
計
算
上
の
利
益
の
二
一
・
〇
％
で
あ
る
。

（43）

図表６　「森林ファンド・１号投資事業匿名組合」のスキーム

当社

匿名
組合員

匿名
組合員

匿名
組合員

森林
ファンド・
１号
投資事業
匿名組合

フォレスト・
ファンド・
１号株式会社

（SI100％子会社）

利息・
配当収入
など

元本償還

土地売却
損益

木材等売却損益

出資金の一部で
外国債券等を購入

出資金の約50％を
目安に山林を購入

立木販売等

出資／投資
損益／分配（黒字の場合のみ）

（出所）サステイナブル・インベスターＨＰ、https://www.sustainable-investor.co.jp/si/fund/
detail.html



ま
と
め

近
年
、
農
林
業
へ
の
注
目
が
高
ま
る
中
、
銀
行
、
証
券
会
社
、
投
資
フ
ァ
ン
ド
に
よ
る
農
林
業
へ
の
取
り
組
み
が
進
展
し
て
い
る
。

現
時
点
で
は
、
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
は
、
萌
芽
的
・
限
定
的
で
あ
る
が
、
農
林
業
再
生
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
い
得

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
従
来
の
農
業
金
融
は
、
系
統
金
融
機
関
を
中
心
と
し
た
固
定
的
な
チ
ャ
ネ
ル
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
様
々
な
フ

ァ
ン
ド
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
金
融
チ
ャ
ネ
ル
が
複
線
化
し
、
選
択
の
幅
が
広
が
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
農

林
業
経
営
の
在
り
方
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
。

次
に
、
現
在
の
農
業
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
、
後
継
者
不
足
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
反
面
、
就
農
に
関
心
を
持
つ
若
者
が
増

加
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
就
農
す
る
際
に
は
、
一
種
の
ベ
ン
チ
ャ
ー
起
業
で
あ
り
、
資
金
や
当
面
の
生
活

費
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
十
分
な
支
援
が
得
ら
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
際
、
様
々
な
金
融
チ
ャ
ネ
ル
や
金

融
ス
キ
ー
ム
が
構
築
さ
れ
れ
ば
、
新
規
参
入
や
就
農
支
援
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
。

第
三
に
、
金
融
機
関
は
支
店
網
や
取
引
先
な
ど
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
有
し
て
お
り
、
単
に
金
融
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

販
路
開
拓
や
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
面
の
支
援
も
可
能
で
あ
る
。
す
で
に
関
西
の
金
融
機
関
が
農
産
物
や
食
品
の
ア
ジ
ア
へ
の
輸
出
支
援

を
本
格
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
（
12
）。

日
本
の
農
産
物
は
、
高
い
品
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ア
ジ
ア
で
の
ニ
ー

ズ
も
高
ま
っ
て
い
る
。
今
後
、
金
融
機
関
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
有
効
に
機
能
す
る
可
能
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
謝
辞
）
本
稿
を
作
成
す
る
に
際
し
、
小
松
真
実
氏
（
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
ズ
）、
瀧
澤
信
氏
（
サ
ス
テ
イ
ナ
ブ
ル
・
イ
ン
ベ
ス
タ
ー
）、

饒
村
健
氏
（
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
投
資
育
成
株
式
会
社
）、
若
林
滋
和
氏
（
野
村
ア
グ
リ
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
＆
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
株
式
会
社
）、
西
澤
隆

（44）



（
同
）
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

注（
１
）

室
屋
有
宏
「
増
加
す
る
大
企
業
の
農
業
参
入
」『
農
中
総
研
情
報
』
二
〇
〇
九
年
九
月
号
、
二
〜
三
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
２
）

『
日
本
経
済
新
聞
』（
北
海
道
版
）
二
〇
〇
六
年
六
月
三
〇
日
、
参
照
。

（
３
）

愛
媛
銀
行
Ｈ
Ｐ：

http://w
w

w
.him

egin.co.jp/info/gaiya.htm
l

参
照
。

（
４
）

『
愛
媛
新
聞
』
二
〇
〇
七
年
二
月
七
日
、
参
照
。

（
５
）

ド
ー
ガ
ン
・
イ
ン
ベ
ス
ト
メ
ン
ツ
Ｈ
Ｐ：

http://w
w

w
.dogan.jp/topics/data/pdf/20080730a.pdf#

search=
'

鹿
児
島
銀
行
ア
グ
リ

ク
ラ
ス
タ
ー
フ
ァ
ン
ド'

（
６
）

宮
崎
銀
行
Ｈ
Ｐ：

http://w
w

w
.m

iyagin.co.jp/pdf/0757_pdf_data.pdf#
search=

'

宮
崎
銀
行
ネ
オ
ア
グ
リ
フ
ァ
ン
ド'

（
７
）

『
日
刊
工
業
新
聞
』
二
〇
〇
九
年
二
月
一
八
日
、
参
照
。

（
８
）

こ
の
フ
ァ
ン
ド
は
、
農
林
中
金
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
農
林
中
金
が
出
資
す
る
「
Ｊ
Ａ
バ
ン
ク
ア
グ
リ
・
エ
コ
サ
ポ
ー
ト
基
金
」
が
出
資

す
る
も
の
で
あ
る
。
同
Ｈ
Ｐ：

http://w
w

w
.jabank-aes.or.jp/new

s/pdf/080804.pdf#
search=

'

農
林
中
金
ア
グ
リ
・
エ
コ'

、
参
照
。

（
９
）

関
雄
太
「
欧
米
機
関
投
資
家
の
注
目
を
集
め
る
森
林
投
資
」『
資
本
市
場
ク
ォ
ー
タ
リ
ー
』
二
〇
〇
七
年
夏
号
、
一
七
八
〜
一
七
九
ペ
ー
ジ
、

参
照
。

（
10
）

飯
塚
正
章
、
神
坂
潔
、
オ
レ
グ
・
カ
ピ
ノ
ス
「
日
本
の
年
金
基
金
に
と
っ
て
の
森
林
投
資
の
導
入
意
義
」『
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』

二
〇
〇
九
年
九
月
、
八
二
ペ
ー
ジ
、
参
照
。

（
11
）

こ
こ
で
「
営
業
者
が
新
規
に
開
拓
し
た
販
路
」
と
し
て
い
る
の
は
、
従
来
の
販
路
が
、
森
林
組
合
を
通
じ
た
、
原
木
市
場
を
通
じ
て
の
丸

（45）



太
の
販
売
が
中
心
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の
フ
ァ
ン
ド
で
は
、
ト
ビ
ム
シ
の
一
〇
〇
％
子
会
社
で
、
西
粟
倉
村
で
商
社
的
な
活
動
を
行

っ
て
い
る
「
森
の
学
校
」
が
、
製
品
市
場
を
通
じ
て
角
材
の
販
売
、
大
手
製
材
会
社
と
提
携
し
た
販
売
、
工
務
店
な
ど
と
提
携
し
て
の
住

宅
部
材
の
販
売
、
ワ
リ
バ
シ
の
原
木
販
売
な
ど
を
手
掛
け
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

（
12
）

『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
一
〇
年
一
一
月
二
五
日
、
参
照
。

（
ま
つ
お
　
じ
ゅ
ん
す
け
・
客
員
研
究
員
）

（46）



は
じ
め
に

す
で
に
報
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
二
〇
一
〇
年
五
月
六
日
、
ア
メ
リ
カ
証
券
市
場
で
先
物
市
場
と
現
物
市
場
の
両
方
に
わ
た
っ

て
大
幅
な
価
格
変
動
が
発
生
し
、
後
に
「
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ク
ラ
ッ
シ
ュ
」
と
呼
ば
れ
て
原
因
の
究
明
や
対
応
策
が
高
い
関
心
を
ひ
い

て
い
る
。
こ
の
日
、
午
後
一
四
時
四
〇
分
か
ら
一
五
時
に
か
け
て
、
ダ
ウ
工
業
株
三
〇
種
平
均
株
価
指
数
が
五
分
間
で
五
七
三
ド
ル

も
の
急
激
な
値
下
が
り
を
示
し
た
直
後
、
わ
ず
か
二
分
足
ら
ず
で
五
四
三
ド
ル
も
急
騰
し
て
ほ
ぼ
急
落
前
の
価
格
に
戻
し
た
こ
と
で
、

市
場
は
大
き
く
混
乱
し
た
。
市
場
全
体
の
変
動
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
個
別
銘
柄
の
価
格
で
も
、
こ
の
二
〇
分
間
に
個
別
株
や
Ｅ
Ｔ

Ｆ
な
ど
多
く
の
商
品
で
五
％
か
ら
一
五
％
も
の
価
格
変
動
が
見
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
三
二
六
銘
柄
に
わ
た
る
二
万
件
以
上
の
取
引

（
Ｅ
Ｔ
Ｆ
を
含
む
）
が
、
急
落
直
前
の
価
格
と
比
べ
て
六
〇
％
以
上
も
下
回
る
低
価
格
で
取
引
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
一
セ
ン
ト
と
い

う
最
低
価
格
で
の
取
引
や
、
逆
に
一
〇
万
ド
ル
と
い
っ
た
き
わ
め
て
高
い
価
格
で
の
取
引
が
多
数
成
立
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
大
き

な
問
題
と
な
っ
た
。
結
果
的
に
は
、
取
引
所
や
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
な
ど
の
市
場
運
営
側
が
、
急
落
前
か
ら
六
〇
％
以
上
乖
離
し
た
価
格
で

の
取
引
を
対
象
に
、
過
去
最
大
の
取
り
消
し
措
置
を
行
っ
た
。

五
月
六
日
の
株
価
急
落
に
つ
い
て
は
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
と
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
に
よ
る
合
同
調
査
結
果
が
二
度
に
わ
た
っ
て
発
表
さ
れ
た
。
調
査
で

は
、
当
初
に
原
因
と
さ
れ
た
誤
発
注
や
ハ
イ
・
フ
リ
ク
エ
ン
シ
ー
・
ト
レ
ー
ド
（
高
頻
度
取
引
、
Ｈ
Ｆ
Ｔ
）
な
ど
が
急
落
の
原
因
に

な
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
否
定
さ
れ
た
も
の
の
、
単
一
の
原
因
が
見
つ
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
流
動
性
の
極
端
な
低
下
や
注
文
回

（47）

フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ク
ラ
ッ
シ
ュ
後
の
対
応
策

清
水
　
葉
子



送
の
問
題
な
ど
、
い
く
つ
も
の
要
因
が
複
合
的
に
重
な
り
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
１
）。

五
月
六
日
の
価
格
急
変
動
に
よ
る
混
乱
の
基
本
的
な
背
景
に
は
、
取
引
所
外
の
市
場
で
あ
る
Ａ
Ｔ
Ｓ
や
証
券
会
社
の
店
内
付
け
合

せ
な
ど
、
取
引
の
場
が
複
雑
に
分
散
し
た
ア
メ
リ
カ
証
券
市
場
の
状
況
や
、
自
動
化
さ
れ
た
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
取
引
な
ど
の
市
場
慣
行

が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
う
し
た
現
状
に
規
制
が
十
分
つ
い
て
い
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
を

引
き
起
こ
し
た
。
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ク
ラ
ッ
シ
ュ
後
に
矢
継
ぎ
早
に
提
示
さ
れ
た
対
応
策
を
検
討
す
る
。

１
　
統
一
サ
ー
キ
ッ
ト
・
ブ
レ
ー
カ
ー

従
来
か
ら
、
一
定
以
上
の
価
格
変
動
発
生
時
に
市
場
全
体
の
取
引
を
停
止
す
る
サ
ー
キ
ッ
ト
・
ブ
レ
ー
カ
ー
制
度
が
ア
メ
リ
カ
に

は
存
在
す
る
が
、
今
回
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ク
ラ
ッ
シ
ュ
で
は
、
市
場
全
体
に
サ
ー
キ
ッ
ト
・
ブ
レ
ー
カ
ー
が
発
動
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
こ
れ
は
、
従
来
の
サ
ー
キ
ッ
ト
・
ブ
レ
ー
カ
ー
の
発
動
基
準
が
前
日
終
値
か
ら
の
下
落
率
一
〇
％
と
定
め
ら
れ
て
い
る
の

に
対
し
、
五
月
六
日
の
ダ
ウ
平
均
の
下
落
率
が
九
・
一
六
％
と
発
動
基
準
に
及
ば
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
先
に
見
た

よ
う
に
個
別
の
銘
柄
の
下
落
率
に
は
極
端
な
も
の
が
多
数
見
ら
れ
た
ほ
か
、
結
果
的
に
多
く
の
取
引
が
取
り
消
し
に
追
い
込
ま
れ
る

な
ど
、
そ
の
影
響
は
き
わ
め
て
大
き
く
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ク
ラ
ッ
シ
ュ
で
は
従
来
タ
イ
プ
の
サ
ー
キ
ッ
ト
・
ブ
レ
ー
カ
ー
が
十
分
機

能
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
証
券
取
引
所
な
ど
特
定
市
場
が
取
引
を
抑
制
し
た
た
め
に
、
注
文
が
他
市

場
に
流
れ
て
下
落
を
加
速
し
た
と
い
っ
た
見
解
も
見
ら
れ
る
な
ど
、
市
場
間
で
ル
ー
ル
や
慣
習
が
異
な
る
こ
と
が
、
被
害
を
拡
大
し

た
と
い
う
問
題
意
識
が
高
ま
っ
た
。

こ
の
た
め
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
サ
ー
キ
ッ
ト
・
ブ
レ
ー
カ
ー
に
つ
い
て
の
ル
ー
ル
を
市
場
間
で
統
一
す
る
と
と
も
に
、
単
一
銘
柄
ご
と

に
大
幅
な
値
動
き
が
あ
っ
た
と
き
に
取
引
を
止
め
る
制
度
を
導
入
す
る
。
こ
れ
は
従
来
の
市
場
全
体
を
停
止
す
る
サ
ー
キ
ッ
ト
・
ブ
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レ
ー
カ
ー
に
加
え
て
、
銘
柄
ご
と
に
取
引
を
止
め
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
単
一
銘
柄
サ
ー
キ
ッ
ト
・
ブ
レ
ー
カ
ー
（Single

Stock

C
ircuit

B
reaker,SSC

B

）
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

今
回
の
提
案
内
容
は
、
ま
ず
は
二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
〇
日
ま
で
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
（
実
験
）
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
導
入
し
、
対
象

証
券
は
当
初
Ｓ
＆
Ｐ
五
〇
〇
構
成
証
券
と
さ
れ
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
六
月
一
〇
日
に
承
認
、
コ
メ
ン
ト
期
間
わ
ず
か
一
〇
日
間
で
施

行
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
六
月
三
〇
日
に
、R

ussell

一
〇
〇
〇
構
成
銘
柄
と
、
指
定
し
た
Ｅ
Ｔ
Ｐ
を
対
象
に
追
加
す
る
提
案
が
行
わ
れ
、

九
月
一
〇
日
に
追
加
を
承
認
し
て
い
る
（
２
）。

こ
の
ル
ー
ル
は
、
対
象
証
券
の
上
場
市
場
（
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
）
と
、
非
上
場
で
取
引
し
て
い
る
市
場
（
３
）（

非
プ
ラ
イ

マ
リ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
）
と
で
内
容
が
異
な
る
。

①
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
ル
ー
ル

当
該
証
券
を
上
場
し
て
い
る
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
は
、
サ
ー
キ
ッ
ト
・
ブ
レ
ー
カ
ー
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
証
券
が

直
前
五
分
間
に
一
〇
％
以
上
の
価
格
変
動
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
証
券
の
取
引
を
五
分
間
に
わ
た
っ
て
停
止
す
る
。
こ
の
ル
ー
ル

の
適
用
時
間
は
九
時
四
五
分
か
ら
三
時
三
五
分
と
す
る
（
朝
の
寄
付
き
を
解
消
し
て
以
降
か
ら
、
大
引
け
へ
の
参
加
を
確
保
で
き
る

時
間
ま
で
と
す
る
た
め
）。
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
取
引
が
停
止
さ
れ
る
と
、
総
合
テ
ー
プ
に
取
引
停
止
を
示
す
特
殊
な

表
示
（specialindicator

）
を
出
す
こ
と
で
他
市
場
に
通
知
し
、
他
市
場
で
も
取
引
を
停
止
す
る
。

取
引
再
開
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
五
分
の
停
止
時
間
が
経
過
し
て
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
取
引
が
再
開
さ
れ
れ
ば
、

他
市
場
も
再
開
す
る
。
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
需
給
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
以
外
の
理
由
（
シ
ス
テ
ム
の
不
具
合
な
ど
）
で
再
開

で
き
な
い
場
合
に
は
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
は
そ
の
旨
を
他
市
場
へ
通
知
し
、
他
市
場
は
そ
の
通
知
を
受
け
て
プ
ラ
イ
マ
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リ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
再
開
を
待
た
ず
に
再
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
再
開
可
能
の
通
知
が
な
く
て
も
、
一
〇
分
以
上
経
過

す
れ
ば
、
他
市
場
は
再
開
し
て
よ
い
。
サ
ー
キ
ッ
ト
・
ブ
レ
ー
カ
ー
は
、
誤
発
注
に
よ
る
価
格
変
動
の
場
合
に
は
発
動
さ
れ
な
い
。

②
非
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
お
よ
び
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ

プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
以
外
の
市
場
は
、
右
記
の
通
り
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
合
わ
せ
て
取
引
を
五
分
間
停
止

す
る
。
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
停
止
し
て
一
〇
分
経
過
す
る
か
、
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
停
止
が
需
給
イ
ン
バ

ラ
ン
ス
以
外
の
理
由
の
場
合
、
他
市
場
は
再
開
し
て
よ
い
（
た
だ
し
Ｉ
Ｓ
Ｅ
の
み
例
外
と
さ
れ
て
い
る
）。
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
も
同
様
に
、

店
頭
市
場
お
よ
び
取
引
所
外
市
場
で
あ
る
Ａ
Ｔ
Ｓ
で
の
取
引
を
停
止
す
る
。
た
だ
し
、
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
の
再
開
に
あ
た
っ
て
は
、
ど
こ

か
一
カ
所
の
取
引
所
が
再
開
す
る
ま
で
は
再
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

単
一
銘
柄
で
の
サ
ー
キ
ッ
ト
・
ブ
レ
ー
カ
ー
は
、
日
本
の
値
幅
制
限
と
は
性
質
の
異
な
る
ル
ー
ル
で
あ
る
が
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
、
事
前

に
決
め
ら
れ
た
値
幅
以
上
の
価
格
が
そ
も
そ
も
出
せ
な
い
日
本
の
よ
う
な
ル
ー
ル
を
導
入
す
る
こ
と
も
検
討
し
て
い
る
こ
と
に
言
及

し
て
い
る
（
４
）。

２
　
乖
離
し
た
価
格
で
の
取
引
（erroneous

trade
）
の
取
り
消
し

五
月
六
日
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ク
ラ
ッ
シ
ュ
で
は
、
結
果
的
に
は
下
落
前
に
比
べ
て
六
〇
％
以
上
乖
離
し
た
取
引
を
取
り
消
し
た
が
、

参
加
者
に
と
っ
て
は
透
明
性
に
欠
け
た
面
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
急
速
な
下
落
の
な
か
で
下
落
が
始
ま
っ
た
時
点
を
ど
こ
に
定
め
る

の
か
、
取
り
消
し
の
対
象
と
す
る
乖
離
幅
を
六
〇
％
と
し
た
こ
と
が
正
当
か
な
ど
、
取
り
消
し
の
扱
い
が
恣
意
的
で
あ
る
、
あ
る
い

は
公
正
で
な
い
と
い
っ
た
批
判
が
寄
せ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
取
引
自
体
は
取
り
消
さ
れ
る
に
せ
よ
、
合
理
性
を
欠
く
理
由
で
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大
き
な
価
格
変
動
が
生
じ
そ
の
価
格
で
出
来
情
報
が
流
れ
る
こ
と
も
、
市
場
全
体
を
大
き
く
混
乱
さ
せ
る
の
で
、
市
場
参
加
者
の
予

測
可
能
性
を
高
め
る
た
め
に
も
取
り
消
し
の
基
準
が
客
観
化
さ
れ
て
い
る
方
が
都
合
が
よ
い
。

こ
う
し
た
批
判
を
う
け
て
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
で
は
、
現
行
価
格
よ
り
一
定
以
上
乖
離
し
て
成
立
し
た
注
文
を
「
明
ら
か
な
誤
り
（clearly

erroneous
）」
と
み
な
し
て
取
り
消
す
こ
と
と
し
、
乖
離
幅
の
客
観
基
準
を
市
場
横
断
的
に
統
一
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
が
拡
大
し
た
と
き
に
、
い
つ
ど
の
よ
う
な
条
件
で
取
り
消
し
が
行
わ
れ
る
か
が
明
確
と
な
り
、
市
場
参
加
者
の
予

測
可
能
性
が
高
ま
る
。
Ｓ
Ｅ
Ｃ
で
は
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ク
ラ
ッ
シ
ュ
に
先
立
つ
二
〇
〇
九
年
秋
か
ら
誤
発
注
の
取
り
扱
い
ル
ー
ル
制

定
を
検
討
し
て
い
た
が
、
こ
の
時
点
で
は
取
引
所
ご
と
に
取
り
消
し
基
準
に
つ
い
て
裁
量
を
許
す
方
式
を
想
定
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ク
ラ
ッ
シ
ュ
の
発
生
で
、
市
場
間
で
統
一
し
た
取
り
消
し
ル
ー
ル
を
導
入
す
る
方
向
に
転
換
し
た
。

提
案
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
サ
ー
キ
ッ
ト
・
ブ
レ
ー
カ
ー
対
象
証
券
に
つ
い
て
は
サ
ー
キ
ッ
ト
・
ブ
レ
ー
カ
ー
の
発
動
価
格

を
参
照
価
格
と
し
、
二
五
ド
ル
以
下
の
証
券
に
つ
い
て
は
参
照
価
格
か
ら
一
〇
％
の
乖
離
で
取
り
消
し
、
二
五
ド
ル
超
か
ら
五
〇
ド

ル
以
下
の
証
券
は
五
％
の
乖
離
で
、
五
〇
ド
ル
超
の
証
券
は
三
％
の
乖
離
で
、
そ
れ
ぞ
れ
取
り
消
し
と
す
る
。
サ
ー
キ
ッ
ト
・
ブ
レ

ー
カ
ー
対
象
証
券
の
取
り
消
し
の
適
用
時
間
帯
は
サ
ー
キ
ッ
ト
・
ブ
レ
ー
カ
ー
発
動
時
間
帯
と
同
じ
く
、
九
時
四
五
分
か
ら
三
時
三

五
分
と
す
る
。

一
方
、
サ
ー
キ
ッ
ト
・
ブ
レ
ー
カ
ー
対
象
外
の
証
券
お
よ
び
サ
ー
キ
ッ
ト
・
ブ
レ
ー
カ
ー
発
動
時
間
帯
以
外
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て

は
、
複
数
証
券
が
巻
き
込
ま
れ
た
か
ど
う
か
を
基
準
と
す
る
。
五
分
以
内
に
五
銘
柄
以
上
二
〇
銘
柄
未
満
の
証
券
に
つ
い
て
は
、
一

〇
％
以
上
の
変
動
で
、
二
〇
銘
柄
を
超
え
る
銘
柄
で
変
動
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
三
〇
％
以
上
の
変
動
で
取
り
消
し
と
す
る
。
変
動

を
は
か
る
参
照
価
格
は
、
変
動
直
前
の
総
合
テ
ー
プ
の
出
来
値
な
ど
を
適
用
す
る
。
ま
た
、
取
引
所
の
取
引
時
間
外
に
つ
い
て
は
、

変
動
基
準
を
二
倍
に
す
る
ほ
か
、
Ｅ
Ｔ
Ｆ
に
つ
い
て
も
別
途
定
め
て
い
る
（
５
）。
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本
提
案
は
、
六
月
二
一
日
提
案
リ
リ
ー
ス
が
発
表
さ
れ
九
月
一
〇
日
に
承
認
さ
れ
た
。

３
　
ダ
イ
レ
ク
ト
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
ア
ク
セ
ス
の
制
限

本
提
案
は
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ク
ラ
ッ
シ
ュ
に
先
立
つ
二
〇
一
〇
年
一
月
に
行
わ
れ
て
い
た
が
（
６
）、

フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ク
ラ
ッ
シ
ュ
を
経

て
、
一
一
月
三
日
に
承
認
さ
れ
、
六
〇
日
後
に
施
行
さ
れ
る
。
ダ
イ
レ
ク
ト
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
ア
ク
セ
ス
（
Ｄ
Ｍ
Ａ
）、
あ
る
い
は

ス
ポ
ン
サ
ー
ド
・
ア
ク
セ
ス
と
は
、
顧
客
投
資
家
が
ブ
ロ
ー
カ
ー
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
Ｍ
Ｐ
Ｉ
Ｄ
（M

arket
Participant

Identifier

、

会
員
識
別
番
号
）
を
使
っ
て
直
接
的
に
取
引
所
や
Ａ
Ｔ
Ｓ
に
取
引
を
発
注
す
る
慣
行
で
あ
る
。
ブ
ロ
ー
カ
ー
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
を
経
由

す
る
従
来
の
発
注
方
法
に
比
べ
、
高
速
の
執
行
、
低
い
手
数
料
、
高
度
・
複
雑
な
取
引
戦
略
（
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
な
ど
）
の
利
用
な
ど

の
点
で
優
れ
る
と
さ
れ
、
利
用
が
拡
大
し
て
い
る
。

ダ
イ
レ
ク
ト
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
ア
ク
セ
ス
の
場
合
で
も
、
取
引
を
仲
介
し
て
い
る
ブ
ロ
ー
カ
ー
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
顧
客
投
資
家

の
取
引
に
つ
い
て
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
、
相
場
操
縦
、
空
売
り
規
制
な
ど
を
事
前
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
法
律
・
ル
ー
ル
上
の
管
理
義
務

を
負
っ
て
い
る
が
、
中
に
は
、U

nfiltered
A

ccess
あ
る
い
はN

aked
A

ccess

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
・
デ
ィ
ー
ラ
ー

に
よ
る
事
前
管
理
が
行
わ
れ
な
い
ま
ま
投
資
家
が
市
場
に
直
接
発
注
を
行
う
例
が
見
ら
れ
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
以
前
か
ら
問
題
に
し
て
き
た
。

こ
う
し
た
管
理
不
十
分
な
ダ
イ
レ
ク
ト
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
ア
ク
セ
ス
は
、「
免
許
の
な
い
者
に
自
分
の
車
の
鍵
を
渡
す
よ
う
な
も
の
」

（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
議
長
シ
ャ
ピ
ロ
）
な
ど
と
さ
れ
、
強
く
批
判
さ
れ
て
い
る
。

管
理
不
十
分
な
ダ
イ
レ
ク
ト
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
ア
ク
セ
ス
を
許
容
す
る
と
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
イ
ン
サ
イ
ダ
ー
取
引
な
ど
の
意

図
的
な
あ
る
い
は
意
図
し
な
い
規
制
ル
ー
ル
違
反
に
対
し
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
の
事
前
チ
ェ
ッ
ク
が
働
か
な
い
。
こ
の
た

め
、
こ
う
し
た
取
引
が
発
注
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
投
資
家
は
も
ち
ろ
ん
ブ
ロ
ー
カ
ー
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
も
経
済
上
・
規
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制
上
の
リ
ス
ク
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
証
券
取
引
所
や
Ａ
Ｔ
Ｓ
な
ど
の
市
場
運
営
者
側
も
、
高
速
で
直
接
発
注
が
行
わ
れ

る
こ
と
で
市
場
の
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
が
増
大
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
注
文
取
り
消
し
へ
の
対
応
や
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
の
修
正
な
ど
が
必

要
と
な
り
、
長
期
的
に
見
た
市
場
運
営
コ
ス
ト
が
上
昇
し
た
り
市
場
へ
の
信
認
が
低
下
し
た
り
す
る
リ
ス
ク
を
負
う
。
ま
た
、
高

速
・
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
取
引
が
拡
大
し
た
現
在
の
市
場
環
境
で
は
、
小
さ
な
誤
発
注
が
思
い
が
け
な
い
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
に
拡
大
す
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
（
７
）。

以
上
の
よ
う
な
リ
ス
ク
に
対
し
て
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
は
、
ダ
イ
レ
ク
ト
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
ア
ク
セ
ス
で
あ
っ
て
も
事

前
に
自
動
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
フ
ィ
ル
タ
ー
を
か
け
て
取
引
内
容
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
法
や
取
引
所
ル
ー
ル
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
ル
ー
ル
に
違
反
し

た
取
引
を
自
動
的
に
排
除
す
る
義
務
を
負
う
と
さ
れ
た
。
加
え
て
、
こ
う
し
た
事
前
チ
ェ
ッ
ク
の
た
め
の
手
続
き
を
書
面
お
よ
び
シ

ス
テ
ム
で
確
立
し
、
リ
ス
ク
管
理
の
有
効
性
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
ビ
ジ
ネ
ス
内
容
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
問
題
対
処
が
で
き
る
よ
う
定
期

的
に
シ
ス
テ
ム
を
点
検
・
記
録
す
る
と
と
も
に
定
期
点
検
の
た
め
の
手
続
き
を
維
持
す
る
こ
と
、
Ｃ
Ｅ
Ｏ
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
等
の

者
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
も
義
務
づ
け
る
こ
と
な
ど
が
定
め
ら
れ
た
。

４
　S

tub
Q
uote

の
禁
止

マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
ー
カ
ー
は
、
基
本
的
に
売
り
買
い
両
方
の
気
配
を
常
時
提
示
す
る
気
配
提
示
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
が
、
流
動

性
が
十
分
で
な
い
な
ど
の
理
由
で
取
引
を
成
立
さ
せ
た
く
な
い
と
き
に
は
、
極
端
に
安
い
買
い
気
配
・
極
端
に
高
い
売
り
気
配
を
提

示
し
、
意
図
的
に
取
引
が
成
立
し
な
い
よ
う
に
し
な
が
ら
、
形
式
的
に
気
配
提
示
義
務
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば

一
セ
ン
ト
の
買
い
気
配
、
一
〇
万
ド
ル
の
売
り
気
配
な
ど
を
提
示
し
て
い
る
場
合
は
、
気
配
を
提
示
し
て
は
い
て
も
、
売
買
成
立
を

意
図
し
て
い
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
ー
カ
ー
が
売
買
を
回
避
す
る
つ
も
り
で
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提
示
し
て
い
る
極
端
な
気
配
をstub

quote

と
呼
ん
で
い
る
。
五
月
六
日
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ク
ラ
ッ
シ
ュ
で
は
、
多
く
の
取
引
が
一

セ
ン
ト
な
ど
極
端
な
価
格
で
成
立
し
た
が
、
こ
れ
は
成
り
行
き
注
文
な
ど
が
、
極
端
な
流
動
性
不
足
の
中
でstub

quote

に
対
し
て

成
立
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
極
端
な
取
引
は
結
果
的
に
は
取
り
消
さ
れ
た
も
の
の
、
市
場
へ
の
影
響
は
大

き
く
混
乱
を
招
い
た
。

こ
う
し
た
事
態
に
対
応
し
て
、
取
引
所
上
場
証
券
の
取
引
時
間
内
の
取
引
に
つ
い
て
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
メ
ー
カ
ー
が
全
米
最
良
気

配
（
Ｎ
Ｂ
Ｂ
Ｏ
）
の
一
定
範
囲
内
で
し
か
気
配
を
出
せ
な
い
よ
う
制
限
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
サ
ー
キ
ッ
ト
・

ブ
レ
ー
カ
ー
対
象
証
券
に
つ
い
て
は
、
Ｎ
Ｂ
Ｂ
Ｏ
の
八
％
以
内
、
サ
ー
キ
ッ
ト
・
ブ
レ
ー
カ
ー
対
象
時
間
外
で
は
二
〇
％
以
内
、
サ

ー
キ
ッ
ト
・
ブ
レ
ー
カ
ー
対
象
外
の
証
券
に
つ
い
て
は
三
〇
％
以
内
に
気
配
提
示
が
制
限
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
気
配
更
新
の
と
き
に
、

一
・
五
％
程
度
の
追
加
的
な
乖
離
（drift
）
は
認
め
る
な
ど
一
定
の
柔
軟
性
を
盛
り
込
ん
で
い
る
。
提
案
は
、
一
一
月
五
日
に
承
認

さ
れ
一
二
月
六
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

こ
の
間
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
は
二
〇
一
〇
年
一
月
に
市
場
構
造
に
関
す
る
包
括
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
・
リ
リ
ー
ス
を
発
表
し
て
、
市
場
の
分
散

や
高
頻
度
取
引
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
取
引
な
ど
の
新
し
い
市
場
動
向
に
適
合
的
な
Ｎ
Ｍ
Ｓ
再
構
築
の
方
向
性
を
探
る
方
針
を
打
ち
出
し

た
。
さ
ら
に
並
行
し
て
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
オ
ー
ダ
ー
の
禁
止
（
二
〇
〇
九
年
九
月
）、
ダ
ー
ク
・
プ
ー
ル
の
透
明
性
向
上
（
二
〇
〇

九
年
一
〇
月
）、
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
ア
ン
フ
ィ
ル
タ
ー
ド
・
ア
ク
セ
ス
の
禁
止
、
大
口
取
引
者
情
報
の
収
集
（
二
〇
一
〇
年
五
月
）、

統
一
オ
ー
デ
ィ
ッ
ト
・
ト
レ
イ
ル
の
導
入
（
同
五
月
）
な
ど
を
す
す
め
て
い
る
最
中
に
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ク
ラ
ッ
シ
ュ
が
発
生
し
た
。

今
回
紹
介
し
た
新
し
い
ル
ー
ル
の
多
く
は
取
引
所
ル
ー
ル
と
し
て
導
入
さ
れ
て
い
る
が
（
サ
ー
キ
ッ
ト
・
ブ
レ
ー
カ
ー
、
注
文
取
り
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消
し
、stub

quote

）、
市
場
構
造
の
複
雑
化
に
と
も
な
っ
て
ル
ー
ル
の
複
雑
化
・
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
化
が
進
ん
で
い
る
印
象
は
否
め
な

い
。
証
券
市
場
の
構
造
設
計
と
い
っ
た
も
の
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
市
場
間
競
争
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
展
に
よ
る
大
き
な
メ

リ
ッ
ト
と
、
規
制
コ
ス
ト
の
上
昇
の
間
に
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（
１
）

R
eport

of
the

Staffs
of

the
C

F
T

C
and

SE
C

to
the

Joint
A

dvisory
C

om
m

ittee
in

E
m

erging
R

egulatory
Issues,"F

indings

R
egarding

the
M

arket
E

vents
of

M
ay

6,2010",Septem
ber

30,2010.C
F

T
C

&
SE

C
,"Prelim

inary
F

indings
R

egarding
the

M
arket

E
vents

ofM
ay

6,2010",M
ay

18,2010.

フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ク
ラ
ッ
シ
ュ
の
詳
細
と
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
お
よ
び
Ｃ
Ｆ
Ｔ
Ｃ
の
合
同
調
査
委

員
会
が
発
表
し
た
右
記
二
本
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
吉
川
真
裕
（
二
〇
一
〇
）「
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ク
ラ
ッ
シ
ュ
〜
米
国
株
価
急
変
動
の
実
態
」

『
証
研
レ
ポ
ー
ト
』
一
六
六
二
号
、
同
（
二
〇
一
〇
）「
フ
ラ
ッ
シ
ュ
・
ク
ラ
ッ
シ
ュ
に
関
す
る
共
同
報
告
書
〜
謎
は
解
け
た
か
」
一
六
六

〇
号
参
照
。

（
２
）

並
行
し
て
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
つ
い
て
も
現
物
が
停
止
に
な
っ
た
と
き
に
停
止
す
る
ル
ー
ル
を
導
入
す
る
。

（
３
）

日
本
と
異
な
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
取
引
所
で
証
券
を
取
引
す
る
の
に
必
ず
そ
の
取
引
所
に
上
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
く
、

他
の
取
引
所
に
上
場
さ
れ
て
い
る
銘
柄
で
あ
れ
ば
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
非
上
場
取
引
特
権
（
Ｕ
Ｔ
Ｐ
）
を
認
め
ら
れ
れ
ば
非
上
場
の
ま
ま
取
引
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
め
、
地
方
証
券
取
引
所
等
の
多
く
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
ナ
ス
ダ
ッ
ク
な
ど
主
要
証
券
取
引
所
の
上
場
銘
柄

を
非
上
場
取
引
特
権
に
基
づ
い
て
取
引
し
て
い
る
。

（
４
）

前
出R

eport
ofthe

Staffs
ofthe

C
F

T
C

and
SE

C
to

the
Joint

A
dvisory

C
om

m
ittee

in
E

m
erging

R
egulatory

Issues,"F
indings

R
egarding

the
M

arketE
vents

ofM
ay

6,2010",Septem
ber

30,2010

参
照
。
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（
５
）

レ
バ
レ
ッ
ジ
ド
Ｅ
Ｔ
Ｆ
、E

xchange-T
raded

N
ote

に
つ
い
て
は
、
レ
バ
レ
ッ
ジ
比
率
を
掛
け
た
変
動
基
準
を
設
け
る
。

（
６
）

提
案
に
つ
い
て
は
、
清
水
葉
子
（
二
〇
一
〇
）「
ダ
イ
レ
ク
ト
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
ア
ク
セ
ス
に
関
す
る
新
規
制
」『
証
研
レ
ポ
ー
ト
』
一
六

五
九
号
参
照
。

（
７
）

リ
リ
ー
ス
で
は
、
誤
発
注
に
よ
っ
て
特
定
銘
柄
の
ボ
ラ
テ
ィ
リ
テ
ィ
が
異
常
に
高
ま
っ
た
た
め
市
場
運
営
者
側
が
注
文
取
り
消
し
や
指
数

の
修
正
を
行
っ
た
ケ
ー
ス
の
ほ
か
、
契
約
先
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
信
用
制
限
を
越
え
た
多
額
の
取
引
を
管
理
で
き
な
か
っ
た
た
め
証
券
会
社
が

多
額
の
赤
字
を
計
上
し
た
ケ
ー
ス
な
ど
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
し
み
ず
　
よ
う
こ
・
客
員
研
究
員
）
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１
　
は
じ
め
に

二
〇
〇
九
年
一
月
の
株
券
電
子
化
開
始
か
ら
二
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
移
行
後
、
大
過
の
な
い
中
で
、
個
別
株
主
通
知
に

つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
施
行
後
間
も
な
い
昨
年
三
月
二
三
日
、「
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に

関
す
る
法
律
施
行
令
」
の
一
部
改
正
が
な
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、「
社
債
、
株
式
等
の
振
替
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
第
四
〇
条
が
改

正
さ
れ
、
少
数
株
主
権
等
の
行
使
期
間
は
「
二
週
間
」
か
ら
「
四
週
間
」
に
伸
長
さ
れ
た
。
振
替
株
式
に
つ
い
て
の
少
数
株
主
権
等

は
、
個
別
株
主
通
知
が
さ
れ
た
後
、
政
令
で
定
め
る
期
間
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
で
な
け
れ
ば
、
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。
株
主
総
会
に
対
す
る
議
案
の
提
案
権
を
行
使
し
た
い
と
す
る
市
民
団
体
等
か
ら
、
賛
同
者
が
揃
っ
て
個
別
株
主

通
知
を
行
う
の
に
は
、
二
週
間
で
は
短
い
と
す
る
意
見
が
提
出
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
て
改
正
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
個
別
株
主
通
知
を
巡
る
高
裁
の
解
釈
の
相
違
に
つ
い
て
も
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
経
済
産
業

省
は
、
平
成
二
二
年
六
月
二
三
日
発
表
の
「
今
後
の
企
業
法
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
と
い
う
文
書
の
中
の
「
企
業
の
組
織
再
編
・

Ｍ
＆
Ａ
支
援
」
と
い
う
項
目
の
中
で
い
く
つ
か
の
提
案
を
挙
げ
て
い
る
。
提
案
の
一
つ
に
「
商
事
・
金
融
高
等
裁
判
所
（
仮
称
）
の

創
設
」
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
現
行
制
度
の
問
題
点
と
し
て
、「
最
近
の
Ｍ
＆
Ａ
や
組
織
再
編
等
に
係
る
紛
争
事
案
に
お
い
て
、
第
一

審
（
地
裁
レ
ベ
ル
）
で
の
判
断
が
第
二
審
（
高
裁
レ
ベ
ル
）
で
覆
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
高
裁
の
判
断
に
つ
き
、
同
じ
高
裁
の

判
決
な
の
に
異
な
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
事
例
が
見
受
け
ら
れ
る
」
と
あ
り
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
事
例
を

（57）
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挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
具
体
的
な
対
応
策
と
し
て
、「
会
社
法
・
金
融
商
品
取
引
法
な
ど
商
事
・
金
融
紛
争
の
控
訴
審
・
抗
告

審
を
専
門
的
に
審
理
す
る
部
を
設
け
て
事
件
の
処
理
を
集
中
さ
せ
、
こ
れ
を
「
商
事
・
金
融
高
等
裁
判
所
」
と
称
す
る
も
の
と
す
る
。」

と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、「
Ｍ
＆
Ａ
や
組
織
再
編
、
証
券
市
場
に
お
け
る
株
式
の
取
扱
等
に
係
る
紛
争
事
案
に
お
い
て
は
、
株

式
の
価
格
認
定
や
実
務
特
有
の
手
続
の
瑕
疵
な
ど
が
争
点
と
な
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
判
断
に
は
法
解
釈
の
み
な
ら
ず
、
フ
ァ
イ
ナ

ン
ス
や
実
務
上
の
取
扱
等
、
高
度
に
専
門
的
な
知
見
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
新
た
な
紛
争
類
型
に
対
し

て
、
控
訴
審
・
抗
告
審
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
専
門
的
体
制
が
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
裁
判
所

の
専
門
的
処
理
体
制
が
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。」
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
１
）。

個
別
株
主
通
知
に
つ
い
て
は
、
少
数
株
主
権
行
使
の
際
に
必
要
と
な
る
手
続
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
周
知
の
も
の
で
あ
る
と
は
言

い
難
い
。
証
券
会
社
の
窓
口
対
応
で
の
混
乱
、
手
続
の
遅
延
が
見
ら
れ
、
個
別
株
主
通
知
受
付
事
務
が
証
券
会
社
の
窓
口
ま
で
徹
底

し
て
い
な
い
実
態
が
伺
え
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
個
別
株
主
通
知
を
巡
る
高
裁
で
の
解
釈
の
相
違
に
つ
い
て
分
析
し
、
何
が
起
き
た
の
か
、
個
別
株
主
と
は

何
か
、
何
が
問
題
な
の
か
を
考
察
し
た
い
。

２
　
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
の
事
例

（
１
）
フ
リ
ー
ビ
ッ
ト
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
株
式
の
公
開
買
付

メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
は
、
東
証
マ
ザ
ー
ズ
上
場
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
会
社
で
あ
っ
た
（
２
）。

二
〇
〇
五
年
一
一
月
に
ラ
イ

ブ
ド
ア
の
傘
下
に
入
っ
た
が
、
ラ
イ
ブ
ド
ア
の
証
券
不
祥
事
の
影
響
を
受
け
業
績
が
悪
化
し
、
二
〇
〇
七
年
一
月
に
は
提
携
関
係
を

解
消
し
た
。
そ
の
後
も
業
績
不
振
が
続
い
て
い
た
。
ラ
イ
ブ
ド
ア
と
の
提
携
解
消
後
、
日
本
Ｓ
Ｇ
Ｉ
株
式
会
社
と
も
資
本
提
携
を
行
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っ
た
が
、
業
績
悪
化
に
歯
止
め
が
か
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
東
証
マ
ザ
ー
ズ
上
場
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
企
業
で
あ
る
フ
リ
ー

ビ
ッ
ト
株
式
会
社
の
完
全
子
会
社
と
な
る
た
め
、
フ
リ
ー
ビ
ッ
ト
に
よ
る
公
開
買
付
が
行
わ
れ
、
上
場
廃
止
を
目
指
す
こ
と
と
な
っ

た
（
３
）。フ

リ
ー
ビ
ッ
ト
に
よ
る
株
式
公
開
買
付
は
、
公
開
買
付
期
間
、
平
成
二
一
年
二
月
一
三
日
か
ら
平
成
二
一
年
三
月
一
二
日
ま
で

（
二
〇
営
業
日
）、
買
付
価
格
は
普
通
株
式
一
株
に
つ
き
二
万
四
二
一
九
円
で
行
わ
れ
た
。
こ
の
公
開
買
付
け
に
よ
り
フ
リ
ー
ビ
ッ
ト

は
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
の
株
式
を
七
万
八
九
五
八
株
取
得
し
た
。
こ
の
結
果
、
フ
リ
ー
ビ
ッ
ト
は
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン

ジ
株
式
を
公
開
買
付
以
前
に
所
有
し
て
い
た
も
の
と
併
せ
て
、
七
万
九
〇
五
七
株
保
有
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
所
有
割
合
は
八

二
・
四
六
％
と
な
っ
た
（
４
）。

（
２
）
全
部
取
得
条
項
付
株
式
を
発
行
す
る
た
め
の
法
的
な
手
続

フ
リ
ー
ビ
ッ
ト
の
完
全
子
会
社
と
な
る
た
め
の
第
二
段
階
は
、
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
の
定
款
の
一
部
を
変
更
し
、
普
通
株

式
を
全
部
取
得
条
項
付
株
式
と
す
る
手
続
で
あ
る
。
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
と
は
、
一
〇
〇
％
減
資
を
容
易
に
す
る
た
め
に
会

社
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
種
類
株
式
の
一
種
で
あ
る
。

一
般
に
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
を
発
行
す
る
た
め
に
は
、
以
下
の
手
続
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
普
通

株
式
し
か
発
行
し
て
こ
な
か
っ
た
発
行
会
社
は
、
定
款
の
一
部
を
変
更
し
、
種
類
株
式
発
行
会
社
と
な
る
。
次
に
、
既
に
発
行
さ
れ

て
い
る
普
通
株
式
を
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
と
す
る
た
め
の
定
款
変
更
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
定
款
変
更
に

は
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
必
要
と
す
る
（
三
〇
九
条
二
項
一
一
号
）。
ま
た
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
内
容
も
定
款
で

定
め
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
一
〇
八
条
二
項
七
号
の
取
得
対
価
の
価
額
の
決
定
方
法
、
全
部
取
得
を
実
行
す
る
た
め
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の
株
主
総
会
決
議
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
条
件
を
定
め
る
と
き
は
、
そ
の
条
件
を
定
め
る
。
さ
ら
に
、
全
部
取
得
条
項
を
付
さ
れ
る

種
類
株
式
の
種
類
株
主
総
会
（
三
二
四
条
二
項
一
号
）
の
特
別
決
議
も
必
要
で
あ
り
、
全
部
取
得
条
項
を
付
す
こ
と
に
反
対
の
株
主

に
は
、
株
式
買
取
請
求
権
が
与
え
ら
れ
る
（
会
社
法
一
一
六
条
一
項
二
号
）。
ま
た
、
取
得
価
額
に
反
対
の
株
主
に
は
裁
判
所
へ
の

取
得
価
格
申
立
決
定
権
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
取
得
の
た
め
の
株
主
総
会
の
特
別
決
議
も
必
要
と
な
る
。
取
締
役
は
、
こ
の
株
主
総
会
に

お
い
て
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
全
部
を
取
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
理
由
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
七
一
条

三
項
）。
発
行
会
社
は
株
主
総
会
の
特
別
決
議
に
よ
っ
て
、
取
得
対
価
の
内
容
（
金
銭
、
社
債
、
新
株
予
約
権
な
ど
）、
数
額
等
又
は

そ
の
算
定
方
法
、
取
得
対
価
を
交
付
す
る
場
合
は
、
そ
の
割
当
て
に
関
す
る
事
項
、
会
社
が
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
を
取
得
す

る
日
（
取
得
日
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
七
一
条
一
項
）。

実
務
上
は
定
款
変
更
の
株
主
総
会
、
種
類
株
主
総
会
、
そ
れ
に
続
く
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
取
得
の
た
め
の
株
主
総
会
の
特

別
決
議
ま
で
を
一
回
の
株
主
総
会
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
３
）
反
対
株
主
に
よ
る
価
格
決
定
の
申
立
（
会
社
法
一
七
二
条
一
項
）

全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
に
よ
っ
て
株
主
か
ら
株
式
を
取
得
す
る
場
合
、
決
議
さ
れ
た
価
額
に
不
満
の
あ
る
株
主
は
、
裁
判
所

に
価
格
決
定
の
申
立
て
を
す
る
権
利
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
株
主
総
会
に
先
立
っ
て
全
部
取
得
条
項
付
種

類
株
式
取
得
反
対
の
旨
を
通
知
し
、
さ
ら
に
株
主
総
会
に
お
い
て
取
得
に
反
対
し
、
株
主
総
会
の
日
か
ら
二
〇
日
以
内
に
裁
判
所
に

対
し
、
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
の
価
格
決
定
の
申
立
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
４
）
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
の
全
部
取
得
条
項
付
株
式

平
成
二
一
年
六
月
二
九
日
付
け
の
株
主
総
会
及
び
種
類
株
主
総
会
に
お
い
て
、

①
　
資
本
金
及
び
資
本
準
備
金
の
額
の
減
少

②
　
定
款
の
一
部
を
変
更
し
て
種
類
株
式
発
行
会
社
と
す
る
こ
と

③
　
上
記
②
の
議
案
が
承
認
さ
れ
た
定
款
変
更
の
効
力
が
生
ず
る
こ
と
等
を
条
件
と
し
、
②
に
よ
る
変
更
後
の
定
款
の
一
部
を
変

更
し
、
発
行
す
る
全
て
の
普
通
株
式
に
全
部
取
得
条
項
を
付
す
こ
と

④
　
上
記
②
及
び
③
の
議
案
に
係
る
定
款
変
更
の
効
力
が
生
ず
る
こ
と
等
を
条
件
と
し
、
株
式
の
全
部
取
得
株
式
と
引
き
換
え
に

別
個
の
株
式
を
交
付
す
る
こ
と

が
承
認
さ
れ
た
（
５
）。

ま
た
、
全
部
取
得
条
項
付
株
式
の
対
価
と
し
て
Ａ
種
種
類
株
式
を
設
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
交
換
比
率
は
Ａ
種
種
類
株
対
全

部
取
得
条
項
付
普
通
株
式
＝
一
対
一
万
六
〇
〇
〇
と
な
っ
た
。
全
部
取
得
条
項
付
普
通
株
式
の
取
得
対
価
と
し
て
交
付
さ
れ
る
Ａ
種

種
類
株
式
は
、
フ
リ
ー
ビ
ッ
ト
以
外
の
株
主
に
は
一
株
未
満
の
端
数
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
フ
リ
ー
ビ
ッ
ト
以
外
の
株
主
に
は
、
株

式
処
分
代
金
が
支
払
わ
れ
る
。
価
格
は
一
株
に
付
き
公
開
買
付
価
格
の
二
万
四
二
一
九
円
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
メ
デ
ィ
ア
エ

ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
普
通
株
式
は
、
平
成
二
一
年
七
月
三
〇
日
付
で
上
場
廃
止
と
な
っ
た
。

ま
た
、
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
は
、
平
成
二
一
年
七
月
一
四
日
の
取
締
役
会
で
、
Ａ
種
種
類
株
式
の
交
付
の
基
準
日
を
八
月

四
日
と
定
め
、
平
成
二
一
年
七
月
一
五
日
、
会
社
法
一
二
四
条
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
保
管
振
替
機
構
に
対
し
、
平
成
二
一

年
八
月
四
日
を
基
準
と
す
る
総
株
主
通
知
を
実
施
す
る
よ
う
に
依
頼
し
た
。
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
に
よ
る
全
部
取
得
条
項
付

普
通
株
式
の
取
得
及
び
Ａ
種
種
類
株
式
交
付
の
効
力
発
生
日
は
平
成
二
一
年
八
月
五
日
で
あ
っ
た
。
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３
　
株
主
を
特
定
す
る
た
め
の
方
法

本
稿
で
取
り
上
げ
る
三
つ
の
事
例
は
、
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
が
全
部
取
得
条
項
付
株
式
を
取
得
す
る
際
、
株
主
総
会
で
決

議
さ
れ
た
価
額
に
反
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
別
の
株
主
が
、
価
格
決
定
申
立
前
に
個
別
株
主
通
知
を
せ
ず
に
申
し
立
て
た
も
の
で
あ
る
。

事
件
の
詳
細
を
見
る
前
に
、
個
別
株
主
通
知
と
は
何
か
に
つ
い
て
概
観
し
た
い
。

株
券
電
子
化
以
前
、
株
主
名
簿
は
株
券
を
保
有
す
る
株
主
の
株
主
名
簿
と
保
管
振
替
制
度
に
お
け
る
実
質
株
主
名
簿
と
が
あ
り
、

基
準
日
に
は
両
者
が
合
算
さ
れ
、
株
主
名
簿
が
作
成
さ
れ
て
い
た
。
保
管
振
替
制
度
に
あ
る
実
質
株
主
が
少
数
株
主
権
を
行
使
す
る

場
合
、
保
管
振
替
制
度
機
構
か
ら
預
託
し
て
い
た
株
券
を
引
き
出
し
、
名
義
書
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
抗
要
件
を
具
備
し
、
株
主

権
を
行
使
し
て
い
た
。
株
券
電
子
化
後
は
、
株
券
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

株
式
等
振
替
制
度
に
お
い
て
は
、
振
替
機
関
が
、
振
替
法
（
第
一
五
一
条
）
に
基
づ
き
、
株
主
確
定
日
に
お
け
る
振
替
口
座
簿
の

記
録
事
項
を
発
行
会
社
に
通
知
す
る
。
こ
の
通
知
を
総
株
主
通
知
と
い
う
。
会
社
法
が
基
準
日
（
会
社
法
一
二
四
条
一
項
）
を
定
め

株
主
に
一
斉
に
行
使
を
認
め
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
振
替
機
関
か
ら
の
総
株
主
通
知
（
振
替
法
一
五
一
条
）
に
よ
る
名
義
書
換
（
振

替
法
一
五
二
条
）
が
な
さ
れ
る
。

次
に
、
個
別
株
主
通
知
は
、
振
替
機
関
が
、
振
替
法
（
第
一
五
四
条
）
に
基
づ
き
、
会
社
法
一
二
四
条
一
項
に
規
定
す
る
以
外
の

権
利
、
つ
ま
り
少
数
株
主
権
等
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
加
入
者
に
係
る
振
替
口
座
簿
の
記
録
事
項
を
発
行
会
社
に
対
し
て
通
知
す
る

も
の
を
い
う
。
少
数
株
主
権
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
株
主
は
、
口
座
管
理
機
関
で
あ
る
証
券
会
社
を
通
じ
て
、
振
替
機
関
か
ら
発
行

会
社
に
対
し
て
、
個
別
に
通
知
を
行
う
よ
う
申
し
出
る
。

個
別
株
主
通
知
が
、
株
主
か
ら
の
申
し
出
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
に
対
し
、
発
行
会
社
が
現
在
の
株
主
を
知
る
方
法
に
発
行
会
社

に
よ
る
情
報
提
供
請
求
が
あ
る
。
株
式
等
振
替
制
度
で
は
、
振
替
口
座
簿
の
記
録
事
項
を
証
明
し
た
書
類
の
交
付
又
は
当
該
事
項
に
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係
る
情
報
の
提
供
を
請
求
で
き
る
主
体
と
し
て
、
加
入
者
本
人
の
ほ
か
、
発
行
会
社
等
の
加
入
者
の
口
座
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者

に
つ
い
て
も
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
加
入
者
の
直
近
上
位
機
関
に
対
し
て
当
該
直
近
上
位
機
関
が
定
め
る
費
用
を
支
払
っ

て
、
情
報
提
供
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
個
別
株
主
通
知
の
解
釈
を
巡
る
高
裁
の
三
つ
の
決
定

（
１
）
高
裁
の
異
な
る
三
つ
の
決
定

以
下
の
三
つ
の
事
例
の
い
ず
れ
も
、
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
は
、
反
対
株
主
が
裁
判
所
へ
の
価
格
決
定
の
申
立
前
に
個
別
株

主
通
知
を
し
て
い
な
い
か
ら
、
社
振
法
一
五
四
条
二
項
の
規
定
に
よ
り
本
件
申
立
は
不
適
法
で
あ
る
と
主
張
し
た
（
６
）。

第
一
審
（
地
裁
）
決
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
価
格
決
定
申
立
期
間
内
（
株
主
総
会
の
日
か
ら
二
〇
日
以
内
）
に
個
別
株
主
通
知
を
株
券

電
子
化
会
社
（
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
）
に
到
達
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
し
て
、
申
立
は
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
却
下

し
た
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
抗
告
人
（
反
対
株
主
）
が
抗
告
し
た
。

（
２
）
平
成
二
二
・
一
・
二
〇
東
京
高
裁
第
一
五
民
事
部
決
定
、
平
成
二
一
年
（
ラ
）
第
二
二
一
六
号
株
式
価
格
決
定
申
立

却
下
決
定
に
対
す
る
抗
告
事
件
、
抗
告
棄
却
﹇
①
事
件
﹈、
原
審
　
平
成
二
一
・
一
一
・
一
三
東
京
地
裁
決
定
、
平

成
二
一
年
（
ヒ
）
第
三
四
三
号

原
審
は
、
申
立
て
は
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
却
下
し
た
。

東
京
高
裁
の
判
決
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
本
件
申
立
て
（
裁
判
所
に
対
す
る
価
格
決
定
の
申
立
て
）
は
、
少
数
株
主
権
の
行
使
の
一
態
様
で
あ
り
、
そ
の
行
使
は
株
主
総

会
の
日
か
ら
二
〇
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
（
会
社
法
一
七
二
条
一
項
）、
本
件
申
立
て
に
お
け
る
個
別
株
主
通
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知
は
単
な
る
対
抗
要
件
で
は
な
く
、
振
替
制
度
の
下
、
会
社
法
一
七
二
条
一
項
所
定
の
株
主
が
、
同
時
点
に
お
い
て
自
ら
が
同
条
の

『
株
主
』
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
た
め
の
要
件
で
あ
る
か
ら
、
同
条
項
の
申
立
期
間
内
、
す
な
わ
ち
、
株
主
総
会
の
日
か
ら
二
〇

日
以
内
に
具
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
（
７
）。」

と
し
、
裁
判
所
へ
の
申
立
期
間
内
の
会
社
へ
の
個
別
株
主
通

知
を
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
し
た
。

（
３
）
平
成
二
二
・
二
・
九
東
京
高
裁
第
一
四
民
事
部
決
定
、
平
成
二
一
年
（
ラ
）
第
二
二
一
五
号
株
式
価
格
決
定
申
立
却
下
決

定
に
対
す
る
抗
告
事
件
、
原
判
決
取
消
し
・
差
戻
し
﹇
②
事
件
﹈、
原
審
　
平
成
二
一
・
一
一
・
一
三
東
京
地
裁
決
定
、
平

成
二
一
年
（
ヒ
）
第
三
三
九
号

原
審
は
、
申
立
て
は
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
却
下
し
た
。

東
京
高
裁
の
判
決
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
会
社
法
一
七
二
条
一
項
は
、
価
格
決
定
の
申
立
て
を
す
る
者
の
資
格
を
一
定
の
株
主
に
限
定
し
、
申
立
て
が
で
き
る
期
間
を
会

社
法
一
七
一
条
一
項
の
株
主
総
会
の
日
か
ら
二
〇
日
以
内
と
し
て
い
る
も
の
の
、
明
文
上
、
申
立
時
あ
る
い
は
上
記
期
間
中
に
株
主

資
格
に
つ
い
て
対
抗
要
件
を
備
え
る
こ
と
ま
で
要
求
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
実
質
的
に
み
て
も
、
会
社
は
、
上
記
株
主
総
会
の
招
集

に
際
し
て
は
、
同
法
一
七
二
条
一
条
一
項
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
申
立
人
に
つ
い
て
は
、
株
主
と
認
め
て
招
集
通
知
を
送
付
す
る

こ
と
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
同
条
項
の
申
立
て
は
同
株
主
総
会
か
ら
わ
ず
か
二
〇
日
以
内
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
同
条
項
が
、

そ
の
申
立
時
に
お
い
て
、
会
社
が
申
立
人
の
株
主
資
格
を
争
う
こ
と
を
想
定
し
て
前
も
っ
て
対
抗
要
件
を
具
備
し
て
お
く
こ
と
ま
で

要
求
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
上
記
二
〇
日
以
内
に
個
別
株
主
通
知
が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、

そ
の
手
続
に
要
す
る
期
間
を
加
味
す
る
必
要
が
生
じ
株
主
の
考
慮
期
間
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
上
、
価
格
決
定
の
申
立
て
の
効
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力
が
、
会
社
が
申
立
人
の
株
主
資
格
を
争
う
旨
を
表
明
す
る
時
期
や
振
替
機
関
が
個
別
株
主
通
知
を
す
る
場
合
の
事
務
手
続
き
の
都

合
な
ど
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
相
当
で
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
価
格
決
定
の
申
立
て
後
、
会
社
が
申
立
人
の
株
主
資
格
を
争
う
旨
の
陳
述
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
審
理
期
間
中

す
な
わ
ち
裁
判
所
の
決
定
が
さ
れ
る
ま
で
に
、
個
別
株
主
通
知
の
手
続
を
行
っ
て
対
抗
要
件
を
具
備
す
れ
ば
足
り
る
と
解
す
べ
き
で

あ
る
。
そ
う
解
し
て
も
、
申
立
期
間
を
二
〇
日
に
限
定
し
て
総
会
決
定
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
の
早
期
安
定
を
図
っ
た
主
旨
に
反
す
る

と
は
い
え
な
い
し
、
特
段
価
格
決
定
の
審
理
に
支
障
を
生
じ
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
相
手
方
の
上
記
主
張
は
理
由
が
な
い
（
８
）。」

と
し
、
裁
判
所
の
価
格
決
定
申
立
事
件
の
審
理
終
結
ま
で
の
間
に
会
社
へ
の

個
別
株
主
通
知
を
す
れ
ば
よ
い
と
し
た
。

（
４
）
平
成
二
二
・
二
・
一
八
東
京
高
裁
第
一
七
民
事
部
決
定
、
平
成
二
一
年
（
ラ
）
第
二
二
一
八
号
株
式
価
格
決
定
申
立
却
下

決
定
に
対
す
る
抗
告
事
件
、
原
判
決
取
消
し
・
差
戻
し
﹇
③
事
件
﹈、
原
審
　
平
成
二
一
・
一
一
・
一
三
東
京
地
裁
決
定
、

平
成
二
一
年
（
ヒ
）
第
三
三
六
号

原
審
は
、
申
立
て
は
不
適
法
で
あ
る
と
し
て
却
下
し
た
。

「
３．

価
格
決
定
申
立
権
と
少
数
株
主
権
等
の
行
使

価
格
決
定
申
立
権
は
、
会
社
法
一
二
四
条
一
項
に
規
定
す
る
権
利
に
該
当
す
る
か
、
少
な
く
と
も
同
項
に
規
定
す
る
権
利
に
関

す
る
規
定
を
類
推
適
用
す
べ
き
権
利
で
あ
っ
て
、
社
振
法
一
五
四
条
一
項
に
規
定
す
る
少
数
株
主
権
等
に
は
該
当
し
な
い
も
の
と

解
す
べ
き
で
あ
る
。
…
中
略
」

「（
６
）
結
論
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以
上
に
説
示
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
取
得
の
基
準
日
に
お
け
る
株
主
で
あ
る
こ
と
が
価
格
決
定
申
立
権
行
使
の
要
件
の

一
つ
と
な
り
、
会
社
は
取
得
の
基
準
日
の
総
株
主
通
知
に
よ
り
価
格
決
定
申
立
権
を
有
す
る
株
主
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
総
株
主

通
知
と
は
別
に
個
別
株
主
通
知
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
会
社
が
受
け
る
べ
き
格
別
の
メ
リ
ッ
ト
は
認
め
ら
れ
ず
、
価
格
決
定
申
立

前
に
個
別
株
主
通
知
を
要
求
す
る
株
券
電
子
化
会
社
に
お
け
る
価
格
決
定
申
立
権
の
行
使
が
通
常
の
会
社
に
お
け
る
よ
り
も
著
し

く
株
主
に
負
担
を
課
す
結
果
と
な
り
、
個
別
株
主
通
知
も
制
度
設
計
自
体
も
こ
れ
を
価
格
決
定
申
立
権
に
適
用
す
る
に
は
あ
ま
り

合
理
性
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
価
格
決
定
申
立
権
は
、
基
準
日
に
お
け
る
株
主
で
あ
る
こ
と
が
権
利
行
使
要
件

の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
会
社
法
一
二
四
条
一
項
に
規
定
す
る
権
利
に
該
当
す
る
か
、
少
な
く
と
も
会
社
法
一
二
四
条
一

項
に
規
定
す
る
権
利
に
関
す
る
規
定
が
類
推
適
用
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
…
中
略
」

「
し
か
し
な
が
ら
、
価
格
決
定
申
立
権
は
、
定
時
株
主
総
会
の
基
準
日
の
株
主
が
同
法
一
七
二
条
一
項
一
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
従
っ
て
反
対
を
行
っ
た
こ
と
、
及
び
取
得
の
基
準
日
に
お
い
て
も
相
手
方
の
株
主
で
あ
る
こ
と
が
要
件
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、

抗
告
人
が
い
ず
れ
の
基
準
日
に
お
い
て
も
相
手
方
の
株
主
で
あ
る
こ
と
は
、
総
株
主
通
知
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、

前
説
示
の
、
株
主
が
同
法
一
二
四
条
一
項
に
規
定
す
る
権
利
を
行
使
す
る
に
当
た
っ
て
個
別
株
主
通
知
を
要
し
な
い
こ
と
と
し
た

実
質
的
理
由
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
実
質
的
に
、
抗
告
人
が
行
使
し
た
価
格
決
定
申
立
権
は
、
同
項
に

規
定
す
る
権
利
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
す
る
と
、
価
格
決
定
申
立
権
の
行
使
に
は
社
振
法
一
五
四
条
二
項
の
規
定
は
適
用
さ
れ
な
い
か
ら
、
抗
告
人
の
本
件
価
格

決
定
申
立
は
適
法
で
あ
る
。
こ
れ
と
異
な
り
、
本
件
価
格
決
定
申
立
を
不
適
法
と
し
て
却
下
し
た
原
判
決
は
、
取
り
消
す
べ
き
で

あ
る
。」
と
し
た
（
９
）。
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５
　
個
別
株
主
通
知
と
は
何
か

（
１
）
個
別
株
主
通
知
の
法
律
的
な
性
格
は
何
か

上
記
、
事
件
で
は
個
別
株
主
通
知
の
法
的
な
捉
え
方
が
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
個
別
株
主
通
知
は
、
本
案
判
決
を
す
る

た
め
の
前
提
条
件
で
あ
る
訴
訟
要
件
と
捉
え
ら
れ
る
か
、
既
に
成
立
し
た
権
利
関
係
、
法
律
関
係
を
他
人
に
対
し
て
法
律
上
主
張
す

る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
法
律
要
件
か
。

会
社
法
一
三
〇
条
一
項
は
「
株
式
の
譲
渡
は
、
そ
の
株
式
を
取
得
し
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
を
株
主
名
簿
に
記
載
し
、

又
は
記
録
し
な
け
れ
ば
、
株
式
会
社
そ
の
他
の
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
と
し
、
株
主
名
簿
の
名
義
書
換
を
対
抗

要
件
と
し
て
い
る
。
株
券
等
振
替
制
度
に
お
い
て
は
、
会
社
法
が
基
準
日
（
会
社
法
一
二
四
条
一
項
）
を
定
め
株
主
に
一
斉
に
行
使

を
認
め
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
振
替
機
関
か
ら
の
総
株
主
通
知
（
振
替
法
一
五
一
条
）
に
よ
る
名
義
書
換
（
振
替
法
一
五
二
条
）
が

な
さ
れ
る
。

ま
た
、
少
数
株
主
権
に
つ
い
て
は
、
社
振
法
一
四
七
条
四
項
は
「
振
替
機
関
が
第
一
四
五
条
第
三
項
の
義
務
の
全
部
を
履
行
し
た

と
き
は
、
株
主
の
権
利
（
会
社
法
第
一
二
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
権
利
を
除
く
。
次
条
第
四
項
及
び
第
一
五
四
条
に
お
い
て
「
少

数
株
主
権
等
」
と
い
う
。）
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。」
と
し
、
名
義
書
換
を
会
社
へ
の
対
抗
要
件

で
な
い
と
し
て
い
る
（
社
振
法
第
一
五
四
条
）。
振
替
株
式
に
つ
い
て
の
少
数
株
主
権
等
の
行
使
に
つ
い
て
は
、
会
社
法
第
一
三
〇

条
第
一
項
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
株
主
名
簿
の
名
義
書
換
に
代
え
て
、
社
振
法
一
五
四
条
に
基
づ
く
個
別
株
主
通
知
が
な
さ
れ
る
。

株
主
は
個
別
株
主
通
知
か
ら
四
週
間
以
内
に
権
利
を
行
使
す
る
（
10
）。

上
記
決
定
を
個
別
に
見
て
み
る
と
、
①
決
定
で
は
、
個
別
株
主
通
知
を
単
な
る
対
抗
要
件
と
し
て
で
は
な
く
、
自
ら
が
「
株
主
」

で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
要
件
と
し
て
い
る
。
会
社
法
一
七
二
条
は
株
主
と
し
て
の
価
格
決
定
申
立
て
は
株
主
総
会
後
二
〇
日
以
内
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に
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
期
間
に
個
別
株
主
通
知
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
個
別
株
主
通
知
を
対
抗
要
件
で

は
な
く
、
実
質
的
に
訴
訟
要
件
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
②
及
び
③
決
定
で
は
、
個
別
株
主
通
知
を
訴
訟
要
件
と

し
て
で
は
な
く
、
対
抗
要
件
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
一
方
、
立
法
担
当
者
は
、
個
別
株
主
通
知
を
株
主
名
簿
の
記
録
に
代
わ
る
会
社

に
対
す
る
対
抗
要
件
と
捉
え
、
訴
訟
要
件
と
は
考
え
て
い
な
い
（
11
）。

（
２
）
個
別
株
主
通
知
は
い
つ
ま
で
に
必
要
か

個
別
株
主
通
知
は
い
つ
ま
で
に
必
要
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
①
決
定
で
は
、
個
別
株
主
通
知
を
単
な
る
対
抗
要
件
で
は
な
く
、

自
ら
株
主
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
要
件
で
あ
る
の
で
、
申
立
て
の
時
に
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
②
決
定
で
は
、「
価
格
決
定

の
申
立
て
後
、
会
社
が
申
立
人
の
株
主
資
格
を
争
う
旨
の
陳
述
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
審
理
期
間
中
す
な
わ
ち
裁
判
所
の
決
定
が

さ
れ
る
ま
で
に
、
申
立
期
間
を
二
〇
日
に
限
定
し
て
総
会
決
定
を
め
ぐ
る
法
律
関
係
の
早
期
安
定
を
図
っ
た
主
旨
に
反
す
る
と
は
い

え
な
い
し
、
特
段
価
格
決
定
の
審
理
に
支
障
を
生
じ
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。」
と
し
、
裁
判
所
の
決
定
が
な
さ
れ
る
ま
で
に
具
備

す
れ
ば
よ
い
と
し
て
い
る
。

（
３
）
個
別
株
主
通
知
に
関
す
る
他
の
論
点
及
び
そ
の
他
の
論
点

全
部
取
得
条
項
付
株
式
の
価
格
決
定
申
立
権
の
ほ
か
に
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
訴
訟
ま
で
に
個
別
株
主
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
も

の
が
あ
る
か
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
に
組
織
再
編
等
に
お
け
る
反
対
株
主
の
買
取
請
求
権
（
会
社
法
四
六
九
条
、
七
八
五
条
、
七
九

七
条
、
八
〇
六
条
及
び
そ
れ
に
続
く
価
格
決
定
の
申
立
て
）
が
あ
る
。

全
部
取
得
条
項
付
株
式
の
価
格
決
定
申
立
権
と
の
共
通
点
は
、
会
社
へ
の
反
対
の
通
知
、
総
会
で
の
反
対
に
続
く
一
連
の
手
続
が
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必
要
な
こ
と
、
株
主
総
会
で
の
反
対
の
議
決
権
行
使
は
、
総
株
主
通
知
に
よ
る
個
別
株
主
通
知
で
は
な
く
、
会
社
の
総
株
主
通
知
に

よ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
総
株
主
通
知
に
よ
っ
て
、
反
対
株
主
が
権
利
行
使
で
き
る
株
主
で
あ
る
こ
と
が

確
認
で
き
て
い
る
。
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
買
取
請
求
権
、
価
格
決
定
申
立
権
の
そ
れ
ぞ
れ
の
行
使
に
つ
い
て
、
別
個
に
個
別
株

主
通
知
が
必
要
か
と
い
う
問
題
は
存
在
し
得
る
。
ま
た
、
全
部
取
得
条
項
付
株
式
の
価
格
決
定
申
立
権
に
は
、
組
織
再
編
等
に
お
け

る
反
対
株
主
の
買
取
請
求
権
と
異
な
り
、
会
社
が
株
式
を
取
得
す
る
取
得
日
の
総
株
主
通
知
を
行
う
。
つ
ま
り
、
会
社
は
取
得
日
の

株
主
を
総
株
主
通
知
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
③
決
定
で
は
、
価
格
決
定
申
立
権
は
会
社
へ
の
反
対
の
通
知
、
総
会
で
の
反
対
に
続
く
一
連
の
手
続
で
あ
る
の
で
、
会
社

法
一
二
四
条
一
項
に
規
定
す
る
権
利
（
総
株
主
通
知
に
よ
っ
て
権
利
行
使
）
に
含
ま
れ
、
少
数
株
主
権
で
は
な
い
と
捉
え
て
い
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
個
別
株
主
通
知
は
必
要
な
い
と
し
て
い
る
。

社
振
法
第
一
五
四
条
は
、
少
数
株
主
権
を
行
使
す
る
際
、
三
項
で
規
定
す
る
個
別
株
主
通
知
を
行
う
こ
と
、
四
週
間
以
内
に
権
利

を
行
使
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
少
数
株
主
権
を
行
使
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
個
別
株
主
通
知
が
必
要
で
あ
る
。
し
か

し
、
実
務
的
に
は
総
株
主
通
知
に
よ
っ
て
、
会
社
は
相
手
方
が
株
主
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

６
　
お
わ
り
に

東
京
高
等
裁
判
所
に
よ
る
株
式
価
格
決
定
申
立
却
下
決
定
に
対
す
る
抗
告
事
件
は
、
個
別
株
主
通
知
の
解
釈
、
価
格
決
定
申
立
権

の
解
釈
の
相
違
か
ら
異
な
る
結
果
が
導
か
れ
た
。
こ
れ
は
経
済
産
業
省
の
「
今
後
の
企
業
法
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」
の
中
で
も
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
レ
ポ
ー
ト
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
株
式
の
価
格
認
定
や
実
務
特
有
の
手
続
の
瑕
疵
な
ど
が
争
点
と
な
る
こ
と
が
多

く
、
そ
の
判
断
に
は
法
解
釈
の
み
な
ら
ず
、
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
や
実
務
上
の
取
扱
等
、
高
度
に
専
門
的
な
知
見
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
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い
る
。」

個
別
株
主
通
知
の
解
釈
に
つ
い
て
も
、
法
解
釈
の
み
な
ら
ず
、
実
務
上
の
取
扱
等
、
高
度
に
専
門
的
な
判
断
が
必
要
と
さ
れ
る
。

株
券
発
行
会
社
か
ら
株
券
等
振
替
会
社
に
移
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
株
主
権
の
行
使
が
困
難
に
な
っ
た
り
、
シ
ス
テ
ム
に
伴
う
遅

延
、
事
務
手
続
き
の
遅
延
が
株
主
の
負
担
と
な
っ
た
り
す
る
事
態
は
、
制
度
主
旨
と
反
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
会
社
が
総
株
主
通
知
に
よ
っ
て
、
相
手
方
が
株
主
で
あ
る
と
確
認
で
き
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
社
振
法
第
一
五
四
条
は

少
数
株
主
権
行
使
の
際
、
個
別
株
主
通
知
を
行
う
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
。
③
事
件
の
結
論
で
述
べ
る
よ
う
に
、
総
株
主
通
知
で

確
認
で
き
た
場
合
、
わ
ざ
わ
ざ
個
別
株
主
通
知
を
受
け
る
こ
と
に
よ
る
会
社
の
メ
リ
ッ
ト
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

個
別
株
主
通
知
は
株
券
等
振
替
制
度
移
行
後
の
一
番
の
問
題
点
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
般
の
問
題
に
関
し
て
も
、
最
高
裁

で
の
統
一
的
な
決
定
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
で
は
詳
細
に
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
③
事
件
で
は
、
証
券
会
社
窓
口
に
お
け
る
事
務
の
混
乱
、
不
徹
底
の
た
め
に
個

別
株
主
通
知
が
遅
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
遅
れ
が
な
く
と
も
、
個
別
株
主
通
知
が
証
券
会
社
に
よ
っ
て
受
け
付
け
ら
れ
て
か
ら
、

発
行
会
社
に
届
く
ま
で
に
事
務
的
に
は
一
〇
日
程
度
を
要
し
て
い
る
。
こ
れ
は
個
別
株
主
通
知
が
申
立
時
ま
で
に
必
要
と
す
る
立
場

に
立
つ
と
、
価
格
決
定
申
立
権
の
よ
う
に
行
使
に
二
〇
日
と
い
う
タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト
の
あ
る
権
利
を
行
使
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
長

い
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
少
数
株
主
権
行
使
の
際
に
は
個
別
株
主
通
知
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
が
、
株
主
に
浸
透
し
て
い
る
と
は
言
い

難
い
の
で
は
な
い
か
。
個
別
株
主
通
知
に
つ
い
て
は
、
関
係
者
へ
の
制
度
の
周
知
の
必
要
性
が
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
付
記
）
本
項
は
平
成
二
二
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
一
般
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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注（
１
）

経
済
産
業
省
「
今
後
の
企
業
法
制
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」、
一
九
頁
。

（
２
）

平
成
二
一
年
七
月
三
〇
日
、
上
場
廃
止
。

（
３
）

平
成
二
二
年
九
月
一
日
付
け
で
、
フ
リ
ー
ビ
ッ
ト
は
子
会
社
と
な
っ
た
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
（
Ｍ
Ｅ
Ｘ
）
の
デ
ー
タ
セ
ン
タ
ー
事

業
を
株
式
会
社
Ｃ
Ｅ
Ｃ
に
売
却
し
た
。

（
４
）

メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
Ｉ
Ｒ
ニ
ュ
ー
ス
、
平
成
二
一
年
二
月
一
二
日
、「
フ
リ
ー
ビ
ッ
ト
株
式
会
社
と
の
資
本
業
務
提
携
及
び
当
社
株

式
等
に
対
す
る
公
開
買
付
け
に
関
す
る
賛
同
意
思
表
明
の
お
知
ら
せ
」。

（
５
）

メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
Ｉ
Ｒ
ニ
ュ
ー
ス
、
平
成
二
一
年
六
月
二
九
日
、「
定
款
一
部
変
更
等
及
び
全
部
取
得
条
項
付
普
通
株
式
の
取
得

等
に
関
す
る
承
認
決
議
に
関
す
る
お
知
ら
せ
」。

（
６
）

金
融
・
商
事
判
例
、
一
三
三
七
号
、
三
一
頁
。

（
７
）

金
融
・
商
事
判
例
、
一
三
三
七
号
、
二
四
頁
。

（
８
）

金
融
・
商
事
判
例
、
一
三
三
七
号
、
二
七
頁
。

（
９
）

判
例
時
報
、
二
〇
六
九
号
、
一
四
四
頁
。

（
10
）

社
振
法
第
四
〇
条
法
第
一
五
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
四
週
間
と
す
る
。

（
11
）

「
株
券
電
子
化
開
始
後
の
解
釈
上
の
諸
問
題
」、
商
事
法
務
、
一
八
七
三
号
、
五
二
〜
五
三
頁
。

【
参
考
文
献
】

・
川
島
い
ず
み
「
商
事
判
例
研
究
　
反
対
株
主
の
取
得
価
格
決
定
申
立
て
と
個
別
株
主
通
知
―
メ
デ
ィ
ア
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
事
件
「
東
京
高
決
平
成
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二
二
・
一
・
二
〇
、
東
京
高
決
平
成
二
二
・
二
・
九
、
東
京
高
決
平
成
二
二
・
二
・
一
八
」
金
融
・
商
事
判
例
、
一
三
四
三
号
、
二
〜
六
頁
、
二

〇
一
〇
年
六
月
一
五
日
。

・
清
水
有
希
子
「
全
部
取
得
条
項
付
種
類
株
式
の
取
得
価
格
決
定
の
申
立
て
の
際
の
個
別
株
主
通
知
の
要
否
に
つ
い
て
判
断
し
た
三
つ
の
事
例
」、
ビ

ジ
ネ
ス
法
務
、
一
〇
頁
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
号
。

（
ふ
く
も
と
　
あ
お
い
・
客
員
研
究
員
）

（72）



１
　
は
じ
め
に

昨
年
来
、
ネ
ッ
ト
証
券
を
巡
っ
て
再
編
や
手
数
料
割
引
競
争
が
再
開
し
た
。
前
者
に
関
し
て
は
、
昨
年
一
〇
月
二
八
日
に
発
表
さ

れ
た
マ
ネ
ッ
ク
ス
証
券
と
オ
リ
ッ
ク
ス
証
券
の
合
併
が
最
も
注
目
さ
れ
た
が
、
そ
の
オ
リ
ッ
ク
ス
証
券
は
、
昨
年
三
月
に
ジ
ェ
ッ
ト

証
券
を
合
併
、
八
月
に
は
丸
八
証
券
の
通
信
取
引
事
業
を
吸
収
分
割
、
さ
ら
に
九
月
に
は
か
ざ
か
証
券
の
オ
ン
ラ
イ
ン
ト
レ
ー
ド
事

業
を
買
収
し
、
規
模
の
拡
大
を
目
指
し
て
い
た
。

オ
リ
ッ
ク
ス
証
券
は
合
併
理
由
を
、「
当
社
の
戦
略
と
し
て
、
オ
ン
ラ
イ
ン
証
券
事
業
の
装
置
産
業
的
側
面
か
ら
、
収
益
基
盤
の

拡
大
を
図
る
た
め
に
は
口
座
数
の
拡
大
と
預
か
り
資
産
の
積
み
上
げ
は
必
須
要
件
で
あ
る
（
１
）」

と
述
べ
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
証
券
を
取
り

巻
く
環
境
は
、
手
数
料
率
が
低
下
し
、
株
式
売
買
代
金
も
減
少
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
厳
し
い
環
境
の
中
で
生
き
残
る
た
め
に
は
規

模
の
拡
大
が
不
可
欠
で
あ
る
と
判
断
し
、
再
編
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
っ
た
。

後
者
に
関
し
て
は
、
昨
年
七
月
一
〇
日
に
楽
天
証
券
が
日
本
株
売
買
手
数
料
を
最
大
五
八
％
引
き
下
げ
て
、
ネ
ッ
ト
証
券
最
大
手

の
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
と
委
託
売
買
手
数
料
を
同
水
準
に
す
る
と
公
表
し
た
。
こ
の
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
も
手
数
料
を
引
き

下
げ
、
両
社
の
手
数
料
引
き
下
げ
競
争
が
起
き
た
（
２
）。

ま
た
、
大
和
証
券
が
信
用
取
引
手
数
料
を
今
年
七
月
か
ら
引
き
下
げ
、
カ
ブ
ド

ッ
ト
コ
ム
証
券
な
ど
も
こ
れ
に
追
随
し
た
。
こ
れ
は
、
ネ
ッ
ト
証
券
が
価
格
以
外
の
差
別
化
が
図
り
に
く
い
こ
と
を
如
実
に
示
し
て

い
る
。
ま
た
、
ネ
ッ
ト
証
券
の
顧
客
は
、
短
期
で
の
利
益
を
狙
う
デ
ィ
ト
レ
ー
ダ
ー
へ
の
依
存
が
高
く
、
乗
り
換
え
コ
ス
ト
も
不
要
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大
手
ネ
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ト
証
券
を
巡
る
最
近
の
動
向

深
見
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で
あ
る
た
め
、
手
数
料
の
安
い
会
社
へ
の
乗
り
換
え
も
容
易
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
楽
天
証
券
は
手
数
料
割
引
で
シ
ェ
ア
拡
大
を
狙

い
、
一
方
の
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
は
既
存
顧
客
の
流
出
を
防
ぐ
こ
と
が
、
そ
の
目
的
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ネ
ッ
ト
証
券
を
巡
っ
て
は
、
ネ
ッ
ト
取
引
が
個
人
投
資
家
の
売
買
代
金
の
九
割
弱
を
占
め
、
成
長
余
地
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
。

収
益
構
造
が
手
数
料
収
入
や
信
用
取
引
の
貸
付
金
利
息
に
依
存
し
て
お
り
、
収
益
基
盤
が
相
場
動
向
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
。
そ
し
て
、

ネ
ッ
ト
証
券
の
戦
略
は
、
そ
の
主
な
顧
客
が
短
期
売
買
を
繰
り
返
し
て
、
細
か
く
利
益
を
積
み
上
げ
る
デ
ィ
ト
レ
ー
ダ
ー
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
彼
ら
向
け
の
総
合
サ
イ
ト
を
志
向
す
る
戦
略
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
３
）。

さ
て
、
手
数
料
率
の
低
下
や
株
式
売
買
代
金
の
減
少
を
背
景
と
し
た
、
再
編
や
手
数
料
引
き
下
げ
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
ネ
ッ
ト
証

券
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
厳
し
い
環
境
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
厳
し
い
環
境
の
下
で
、
収
益
の
多
様
化
に
向
け
た
新
た
な
潮
流

は
起
き
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
ネ
ッ
ト
証
券
が
置
か
れ
て
い
る
環
境
を
確
認
し
、
大
手
ネ
ッ
ト
証
券
を
巡
る
最
近
の
動

向
を
考
察
し
た
い
。

２
　
ネ
ッ
ト
証
券
の
置
か
れ
て
い
る
環
境

ま
ず
、
ネ
ッ
ト
証
券
が
置
か
れ
て
い
る
環
境
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ネ
ッ
ト
証
券
は
、
一
九
九
九
年
の
株
式
売
買
委
託
手
数
料

自
由
化
を
き
っ
か
け
に
、
安
い
手
数
料
を
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
に
急
成
長
を
遂
げ
て
き
た
。
そ
れ
は
他
社
よ
り
も
安
い
手
数
料
で
、

し
か
も
頻
繁
に
株
式
を
売
買
す
る
人
た
ち
に
有
利
な
手
数
料
体
系
を
採
り
、
短
期
間
で
の
売
買
益
を
狙
う
デ
ィ
ト
レ
ー
ダ
ー
と
い
う

新
た
な
投
資
家
に
、
高
回
転
の
売
買
を
さ
せ
る
こ
と
で
、
収
益
を
向
上
さ
せ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
営
業
収
益
は
委
託
手
数
料
と
金

融
収
益
に
依
存
し
て
き
た
。

と
こ
ろ
が
、
近
年
、
ネ
ッ
ト
証
券
を
利
用
し
た
売
買
回
転
率
が
大
き
く
低
下
を
始
め
た
。
売
買
回
転
率
を
開
示
し
て
い
る
松
井
証

（74）



券
で
は
、
二
〇
〇
五
年
第
３
四
半
期
に
は
二
・
四
五
だ

っ
た
月
間
株
式
売
買
回
転
率
が
、
二
〇
〇
七
年
第
３
四

半
期
に
は
一
・
一
四
、
二
〇
〇
九
年
第
３
四
半
期
に
は

〇
・
六
八
ま
で
低
下
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
表
１
に

示
し
た
よ
う
に
委
託
手
数
料
収
入
は
、
各
社
と
も
相
場

が
好
調
で
あ
っ
た
二
〇
〇
六
年
三
月
期
を
ピ
ー
ク
に
減

少
を
続
け
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
委
託
手
数
料
の
大
幅

な
減
収
は
、
手
数
料
収
入
と
信
用
取
引
の
手
数
料
に
大

き
く
依
存
し
て
い
る
、
ネ
ッ
ト
証
券
の
営
業
収
益
を
大

幅
な
減
収
に
導
い
た
。

こ
の
よ
う
に
収
益
が
悪
化
す
る
中
、
ネ
ッ
ト
証
券
に

対
し
て
収
益
の
多
様
化
が
叫
ば
れ
た
。
他
方
、
ネ
ッ
ト

証
券
も
そ
の
た
め
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
こ
な
か
っ
た

わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
一
例
と
し
て
は
、
Ｐ
Ｔ
Ｓ
（
私

設
取
引
シ
ス
テ
ム
）
の
開
業
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ネ
ッ
ト

証
券
は
、
個
人
投
資
家
の
ブ
ロ
ー
キ
ン
グ
に
依
存
し
て

お
り
、
機
関
投
資
家
な
ど
に
取
引
の
場
を
提
供
す
る
こ

と
で
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
収
入
源
の
獲
得
と
、
機
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表１　委託手数料収入の推移
（単位：百万円）

（出所）各社決算短信より作成

2003.3 2004.3 2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3

SBI

委託手数料 4,002 10,502 18,689 40,175 31,695 30,873 22,741 19,524
金 融 収 益 1,933 2,719 5,803 13,231 17,471 21,744 16,344 13,012
営 業 収 益 7,774 14,765 27,175 60,214 57,413 64,500 47,543 46,114
依 存 度 76.3% 89.5% 90.1% 88.7% 85.6% 81.6% 82.2% 70.6%

楽天

委託手数料 4,366 8,374 9,743 20,475 17,658 14,817 12,364 11,737
金 融 収 益 1,169 1,625 3,263 7,118 8,981 9,987 7,454 6,440
営 業 収 益 6,014 10,497 13,911 30,552 29,025 27,883 22,960 23,017
依 存 度 92.0% 95.3% 93.5% 90.3% 91.8% 89.0% 86.3% 79.0%

マネックス

委託手数料 2,354 5,665 15,362 27,306 20,610 16,104 11,372 10,494
金 融 収 益 90 685 3,457 6,743 7,439 8,576 8,611 6,007
営 業 収 益 2,766 7,800 21,716 39,223 33,244 30,497 24,812 22,499
依 存 度 88.4% 81.4% 86.7% 86.8% 84.4% 80.9% 80.5% 73.3%

松井

委託手数料 － － 25,182 39,182 24,386 22,085 15,888 15,424
金 融 収 益 － － 9,923 14,839 16,828 15,384 8,456 7,060
営 業 収 益 － － 36,918 57,072 43,691 39,915 26,724 24,346
依 存 度 － － 95.1% 94.7% 94.3% 93.9% 91.1% 92.4%

カブドットコム

委託手数料 2,239 5,185 8,786 15,905 13,668 11,316 9,119 8,231
金 融 収 益 639 1,264 2,353 4,430 5,857 6,965 5,513 5,026
営 業 収 益 2,945 6,569 11,725 21,311 20,946 20,674 16,743 15,084
依 存 度 97.7% 98.2% 95.0% 95.4% 93.2% 88.4% 87.4% 87.9%



関
投
資
家
に
向
け
た
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
可
能
性
も
生
ま
れ
る
。
し
か
し
、

実
際
に
は
Ｐ
Ｔ
Ｓ
で
の
取
引
量
は
表
２
に
示
し
た
と
お
り
伸
び
悩
ん
で
い
る
。

設
立
当
初
の
ネ
ッ
ト
証
券
各
社
は
、
安
い
手
数
料
で
断
然
の
シ
ェ
ア
を
奪
い
、

そ
の
販
売
力
を
背
景
に
引
受
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
ビ
ジ
ネ
ス
を
展
開
す
る
、

総
合
証
券
化
を
目
指
し
て
い
た
。
し
か
し
、
最
近
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
の
井
土
社
長
は
、

総
合
証
券
化
は
難
し
い
と
の
判
断
か
ら
、
ま
ず
は
将
来
に
向
け
て
リ
テ
ー
ルN

o.

1

を
目
指
す
と
戦
略
の
転
換
を
（
４
）

、
楽
天
証
券
の
楠
社
長
も
、
投
資
銀
行
業
務
も
視

野
に
入
れ
て
い
た
が
、
Ｉ
Ｐ
Ｏ
を
中
心
と
し
た
法
人
業
務
は
ビ
ジ
ネ
ス
ポ
テ
ン
シ

ャ
ル
が
低
い
た
め
全
面
撤
退
す
る
と
し
、
両
社
と
も
リ
テ
ー
ル
分
野
に
特
化
す
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
（
５
）。

し
か
し
、
ネ
ッ
ト
証
券
が
創
業
以
来
採
っ
て
き
た
ビ
ジ

ネ
ス
モ
デ
ル
か
ら
の
脱
却
は
、
現
時
点
で
は
う
ま
く
い
っ
て
お
ら
ず
、
相
場
動
向

に
左
右
さ
れ
る
不
安
定
な
収
益
構
造
が
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

３
　
最
近
の
ネ
ッ
ト
証
券
の
動
向

株
式
売
買
代
金
が
ピ
ー
ク
時
の
半
分
に
落
ち
込
み
、
低
手
数
料
戦
略
が
曲
が
り
角
に
来
て
い
る
今
、
ネ
ッ
ト
証
券
に
は
収
益
の
多

様
化
に
向
け
た
新
た
な
潮
流
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
三
点
に
集
約
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
点
目
は
取
扱
商
品
の
拡
充
で

あ
る
。
そ
し
て
、
二
点
目
は
長
期
投
資
家
の
獲
得
、
三
点
目
は
グ
ル
ー
プ
企
業
と
の
連
携
に
よ
る
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
の
獲
得
で
あ

る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

（76）

表２　PTSでの売買金額

（出所）PTS Information Networkの統計情報より作成

取引所内取引 PTS取引
PTS取引が取
引所内取引に
占める割合

2002年 209,229,406 156,798 0.07%
2003年 255,342,134 101,578 0.04%
2004年 357,286,089 115,983 0.03%
2005年 534,774,213 227,916 0.04%
2006年 725,688,187 724,671 0.10%
2007年 795,118,610 1,952,081 0.25%
2008年 605,409,781 2,148,689 0.35%
2009年 390,224,627 2,992,802 0.77%
2010年

１月～10月
314,325,761 2,284,146 0.73%



（
１
）
取
扱
商
品
の
拡
充

ネ
ッ
ト
証
券
の
主
た
る
顧
客
が
デ
ィ
ト
レ
ー
ダ
ー
で
あ
る
こ
と
は
、
先

に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
顧
客
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し

て
、
ネ
ッ
ト
証
券
は
、
二
〇
〇
七
年
頃
か
ら
Ｆ
Ｘ
取
引
の
手
数
料
を
下
げ

る
な
ど
、
販
売
を
本
格
化
さ
せ
た
。
二
〇
〇
七
年
は
、
委
託
手
数
料
収
入

が
減
少
へ
と
転
じ
た
年
で
あ
る
（
表
１
）。
ま
ず
、
図
１
で
店
頭
Ｆ
Ｘ
取
引

の
市
場
規
模
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

図
１
に
よ
れ
ば
、
一
部
の
例
外
を
除
き
一
五
〇
兆
円
か
ら
二
〇
〇
兆
円

で
取
引
高
は
推
移
し
て
い
る
。
ま
た
、
レ
バ
レ
ッ
ジ
規
制
導
入
が
目
前
に

迫
っ
た
、
二
〇
一
〇
年
七
月
か
ら
は
取
引
高
が
減
少
し
て
い
る
。
他
方
、

大
手
ネ
ッ
ト
証
券
の
Ｆ
Ｘ
取
引
売
買
代
金
の
推
移
を
ま
と
め
た
図
２
に
よ

れ
ば
、
二
〇
〇
八
年
八
月
頃
か
ら
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
が
売
買
代
金
を
増
や
し
、

マ
ネ
ッ
ク
ス
証
券
も
二
〇
〇
九
年
夏
頃
か
ら
売
買
代
金
を
増
や
し
て
い
る
。

で
は
、
Ｆ
Ｘ
取
引
が
ネ
ッ
ト
証
券
の
収
益
に
ど
の
く
ら
い
の
影
響
を
与
え

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
Ｆ
Ｘ
取
引
関
連
収
入
と
そ
れ
が
営
業
収
益

に
占
め
る
割
合
を
表
３
に
ま
と
め
た
。

表
３
に
よ
れ
ば
、
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
の
Ｆ
Ｘ
取
引
関
連
収
入
が
営
業
収
益
に

占
め
る
割
合
は
、
二
〇
〇
六
年
三
月
期
の
二
・
三
％
か
ら
二
〇
一
〇
年
三

（77）

図１　店頭FX取引の月次取引高
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（出所）金融先物取引業協会「店頭FX月次速報値」より作成



月
期
に
は
一
四
％
ま
で
拡
大
し
、
他
社
に

お
い
て
も
、
営
業
収
益
の
五
％
前
後
を
占

め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
図
２
と
表
３

に
よ
れ
ば
、
特
に
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
が
Ｆ
Ｘ
取

引
の
売
買
代
金
と
関
連
収
入
を
大
幅
に
増

や
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
図
２
に
よ

れ
ば
、
二
〇
〇
八
年
七
月
頃
と
一
一
月
頃
、

二
〇
〇
九
年
四
月
頃
に
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
は
売

買
代
金
を
増
や
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
に

Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
は
次
の
施
策
を
行
っ
て
い

た
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
〇
八
年
七
月
に
は

既
に
Ｆ
Ｘ
業
者
が
行
っ
て
い
た
手
数
料
無

料
化
と
ス
プ
レ
ッ
ド
の
大
幅
な
縮
小
を
実

施
し
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
と

二
〇
〇
九
年
四
月
に
は
、
レ
バ
レ
ッ
ジ
五

〇
倍
の
商
品
と
一
〇
〇
倍
の
商
品
を
そ
れ

ぞ
れ
投
入
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

デ
ィ
ト
レ
ー
ダ
ー
を
中
心
と
し
た
ネ
ッ
ト

（78）

図２　ネット証券大手４社のFX取引売買代金の推移

SBI
マネックス

松井
カプコム

2010年3月の
売買代金

SBI
4兆1,943億円

マネックス
1兆8,804億円

松井
3,646億円
カプコム
8,001億円

（億円）
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（出所）SBI証券「株式会社SBI証券　決算説明資料～2010年３月期～」より転載

表３　FX取引関連収入と営業収益に占める割合の推移

（出所）各社決算短信および決算説明資料より作成

SBI マネックス 松井 カブドット
収益 割合 収益 割合 収益 割合 収益 割合

2006.3 1,394 2.3% 2,234 5.7% 1,420 2.5% － －
2007.3 1,612 2.8% 1,834 5.5% 1,176 2.7% － －
2008.3 2,069 3.2% 2,141 7.0% 1,484 3.7% 871 4.2%
2009.3 3,098 6.5% 1,590 6.4% 1,688 6.3% 1,063 6.3%
2010.3 6,657 14.4% － － 1,184 4.9% 750 5.0%



証
券
利
用
者
が
、
価
格
変
動
が
大
き
い
Ｆ
Ｘ
取
引
の
商
品
性
を
好
ん
で
取
引
を
行
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
Ｆ
Ｘ
取
引
が
ネ
ッ
ト
証
券
の
収
益
多
角
化
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た

の
か
を
考
察
し
た
い
。
そ
こ
で
、
Ｆ
Ｘ
取
引
が
活
発
化
す
る
前
の
二
〇
〇
五
年
三
月

期
と
二
〇
一
〇
年
三
月
期
の
大
手
ネ
ッ
ト
証
券
の
収
益
構
造
を
比
較
し
た
図
３
を
作

成
し
た
。
図
３
に
よ
れ
ば
、
収
益
構
造
の
変
化
が
見
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
Ｓ
Ｂ

Ｉ
証
券
と
マ
ネ
ッ
ク
ス
証
券
は
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
損
益
が
、
楽
天
証
券
と
カ
ブ
ド
ッ

ト
コ
ム
証
券
は
そ
の
他
受
入
手
数
料
が
増
加
、
収
入
に
占
め
る
委
託
手
数
料
収
入
の

割
合
は
減
少
し
て
い
る
。

Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
の
場
合
は
ス
プ
レ
ッ
ド
を
中
心
に
、
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
損
益
が
二
〇

〇
五
年
三
月
期
の
約
七
億
円
か
ら
、
二
〇
一
〇
年
三
月
期
に
は
営
業
収
益
の
一
七
・

九
％
に
あ
た
る
八
二
億
円
へ
と
急
激
に
拡
大
し
て
い
る
。
ま
た
、
レ
バ
レ
ッ
ジ
規
制

が
始
ま
り
、
店
頭
Ｆ
Ｘ
取
引
の
取
引
高
が
減
少
し
た
二
〇
一
〇
年
九
月
に
は
、
Ｓ
Ｂ

Ｉ
証
券
は
「
逆
手
数
料
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
（
６
）

と
ス
プ
レ
ッ
ド
の
縮
小
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ

た
。
売
買
金
額
の
減
少
は
、
ス
プ
レ
ッ
ド
で
稼
い
で
い
た
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
に
と
っ
て
、

ス
プ
レ
ッ
ド
収
入
の
減
少
に
直
結
す
る
た
め
、
こ
う
し
た
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。

マ
ネ
ッ
ク
ス
証
券
も
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
損
益
が
伸
び
て
い
た
。
こ
れ
は
カ
バ
ー
取

（79）

図３　ネット証券の収益構造の変化
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（出所）各社決算短信より作成



引
に
よ
る
収
益
の
拡
大
で
あ
る
。
マ
ネ
ッ
ク
ス
証
券
は
二
〇
〇
八
年
四
月
に
外
国
為
替
売
買
仲
介
業
者
で
あ
っ
た
、
ト
ウ
キ
ョ
ウ
フ

ォ
レ
ッ
ク
ス
（
現：

マ
ネ
ッ
ク
ス
Ｆ
Ｘ
）
を
子
会
社
化
し
、
同
社
と
カ
バ
ー
取
引
を
行
っ
て
い
る
。
取
引
高
の
増
加
に
従
っ
て
ト
レ

ー
デ
ィ
ン
グ
損
益
は
、
二
〇
〇
八
年
三
月
期
の
一
億
三
〇
〇
〇
万
円
（
営
業
収
益
の
〇
・
五
％
）
か
ら
、
二
〇
〇
九
年
三
月
期
に
は

一
一
億
円
（
同
四
・
四
％
）、
二
〇
一
〇
年
三
月
期
に
は
三
四
億
円
（
同
一
五
・
二
％
）
と
大
幅
に
収
益
を
増
や
し
て
い
る
。
他
方
、

楽
天
証
券
と
カ
ブ
ド
ッ
ト
コ
ム
証
券
は
、
そ
の
他
受
入
手
数
料
を
増
や
し
て
い
る
が
、
決
算
短
信
に
よ
れ
ば
、
そ
の
う
ち
の
五
〇
％

は
Ｆ
Ｘ
取
引
の
手
数
料
で
あ
っ
た
。

（
２
）
長
期
投
資
家
層
の
獲
得

ネ
ッ
ト
証
券
の
収
益
構
造
は
株
式
委
託
手
数
料
収
入
に
偏
っ
て
お
り
、
デ
ィ
ト
レ
ー
ダ
ー
へ
の
依
存
が
高
か
っ
た
こ
と
は
先
に
も

述
べ
た
。
他
方
、
ネ
ッ
ト
証
券
で
の
投
資
信
託
な
ど
の
投
資
商
品
の
販
売
は
、
あ
ま
り
伸
び
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
ネ
ッ
ト
証

券
は
長
期
投
資
家
層
の
獲
得
に
向
け
た
戦
略
と
し
て
、
二
〇
〇
六
年
ご
ろ
か
ら
ノ
ー
ロ
ー
ド
投
信
を
販
売
し
始
め
た
。
ノ
ー
ロ
ー
ド

投
信
と
は
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
に
コ
ス
モ
証
券
が
販
売
を
始
め
た
の
を
き
っ
か
け
に
、
ネ
ッ
ト
証
券
を
中
心
に
販
売
さ
れ
た
販
売

手
数
料
が
無
料
の
投
資
信
託
で
あ
る
。

マ
ネ
ッ
ク
ス
証
券
で
は
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
に
イ
ン
ド
株
式
投
信
を
は
じ
め
三
五
本
を
ノ
ー
ロ
ー
ド
投
信
に
し
、
月
間
の
販
売

額
が
前
月
の
そ
れ
を
八
〇
％
上
回
っ
た
。
楽
天
証
券
で
も
ノ
ー
ロ
ー
ド
投
信
の
取
り
扱
い
を
始
め
、
二
〇
〇
六
年
一
月
に
は
取
り
扱

っ
て
い
る
投
信
の
六
割
が
ノ
ー
ロ
ー
ド
投
信
と
な
り
（
７
）、

カ
ブ
ド
ッ
ト
コ
ム
証
券
で
も
二
〇
〇
五
年
末
か
ら
取
り
扱
い
を
始
め
、
二
〇

〇
六
年
四
月
に
は
国
際
投
信
投
資
顧
問
が
運
用
す
る
投
信
す
べ
て
を
無
料
化
し
た
（
８
）。

そ
の
結
果
、
ネ
ッ
ト
証
券
に
よ
る
ノ
ー
ロ
ー
ド

投
信
の
販
売
残
高
は
、
二
〇
〇
六
年
三
月
末
に
は
前
年
同
期
に
比
べ
二
倍
強
の
六
七
〇
億
円
と
な
り
（
９
）、

二
〇
〇
七
年
三
月
末
に
は
約

（80）



一
四
〇
〇
億
円
と
さ
ら
に
倍
増
し
た
（
10
）。

し
か
し
、
ネ
ッ
ト
証
券
に
よ
る
投
資
信
託
の
販
売
金
額
は
、
業
界
全
体
の
販
売
金
額
の
数
％
に
過
ぎ
な

い
。
表
４
に
ネ
ッ
ト
証
券
に
よ
る
投
信
販
売
代
金
が
業
界
全
体
の
売
買
金
額
に
占
め
る
割
合
を
示
し
た
が
、

二
〇
〇
七
年
三
月
期
に
は
業
界
全
体
の
販
売
額
の
約
三
％
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
収
益
面
で
も
そ
れ

ほ
ど
の
効
果
も
見
出
せ
な
い
。
表
５
に
ネ
ッ
ト
証
券
が
受
け
取
っ
た
信
託
報
酬
額
と
、
営
業
収
益
に
占
め

る
割
合
を
示
し
た
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
六
年
三
月
期
や
二
〇
〇
七
年
三
月
期
に
は
、
多
い
会
社

で
も
三
％
に
満
た
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
同
時
期
に
は
郵
便
局
が
投
信

販
売
に
本
格
的
に
参
入
し
、
販
売
競
争
も
激
化
し
た
。
そ
も
そ
も
投
資

信
託
は
、
詳
し
い
説
明
が
販
売
に
繋
が
る
と
い
う
特
性
を
持
っ
て
お
り
、

対
面
で
の
説
明
が
な
い
ネ
ッ
ト
証
券
に
は
、
販
売
の
難
し
い
商
品
で
も

あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
Ｓ
Ｂ
Ｉ
イ
ー
・
ト
レ
ー
ド
証
券
は
、「
収
益
源
を
多
様
化

す
る
た
め
に
は
ネ
ッ
ト
専
業
で
は
限
界
が
あ
る
（
12
）」

と
し
て
、
対
面
販
売

を
行
う
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
と
の
合
併
（
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
）
を
決
め
る
と

と
も
に
、「
ネ
ッ
ト
専
業
証
券
」
か
ら
「
リ
ア
ルB

ased
O

n

ネ
ッ
ト
証

券
」
へ
と
戦
略
を
変
化
さ
せ
、
ネ
ッ
ト
と
リ
ア
ル
の
融
合
を
目
指
し
た
。

ま
た
、
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
の
井
土
社
長
は
「
説
明
が
必
要
な
金
融
商
品
を
ネ

ッ
ト
だ
け
で
売
る
の
に
は
限
界
が
あ
る
（
13
）」

と
し
て
、
一
五
〇
以
上
の
会

（81）

（出所）日本証券業協会「投資信託受益証券の売買等状況」、
日本証券業協会「インターネット取引に関する調査」
より作成（11）

表４　ネット証券による投信販売代金とその割合
（単位：百万円）

ネット証券 売買金額 割合
2007.3 531,619 15,374,029 3.46%
2008.3 1,267,584 14,583,034 8.69%
2009.3 571,560 8,767,908 6.52%
2010.3 671,849 9,316,139 7.21%

（出所）各社決算短信および決算説明資料より作成

表５　投資信託代行手数料収入と営業収益に占める割合
（単位：百万円）

2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3
収入 割合 収入 割合 収入 割合 収入 割合 収入 割合

S B I 236 0.4% 802 1.4% 1,901 2.9% 1,552 3.3% 1,428 3.1%
マ ネ ッ ク ス 362 0.9% 888 2.7% 1,523 5.0% 1,116 4.5% 1,017 4.3%
カブドットコム 81 0.4% 227 1.1% 359 1.7% 286 1.7% 330 2.2%



計
事
務
所
を
金
融
商
品
仲
介
業
者
と
し
て
活
用
し
て
い
た
日
本
イ
ン
ベ
ス
タ
ー
ズ
証
券
の
一
部
事
業
を
譲
り
受
け
た
（
二
〇
〇
九
年

七
月
）。
ま
た
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
現
在
で
金
融
商
品
仲
介
業
者
も
含
め
た
営
業
拠
点
は
一
三
二
拠
点
と
な
り
、
金
融
商
品
仲
介

業
者
に
は
、
既
に
中
堅
企
業
の
オ
ー
ナ
ー
や
医
師
を
顧
客
基
盤
に
も
つ
会
計
事
務
所
や
税
理
士
事
務
所
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
業
務

を
委
託
し
て
い
た
。

ま
た
、
楽
天
証
券
の
楠
社
長
は
「
数
年
後
に
投
資
信
託
の
預
か
り
資
産
残
高
を
一
兆
円
以
上
に
増
や
す
」
方
針
を
立
て
（
14
）、

富
裕
層

顧
客
の
獲
得
に
は
「
人
間
関
係
の
構
築
が
不
可
欠
（
15
）」

と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
Ｒ
Ｉ
Ａ
（R

egistered
Independent

A
dviser

）
に
類

似
し
た
Ｉ
Ｆ
Ａ
（Independent

Investm
ent

A
dviser

）
支
援
サ
ー
ビ
ス
を
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
か
ら
始
め
た
。
楽
天
証
券
が
Ｉ

Ｆ
Ａ
と
し
て
採
用
し
て
い
る
の
は
、
金
融
機
関
勤
務
経
験
者
や
独
立
系
Ｆ
Ｐ
、
既
に
富
裕
層
や
中
堅
企
業
の
オ
ー
ナ
ー
を
顧
客
に
も

つ
会
計
士
、
税
理
士
で
あ
る
。
サ
ー
ビ
ス
開
始
当
初
に
業
務
委
託
契
約
を
締
結
し
た
Ｉ
Ｆ
Ａ
法
人
は
三
社
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
一

六
社
に
増
え
て
い
る
。
こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、
店
舗
、
営
業
社
員
を
も
た
な
い
が
故
に
安
い
手
数
料
を
実
現
し
た
ネ
ッ
ト
証
券
が
、
個

人
投
資
家
と
金
融
商
品
の
間
に
存
在
す
る
情
報
の
非
対
称
性
の
補
完
が
で
き
な
い
と
い
う
弱
点
を
、
最
小
限
の
コ
ス
ト
で
補
完
で
き

る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
金
融
商
品
仲
介
の
成
果
は
、
両
社
の
決
算
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
た
め
断
定
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証

券
で
は
、
二
〇
一
〇
年
三
月
期
の
顧
客
の
年
齢
層
は
、
三
〇
代
が
三
三
・
一
％
、
四
〇
代
が
二
五
・
〇
％
、
五
〇
代
が
一
五
・
二
％
、

六
〇
代
以
上
が
一
七
・
一
％
と
、
こ
れ
ま
で
の
顧
客
構
成
と
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
。
日
経
平
均
株
価
の
上
昇

率
に
比
べ
て
預
り
資
産
も
増
え
て
い
な
い
こ
と
。
ま
た
、
先
に
Ｉ
Ｆ
Ａ
制
度
を
取
り
入
れ
、
最
多
の
Ｉ
Ｆ
Ａ
を
抱
え
て
い
た
日
興
コ

ー
デ
ィ
ア
ル
証
券
で
も
、
そ
れ
ほ
ど
効
果
が
上
が
っ
て
い
な
い
こ
と
（
16
）。

以
上
を
鑑
み
る
と
、
あ
ま
り
過
度
の
効
果
を
期
待
す
る
の
は

難
し
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

（82）



（
３
）
グ
ル
ー
プ
企
業
と
の
連
携
に
よ
る
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
の
獲
得

次
の
動
き
と
し
て
、
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
の
井
土
社
長
が
、「
ネ
ッ
ト
の
世
界
で
は
単
独
の
ブ
テ
ィ
ッ
ク
型
証
券
会
社
で
は
厳
し
い
（
17
）」

と
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
グ
ル
ー
プ
企
業
と
の
連
携
に
よ
っ
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
の
獲
得
を
目
指
す
動
き
が
あ
る
。

ま
ず
、
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
が
属
す
る
Ｓ
Ｂ
Ｉ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
で
は
、
銀
行
、
損
保
、
生
保
も
含
め
た
金
融
コ
ン
グ
ロ
マ
リ
ッ
ト
の

形
成
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
の
金
融
商
品
仲
介
業
者
に
は
、
Ｓ
Ｂ
Ｉ
モ
ー
ゲ
ー
ジ
、
ヤ
フ
ー
、
住
信
Ｓ
Ｂ
Ｉ
ネ
ッ
ト
銀

行
と
い
っ
た
グ
ル
ー
プ
企
業
も
名
を
連
ね
、
Ｆ
Ｘ
取
引
の
カ
バ
ー
取
引
先
は
Ｓ
Ｂ
Ｉ
リ
ク
イ
デ
ィ
テ
ィ
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
行
っ
て
い

る
。
ま
た
、
住
信
Ｓ
Ｂ
Ｉ
ネ
ッ
ト
銀
行
と
は
、
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
で
の
買
付
代
金
や
信
用
取
引
の
保
証
金
に
充
当
で
き
る
、
銀
証
預
り
金

一
体
化
商
品
で
あ
る
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
預
金
の
販
売
や
住
信
Ｓ
Ｂ
Ｉ
ネ
ッ
ト
銀
行
経
由
で
の
証
券
総
合
口
座
の
開
設
、
投
資
信
託
の
購

入
な
ど
に
現
金
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
を
行
い
、
顧
客
を
証
券
取
引
に
誘
導
し
て
い
る
。

ま
た
、
楽
天
証
券
の
所
属
す
る
楽
天
グ
ル
ー
プ
で
は
「
楽
天
経
済
圏
」
の
構
築
を
事
業
戦
略
に
位
置
付
け
て
い
る
。
楽
天
経
済
圏

と
は
楽
天
グ
ル
ー
プ
が
展
開
す
る
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
を
、
Ｉ
Ｄ
を
統
一
し
、
全
て
の
サ
ー
ビ
ス
で
利
用
可
能
な
楽
天
ス
ー
パ
ー
ポ
イ

ン
ト
と
い
う
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
、
四
七
〇
〇
万
人
の
楽
天
会
員
（
二
〇
〇
九
年
三
月
時
点
）
に
、
複
数
の
サ
ー

ビ
ス
を
ク
ロ
ス
ユ
ー
ス
さ
せ
、
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
シ
ナ
ジ
ー
の
向
上
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
楽
天
証
券
で
も
、
楽
天
銀
行
と
の

連
携
は
も
ち
ろ
ん
、
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
楽
天
会
員
の
証
券
総
合
口
座
開
設
は
も
ち
ろ
ん
、
楽
天
銀
行
を
配
当
金
受
取
口
座
に
指
定
す
る
こ
と
や
、
一
定
額
以
上

の
投
信
の
購
入
な
ど
多
種
多
様
な
取
引
に
対
し
て
、
楽
天
ス
ー
パ
ー
ポ
イ
ン
ト
を
還
元
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
し

か
も
、
取
引
が
複
数
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
還
元
さ
れ
る
ポ
イ
ン
ト
数
が
、
大
き
く
な
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
、
ク
ロ
ス
ユ
ー
ス
を
促
す

仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

（83）



こ
う
し
た
ポ
イ
ン
ト
還
元
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
有
効
に
利
用
し
、
二
〇
〇
九
年
度
の
楽
天
証
券
の
新
規
開

設
口
座
に
占
め
る
楽
天
会
員
の
割
合
は
、
図
４
に
示
す
と
お
り
三
〇
％
を
超
え
て
い
る
。
同
様
に
、
楽

天
Ｆ
Ｘ
口
座
に
占
め
る
楽
天
会
員
の
割
合
も
、
二
〇
〇
八
年
第
１
四
半
期
こ
そ
三
％
で
あ
っ
た
が
、
第

２
四
半
期
は
六
％
、
第
３
四
半
期
は
二
二
％
と
増
え
て
お
り
、
ポ
イ
ン
ト
還
元
を
有
効
に
活
用
し
た
顧

客
拡
大
に
成
功
し
て
い
る
。

カ
ブ
ド
ッ
ト
コ
ム
証
券
で
も
グ
ル
ー

プ
内
に
属
す
る
金
融
グ
ル
ー
プ
と
の
証

券
仲
介
を
始
め
と
す
る
連
携
に
よ
っ

て
、
グ
ル
ー
プ
力
を
活
か
し
た
営
業
展

開
が
行
わ
れ
た
。
ま
ず
、
三
菱
東
京
Ｕ

Ｆ
Ｊ
銀
行
と
は
証
券
仲
介
サ
ー
ビ
ス

を
、
さ
ら
に
は
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行

系
列
の
池
田
泉
州
銀
行
、
中
京
銀
行
、

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
ニ
コ
ス
、
ジ
ャ
ッ
ク
ス
が

金
融
商
品
仲
介
業
務
を
行
っ
て
い
る
。

た
だ
、
表
６
に
よ
れ
ば
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ

Ｊ
銀
行
経
由
の
金
融
商
品
仲
介
口
座
は

全
体
の
約
五
％
、
二
〇
〇
八
年
三
月
期

（84）

図４　楽天証券における新規獲得口座の獲得経路構成比
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グループ経由 その他
2009年 2010年

（出所）楽天株式会社「2009年度通期及び第４四半期決算説明」

表６　三菱東京UFJ銀行経由の口座開設数

（出所）カブドットコム証券「決算短信」および「決算説明資料」より作成

仲介
口座数

証券
口座数

仲介口座の
割合

仲介口座預
り資産残高

預り資産
残高

仲介口座の
割合

2007年３月 25,126 562,606 4.5% 359 12,451 2.9%
2008年３月 31,277 622,422 5.0% 391 10,211 3.8%
2009年３月 32,238 665,922 4.8% － 8,713 －
2010年３月 40,184 700,162 5.7% － 11,207 －



の
預
か
り
資
産
も
四
％
に
過
ぎ
ず
、
三
菱
東
京
Ｕ
Ｆ
Ｊ
銀
行
と
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
証
券
（
現：

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
モ
ル
ガ
ン
・
ス
タ
ン
レ
ー
証
券
）
と
の
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
約
三

分
の
一
と
半
分
に
過
ぎ
ず
、
連
携
ビ
ジ
ネ
ス
は
ま
だ
ま
だ
十
分
と
は
い
え
な
い
（
18
）。

他
方
、
二
〇
〇
六
年
九
月
に
は
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
証
券
と
株
式
等
の
引
受
業
務
に
関
す
る
包

括
業
務
提
携
を
締
結
す
る
。
こ
の
提
携
以
後
、
カ
ブ
ド
ッ
ト
コ
ム
証
券
の
Ｉ
Ｐ
Ｏ
、
Ｐ
Ｏ

取
扱
件
数
は
、
表
７
に
示
し
た
と
お
り
、
ネ
ッ
ト
証
券
大
手
五
社
で
は
ト
ッ
プ
に
躍
り
出

る
。
ま
た
、
三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
グ
ル
ー
プ
の
子
会
社
と
な
っ
た
こ
と
で
、
格

付
け
がB

B
B

＋
か
らA

＋
へ
見
直
さ
れ
、
資
金
調
達
コ
ス
ト
の
低
下
に
よ
る
金
融
収
支
の

増
加
（
二
〇
〇
七
年
三
月
期
の
四
七
億
円
か
ら
二
〇
〇
八
年
三
月
期
に
は
五
六
億
円
へ
）

と
い
う
効
果
も
出
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
か
ら
は
モ
ル
ガ
ン
・
ス

タ
ン
レ
ー
と
の
提
携
に
よ
る
「
Ｃ
Ｍ
Ｅ
日
経
225
先
物
」
の
取
扱
を
開
始
し
て
取
扱
商
品
の

充
実
を
図
る
な
ど
、
グ
ル
ー
プ
企
業
と
の
連
携
に
よ
る
効
果
が
出
て
い
る
部
分
も
あ
る
。

４
　
む
す
び
に
か
え
て

こ
れ
ま
で
ネ
ッ
ト
証
券
は
、
低
手
数
料
戦
略
で
取
引
を
増
や
し
、
収
益
を
拡
大
さ
せ
て

き
た
。
し
か
し
、
手
数
料
を
割
り
引
い
て
も
、
株
式
委
託
売
買
代
金
が
増
え
ず
、
ネ
ッ
ト

証
券
も
収
益
の
多
様
化
に
向
け
た
新
た
な
取
り
組
み
が
必
要
と
な
っ
て
き
た
。

そ
こ
で
、
ネ
ッ
ト
証
券
で
は
収
益
の
多
様
化
に
向
け
、
取
扱
商
品
の
拡
充
、
長
期
投
資
家
層
の
獲
得
、
グ
ル
ー
プ
企
業
と
の
連
携

（85）

表７　ネット証券大手５社のIPO/PO取扱件数の推移

（出所）カブドットコム証券「決算説明資料」より作成

2006.３ 2007.３ 2008.３ 2009.３ 2010.３

S B I
IPO 46 124 58 17 11
PO 14 12 11 1 1

楽 天
IPO 24 42 20 16 2
PO － － － － －

マ ネ ッ ク ス
IPO 61 97 34 8 7
PO 10 12 10 0 3

松 井
IPO 33 46 24 21 7
PO 5 2 6 1 0

カブドットコム
IPO 18 76 57 25 14
PO 14 46 38 11 18



に
よ
る
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
の
獲
得
と
い
っ
た
新
た
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
収
益
の
多
様

化
に
貢
献
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
中
に
は
今
後
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る
動
き
も
あ
る
。

現
時
点
で
、
最
も
収
益
の
多
様
化
に
貢
献
し
て
い
る
の
は
Ｆ
Ｘ
取
引
で
あ
ろ
う
。
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
や
マ
ネ
ッ
ク
ス
証
券
で
は
ト
レ
ー

デ
ィ
ン
グ
損
益
を
、
楽
天
証
券
や
カ
ブ
ド
ッ
ト
コ
ム
証
券
で
も
そ
の
他
受
入
手
数
料
を
増
加
さ
せ
て
い
る
。
た
だ
、
Ｆ
Ｘ
取
引
に
関

わ
っ
て
は
、
レ
バ
レ
ッ
ジ
規
制
が
今
年
八
月
か
ら
導
入
さ
れ
、
店
頭
Ｆ
Ｘ
取
引
の
取
引
高
は
、
規
制
導
入
直
前
か
ら
減
少
を
始
め
て

お
り
、
今
後
も
同
程
度
の
収
益
を
あ
げ
ら
れ
る
か
は
不
透
明
な
面
も
あ
る
。

そ
こ
で
、
ネ
ッ
ト
証
券
で
は
先
物
・
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
や
Ｃ
Ｆ
Ｄ
取
引
に
力
を
入
れ
て
い
る
。
楽
天
証
券
や
カ
ブ
ド
ッ
ト
コ
ム
証

券
が
、
ミ
ニ
日
経
平
均
先
物
の
手
数
料
を
半
額
に
し
た
。
ま
た
、
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
や
楽
天
証
券
、
マ
ネ
ッ
ク
ス
証
券
で
は
、
Ｃ
Ｆ
Ｄ
取

引
の
サ
ー
ビ
ス
を
始
め
て
い
る
。
こ
ち
ら
も
来
年
か
ら
レ
バ
レ
ッ
ジ
規
制
が
始
ま
る
が
、
国
内
外
の
個
別
株
や
指
数
、
債
券
、
商
品

な
ど
原
資
産
の
幅
が
広
が
る
た
め
、
Ｆ
Ｘ
取
引
と
は
異
な
る
広
が
り
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
Ｃ
Ｆ
Ｄ
取
引
の
口
座
数
は
、
楽
天
証
券

で
は
サ
ー
ビ
ス
開
始
か
ら
三
カ
月
で
四
〇
〇
〇
口
座
（
二
〇
一
〇
年
二
月
現
在
）、
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
で
は
半
年
で
一
万
口
座
が
開
設
さ

れ
て
お
り
（
二
〇
〇
九
年
八
月
時
点
）、
今
後
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

次
に
、
相
場
動
向
に
左
右
さ
れ
な
い
収
益
基
盤
づ
く
り
と
い
う
観
点
で
は
、
投
資
商
品
の
販
売
に
向
け
た
動
き
が
あ
る
。
こ
れ
ま

で
、
ノ
ー
ロ
ー
ド
投
信
の
販
売
や
金
融
商
品
仲
介
業
者
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
な
ど
も
行
わ
れ
て
き
た
が
、
現
時
点
で
は
大
き
な
効

果
を
見
出
せ
て
は
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
も
、
毎
月
一
〇
〇
〇
円
か
ら
積
み
立
て
が
で
き
る
投
信
の
積
立
買
付
サ
ー

ビ
ス
や
ラ
ッ
プ
型
投
信
の
販
売
を
行
う
会
社
も
あ
る
。
そ
し
て
、
グ
ル
ー
プ
企
業
と
連
携
し
た
ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
利
用

し
た
商
品
販
売
な
ど
も
行
わ
れ
て
い
る
。

ネ
ッ
ト
証
券
が
収
益
の
多
様
化
の
た
め
に
行
っ
て
い
る
新
た
な
取
り
組
み
か
ら
は
、
ま
だ
成
果
が
そ
れ
ほ
ど
あ
が
っ
て
い
な
い
も
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の
も
多
い
。
た
だ
、
し
ば
ら
く
は
、
短
期
利
益
を
追
う
投
資
家
に
は
価
格
変
動
の
大
き
な
商
品
を
提
供
し
、
そ
の
一
方
で
長
期
的
投

資
家
の
獲
得
を
狙
う
、
収
益
構
造
の
転
換
を
目
指
し
た
運
営
が
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

注（
１
）

http://w
w

w
.orix.co.jp/grp/content/090915_shokenJ.pdf

（
２
）

楽
天
証
券
の
日
本
株
売
買
手
数
料
引
き
下
げ
が
発
表
さ
れ
る
と
、
翌
営
業
日
で
あ
る
七
月
一
三
日
に
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
は
株
式
売
買
手
数
料
を

一
律
一
割
引
き
下
げ
る
こ
と
を
発
表
。
こ
れ
を
受
け
て
、
楽
天
証
券
は
二
日
後
に
再
度
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
と
同
等
の
手
数
料
引
き
下
げ
を
公
表

し
た
。

（
３
）

福
田
徹
「
ネ
ッ
ト
ト
レ
ー
ダ
ー
向
け
総
合
サ
イ
ト
を
志
向
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
証
券
会
社
」『
証
券
レ
ビ
ュ
ー
』
第
四
七
巻
第
七
号
、
財

団
法
人
日
本
証
券
経
済
研
究
所
、
二
〇
〇
七
年
七
月

（
４
）

児
玉
智
浩
「
井
土
太
良
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
社
長
に
聞
く
　
ネ
ッ
ト
証
券
は
「
二
強
四
弱
」
対
面
チ
ャ
ネ
ル
で
首
位
を
盤
石
に
」『
月
刊
「
Ｂ
Ｏ
Ｓ

Ｓ
」』
二
〇
一
〇
年
一
月
号
、
経
営
塾
、p.90-92

（
５
）

児
玉
智
浩
「
楠
雄
治
楽
天
証
券
社
長
に
聞
く
　
証
券
と
銀
行
の
シ
ナ
ジ
ー
で
見
え
た
〝
楽
天
経
済
圏
〞
の
実
現
」『
月
刊
「
Ｂ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
」』

二
〇
〇
九
年
二
月
号
、
経
営
塾
、p.95

（
６
）

逆
手
数
料
取
引
は
、
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
が
カ
バ
ー
取
引
先
で
あ
る
Ｓ
Ｂ
Ｉ
リ
ク
イ
デ
ィ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
一
九
の
大
手
金
融
機
関
と
の

取
引
で
得
た
収
益
を
売
買
金
額
に
応
じ
て
還
付
し
、
そ
れ
を
原
資
と
し
て
顧
客
に
還
元
す
る
サ
ー
ビ
ス

（
７
）

「
日
本
経
済
新
聞
」
二
〇
〇
六
年
二
月
二
四
日
、
七
面

（
８
）

「
日
本
経
済
新
聞
」
二
〇
〇
六
年
四
月
六
日
、
七
面
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（
９
）

「
日
本
経
済
新
聞
」
二
〇
〇
六
年
五
月
一
八
日
、
七
面

（
10
）

「
日
本
経
済
新
聞
（
夕
刊
）」
二
〇
〇
七
年
六
月
二
三
日
、
一
面

（
11
）

ネ
ッ
ト
証
券
の
国
内
投
信
販
売
額
に
は
、
証
券
総
合
口
座
に
お
け
る
Ｍ
Ｒ
Ｆ
な
ど
の
自
動
買
付
分
を
除
い
て
い
る
。

（
12
）

「
日
経
金
融
新
聞
」
二
〇
〇
七
年
五
月
九
日
、
三
面

（
13
）

武
政
秀
明
「
成
長
力
を
失
っ
た
ネ
ッ
ト
証
券
、
決
め
手
欠
く
主
要
各
社
の
戦
略
」『
金
融
ビ
ジ
ネ
ス
』W

inter
2010

、
東
洋
経
済
新
報
社
、

p.57

（
14
）

「
投
信
預
か
り
資
産
残
高
一
兆
円
超
目
指
す
」
ロ
イ
タ
ー
通
信
、
二
〇
〇
八
年
五
月
二
一
日

（
15
）

前
掲
「
成
長
力
を
失
っ
た
ネ
ッ
ト
証
券
、
決
め
手
欠
く
主
要
各
社
の
戦
略
」p.57

（
16
）

証
券
経
営
研
究
会
編
『
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
と
証
券
業
』
財
団
法
人
日
本
証
券
経
済
研
究
所
、p.11

（
17
）

前
掲
「
井
土
太
良
Ｓ
Ｂ
Ｉ
証
券
社
長
に
聞
く
ネ
ッ
ト
証
券
は
「
二
強
四
弱
」
対
面
チ
ャ
ネ
ル
で
首
位
を
盤
石
に
」、p.90-92

（
18
）

二
上
季
代
司
「
最
近
の
証
券
業
界
の
動
向
」『
証
研
レ
ポ
ー
ト
』
一
六
五
八
号
、
二
〇
一
〇
年
二
月
に
掲
載
の
数
値
と
の
比
較
に
よ
る
。

（
ふ
か
み
　
や
す
た
か
・
客
員
研
究
員
）
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